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監 査 委 員 公 表

島根県監査委員公表第４号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の規定により実施した平成25年度行政監査の結果に関する報告に基

づき講じた措置について、島根県知事から通知があったので、同条第12項の規定により次のとおり公表する。

平成26年10月24日

島根県監査委員 藤 間 恵 一

同 平 谷 昭

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇
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平成25年度行政監査結果に基づき講じた措置の内容について

意 見 処理方針・措置状況

１ 制度運用について １ 制度運用について（人事課、環境生活総務課）

附属機関等を設置する場合には、人事課要綱等関連 関連規程の周知については、４月に本庁各課（室）

規程に基づき、人事課に対し協議・報告を行うことと あて改めて通知を行った。

なっているが、今回の監査において、設置時の協議・ また、任意に設置されているその他の常設会議を含

報告が行われていないその他常設会議が多くあり、特 め、本庁及び地方機関の審議会・協議会等について設

に地方機関にその傾向が顕著であった。 置状況等の調査を実施しているところであり、地方機

これらの中には、特定事業の連絡調整、啓発等のた 関に対しては調査に併せて関連規程の周知を行う。

めに設置されていることから協議・報告の対象外とな なお、設置状況等の調査により、今年度中に関連規

っているものがある一方、事業に関わる計画策定や県 程の適用が適当であるかどうかについて整理を行うこ

民の意見聴取のために設置されたものもあり、他の都 ととしている。

道府県では、同様のものについて附属機関等として位

置づけている事例もある。

このような設置時の協議・報告が行われていない原

因として、関連規程の周知が本庁の所管課に留まり、

地方機関においては関連規程を知らずに報告を行って

いないものがあると思われる。

既に設置協議済みの附属機関等においては、関連規

程により、委員の在任期間等いくつかの条件を設けて

おり、やむを得ず条件を超えて委員選任を行う場合

は、人事課長に協議を行うこととしている。

また、女性参画率目標不達成審議会等は、事前に環

境生活部長に協議を行うこととしている。

しかしながら、今回の監査において、当該協議が漏

れている事例が見受けられたところであり、要綱等の

目指す行政の中立・公正性の確保、住民意思の反映な

どを進めていく上で、事前協議の徹底を図る必要があ

る。

以上のとおり、制度を円滑かつ適正に推進していく

上で、まずは地方機関を含めて関連規程の周知を強化

するとともに、その運用において協議・報告の徹底を

図られたい。

また、各協議会等の設置目的や開催状況などを調

査・分析し、関連規程の適用が適当であるかどうか検

討されたい。

２ 委員の選任について ２ 委員の選任について（人事課、環境生活総務課）

附属機関等を設置する各執行機関においては、概ね 委員の選任に当たっての留意事項等については、４

設置選任条例や関連規程に基づいて委員の選任を行う 月に改めて通知を行ったところであり、また、会議等

よう努めているが、地域バランスや公募がなかなか進 の場を通じて関連規程の周知と運用の徹底を図った。

まないなど、関連規程に規定する留意事項、努力事項 女性人材の掘り起こしについては、「しまね女性人

の取り組みが十分とは言えないと思われるところもあ 材情報リスト」の充実を図るため、環境生活総務課長
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る。 通知により、幅広く女性人材登録の働きかけを行って

その理由として専門性を要するためなど、やむを得 おり、４月に男女共同参画推進会議の場でリストの活

ないものもあるが、適正な行政運営の確保と県民の県 用について周知を図った。

政への一層の参加、住民意思の反映を推し進めるた また、女性参画率が40％未満の審議会等については

め、次の各項目に掲げることについてより一層努めら 個別に点検を行い、女性参画率が向上するよう取り組

れたい。 んでいる。

ア 地域バランスについて 公募委員不在の附属機関等を設置する執行機関に対

本庁設置の附属機関等の一部においては専門性な しては、平成24年度から公募可能なものについては人

どの理由から、委員の在住地区が出雲部に偏重して 事課が一元的に共同公募を行い、公募の促進を図って

いるが、広く県民の意見を聞くため委員の選任にあ いるが、引き続きそれぞれの実態を勘案したうえで、

たっては地域バランスにより配慮されたい。 執行機関に対し可能な限り公募実施を促すとともに、

イ 年齢層について 附属機関等の活動に県民の関心が集まるよう情報発信

委員の年齢層については委員全体の７割が50歳 に努める。

台、60歳台に集中しているが、幅広い層の意見を聞

くために、若年層の委員への登用割合の向上も大切

と考えられる。このため、若年層の人材の掘り起こ

しや会議の開催時間を考慮するなど若年層の参加が

得られやすい会議の運営に留意されたい。

ウ 在任期間について

委員の在任期間については、適任者が見つからな

いなどの理由から10年を超えている例が全体の約１

割となっている。その設置目的から構成員が限定さ

れる場合もあるが、幅広く人材を求め、在任期間が

長期化しないよう努められたい。

エ 女性登用について

委員への女性登用については、掲げている目標数

値の参画率は達成しているが、本県で参画率算定か

ら除外している附属機関等でも他県では対象にして

いる例も見られる。参画率が低いところの理由の一

つとして専門的な人材不足があげられているが、女

性登用を進めるために環境生活総務課が作成してい

る「女性人材情報」を活用するなど幅広い情報収集

によって人材の掘り起こしを行われたい。

オ 公募について

人事課においては、委員の公募について、個別の

理由があるにしろ、引き続き公募委員不在の附属機

関等を設置する執行機関に対する働きかけを行われ

たい。なお、公募を行うも応募が無い例があるが、

県民への周知不足も一因と考えられることから、各

執行機関においては活動内容をホームページや広報

誌に掲載するなど普段からの情報提供に努められた

い。
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３ 会議の運営について ３ 会議の運営について

附属機関等及びその他常設会議を設置している各執 協議会等の設置目的や役割、委員の業務が本来業務

行機関においては、概ね適切に会議を運営している か否か等を基準に報償費の支給不支給を判断してい

が、以下の項目については一部検討すべきと思われる る。

例があったので配慮されたい。また、人事課において 現在、部内全所属を対象とした現況調査を実施して

は各執行機関による運営について指導されたい。 いるところであり、今後は統一的な判断となるよう報

ア 報償費の支給について 償費の取扱いを検討する。（健康福祉総務課）

地方機関が設置する協議会等についてはその開催 会議・会議結果の公開については、前述の設置状況

趣旨等によって報償費が支給されるものとされない 調査等を通じて、「会議を非公開とする場合も、会議

ものがあり、その区分については各執行機関におい 要旨を作成するなどして透明性の確保に努める。」旨

て判断され、必要なものについては予算の確保を図 を改めて周知徹底する。（人事課）

っている。そうした中、同種の協議会等において、

地方機関によって委員への報償費の支給不支給が分

かれる例があったので、支給の基準を明確にされた

い。

イ 会議・会議結果の公開について

ホームページで会議の開催を周知し、会議の傍聴

を認めることにより会議を公開している附属機関等

は約６割、その他常設会議は約２割に留まってお

り、また、会議録や会議資料のホームページへの登

載等により会議結果の公開（事後公表）をしている

附属機関等、その他常設会議はいずれも約３分の１

に留まっている。

今回の監査において、会議や会議結果の公開をし

ていない審議会・協議会等にあってはその理由を確

認しているが、会議内容が個人・個別の情報を取り

扱うなど公開になじまない場合は別として、そうい

った事情が無ければ原則として会議の公開や会議結

果の公表を進められたい。

島根県監査委員公表第５号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定により実施した平成24年度会計に係る定期監査の結果に基づ

き講じた措置について、島根県知事、島根県教育委員会委員長及び島根県公安委員会委員長から通知があったので、同条

第12項の規定により次のとおり公表する。

平成26年10月24日

島根県監査委員 藤 間 恵 一

同 平 谷 昭

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇
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平成24年度会計に係る定期監査の結果に基づき講じた措置の内容

指 摘 事 項 措 置 の 内 容

１ 一般会計、特別会計及び企業会計

⑴ 予算関係事務

生産物売払収入について、総販売代金から手数料を 課内の職員に対し、収入と支出の適正な事務処理を行う

差し引いた額を収入として調定し、併せて手数料の振 よう改めて指導を徹底した。

替収支の手続をしなければならないにもかかわらず、 平成25年度の漁獲物売払においては、適正に手数料相当

これを行わず収入と支出を相殺したため、手数料が支 額の振替収支の手続きを行っている。

出に、差し引いた手数料分の販売代金が収入に計上さ

れなかった。

（高校教育課）

⑵ 収入関係事務

① 収入の調定事務が適当でないもの ① 収入の調定事務が適当でないもの

ア 法令等により債権が発生し、これを収入しよう ア 所内の業務担当者に対し、収入の際には事前調

とするときは、収入伺によりその内容を決定し調 定・事後調定にかかわらず収入伺が必要であること

定しなければならないにもかかわらず、犬の飼育 及び収入事務担当及び収入分任出納員へ通知するこ

料について、収入伺が作成されないまま調定、収 とを周知・徹底した。

入されていた。

（益田保健所）

イ 県有林に係る行政財産の目的外使用許可につい イ 許可手続きに係るフロー図を作成し、チェックリ

て、使用料の修正、変更が行われたが、使用許可 ストとして活用することとした。

書の変更手続を行わないまま変更後の正規の額で また、収入調定の伺いに確認資料として許可時の

使用料が徴収されていた。 起案を添付していなかったことから、平成25年度の

（森林整備課） 収入調定分から添付することとした。

ウ 一級河川の指定区間外の占用料について、平成 ウ 一級河川の指定区間外では、国土交通省が占用許

18年度の許可更新時に占用物件の一部廃止があっ 可を行い、県が占用料の徴収事務を受け持ってい

たにもかかわらず、確認漏れのため従前の占用料 る。国土交通省から占用に関する通知（新規、変

のまま平成24年度まで徴収していた。 更、更新等）が送付された際、通知の占用数量と県

の占用台帳の数量が合致しているか速やかに確認す

件数 １件 ることとした。

正当額 4,292,820円 水利にかかる国土交通省の占用許可では、事前に

徴収済金額 4,326,840円 河川課に意見照会が行われるが、その際の通知文や

返還金額 34,020円 回答内容を出先事務所にも周知することとした。

還付加算金 2,699円 今後は担当者が確認後、副務担当者が確認し、

（浜田県土整備事務所） 終的に担当課長が確認するトリプルチェックを行う

体制とし、再発防止に努める。

② 収納の処理が適当でないもの ② 収納の処理が適当でないもの

契約保証金を受領する際に、金額を訂正して発行 従来、担当者は金額計算のみを行い、その後グルー

された領収証書があった。 プリーダーが領収証書を交付していたため、相互チェ

（出納局） ック機能が働いていなかった。

平成25年度からは、担当者が現金の計算及び領収証

書の作成を行った後、グループリーダーが確認し、領
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収証書を交付する取扱いに改めた。

③ 債権確保の措置が適当でないもの ③ 債権確保の措置が適当でないもの

県立学校統合再編成通学支援資金貸付返還金につ 指摘を受けて、改めて会計規則に基づき適正な事務

いて、納期限までに納付のない者に対して督促がな 処理を行うよう課内の職員に周知徹底した。

されていないものがあった。 現在は、担当者が毎月納付状況を確認のうえ、未納

（高校教育課） があった場合には速やかに督促を行っており、翌月に

は納付があったことを確認している。

⑶ 支出関係事務

① 支払の時期が遅延し、延滞金が発生したもの ① 支払の時期が遅延し、延滞金が発生したもの

ア 一部職員の期末・勤勉手当について、役職加算 ア 給与システムによる給与計算時に行っている支給

率の適用を誤った金額を支給しており、時効成立 額等の抽出チェックの件数を増やすとともに、複数

分については本人に責がないことから損害賠償と の担当者によるダブルチェックを行うこととした。

して支払われ、遅延利息が発生していた。

対象期間 平成18年12月～平成22年６月

対象者数 10名

損害賠償として支払う給与額 375,439円

損害賠償金の支払日 平成24年12月27日

遅延利息額 34,761円

（人事課）

イ 市町村から国へ返還する国庫補助金について、 イ 従来、国費の返還にかかる書類は、納入通知書発

国費システムにより県が行う該当市町あて補助金 行時に出納局へ提出していたが、交付決定額が確定

返還金の納入通知書の発行・発送が納付期限当日 した時点で国から送付された債権発生通知書を速や

となったことから、当該市町の支払遅延となり延 かに出納局に提出するようにした。

滞金が発生したが、その責が県に帰することから 支払期限等を記載したカレンダーを作成し、グル

県費で支払を行っていた。 ープで共有、確認することにした。

補助金名 平成23年度高齢者医療制度円滑運 グループ内において国費事務の重要性を再度認識

営事業費補助 するため、情報共有を図った。

補助金返還に係る債務者

各保険者（県下８市町長）

納付期限 平成25年１月28日（一律）

納付日 平成25年１月29日～２月５日（市

町ごと）

延滞金額 277円

（健康推進課）

ウ 企業参入促進資金利子補給の交付金について、 ウ 支出負担行為と支出命令は同時になされないこと

支払期限後に支払ったため遅延賠償金が発生して 及び、やむを得ない理由で同時に行う場合には支出

いた。 期限等を付箋貼付及び口頭で総務事務センター職員

件数 ６件 へ伝えるようにすることを職員に周知し、徹底を図

納付期限 平成24年８月31日 ることとした。

納付日 平成24年９月５日 支出関係書類が返却された際には、出納機関取扱

遅延賠償金対象金額 709,377円 済印が押印されていることを確認し、支出漏れがな

遅延賠償金額 347円 いか確認の徹底を図ることとした。
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（農業経営課）

⑷ 契約関係事務

非常用発電設備保守整備業務委託契約について、病 事務担当課及び審査担当課に対して、病院局財務規程に

院局財務規程第107条の表第6号の規定に基づき随意契 基づく随意契約の限度額について、改めて周知徹底した。

約されていたが、予定価格が随意契約に係る限度額を

超えていた。

（中央病院）

⑸ 財産関係事務

① 財産の貸付処理が適当でないもの ① 財産の貸付処理が適当でないもの

普通財産（街北宿舎跡地）の貸付けの手続を行う 事務担当課及び審査担当課に対して、地方自治法第

べきところを行政財産の使用許可の手続を行ってい 238条第４項（公有財産の範囲及び分類）の規定に基

た。 づく普通財産として事務処理を行うよう周知徹底し

（中央病院） た。

② 規則で定める帳簿を備えていないもの ② 規則で定める帳簿を備えていないもの

県有自動車について、県有自動車管理規則第４条 県有自動車管理規則第４条に規定する県有自動車原

に規定する県有自動車原簿が備えられていなかっ 簿を作成した。

た。

（宍道湖流域下水道管理事務所）
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平成24年度会計定期監査の結果に関する報告書「意見」に係る処理方針等

意 見 処理方針・措置状況

Ⅰ 定期監査の結果に関する意見

１ 年度替わりにおける適正な事務の執行について （各執行機関）

今回も依然として、各種使用料の収入調定時期の遅 年度替わりの業務執行に支障のないよう、庁内幹部会や

延が多くみられ、また、支出負担行為に係る出納機関 主管課長会議において周知徹底を図るとともに、通達の発

の事前協議漏れや確認時期の遅れ、さらには契約書中 出を行い、下記の点等について各所属、各職員に確実な事

の暴力団排除規定の漏れが多数あった。 務引継の注意喚起を行った。

使用料の収入調定については、複数年度継続又は毎 ・新年度からの業務執行に支障のないよう、速やかに行

年度更新の許可に係るものが多く、年度替わりの時期 うこと

に事務が集中する特性がある。 ・十分に時間をとり、文書で確実に引継を行うこと

また、年度当初に行う毎年度定例的な契約締結事務 ・法令等に基づく事務については、根拠法令等の内容、

及び補助金等の支出事務についても同様である。 条文を明らかにしておくこと

一方、これらの事務を行う各機関では、定期人事異 ・課題を明確にするとともに、定型的な引継ではなく、

動等による担当者及び決裁者の交替がある。 必要に応じマニュアルを用いたり、ミスを起こしやす

このため、適正な事務処理を継続して行っていくた い部分については具体例を挙げるなど、より具体的・

めには、年度替わりにおける確実な事務引継ぎが不可 実質的な引継となるよう内容を工夫すること

欠となる。 ・年度替わりに実施すべき業務の処理状況を案件ごとに

ついては、例えば対象案件の一覧を作成するなどし 明らかにしておくこと

て確実な事務引継ぎを行い、案件ごとに事務処理状況 ・上司は、引継を担当者任せにすることなく、引継の実

をチェックし、決裁者もその状況を逐次把握できるよ 施状況を確認するとともに、業務の処理状況を逐次把

うにするなど、年度替わりに伴う事務処理の漏れ及び 握することにより、事務処理の漏れや遅延が生じない

遅延等を招かないよう、適正な事務処理がなされるよ ように取り組むこと

うに努められたい。 ・所属長は、自らの責務として引継が適切に行われてい

るかどうかを確認すること

・上記のほか、職員は人事異動や担当業務の変更の有無

にかかわらず、それぞれの業務の進捗状況を把握し、

年度替わりにおいて、業務が円滑に遂行または引継で

きるよう準備しておくこと

（公安委員会）

警察においては、警察独自で作成した会計業務チェック

リストにより、各所属で年度替わりに行う処理項目及びそ

の処理期限等の確認を行っており、年度替わりに伴う事務

処理の漏れ及び遅延等を招かないよう、適正な事務処理を

行っている。

２ 旅費の支払事務について （人事課、総務事務センター、各執行機関）

① 旅費の精算時における適正な事務処理について 「旅費の精算時における領収書の確認について（人事課

昨年度の定期監査において、決裁者の領収書によ 長通知）」に従い領収書の確認を十分に行うことについ

る金額の確認が不十分なため、又は旅費制度の知 て、旅行者及び決裁者に対し、繰り返し注意喚起を行っ

識・理解が不十分なために支払額を誤った事例が た。

あったことから、旅費事務が迅速かつ適正に行え また、次のとおり旅費事務システムの改修を行った。

るよう各機関の実態に応じた研修・指導を充実・ ・精算画面に領収書の必要なものを列記し、旅行者及び
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強化されたい旨の意見を述べた。 決裁者に対し、領収書と金額の照合を促すメッセージ

しかしながら、今回の定期監査においても、旅行 を表示した。

者が旅費精算時に領収書を添付しないで、又は領収 ・決裁者確認事項のチェックボックスを新設し、「領収

書と異なった額で精算報告を行い、決裁者もそれを 書照合済み」又は「領収書不要」のチェック入力なし

見逃して精算確認をしたことで、結果として誤った では決裁ができないようにした。

額の旅費が支払われた事例があった。 また、新規採用職員研修及び会計事務研修において旅費

これらの事例は、旅行者及び決裁者が旅費の精算 制度に関する研修を実施した。

時に十分に注意して確認しなかったために発生した （公安委員会）

ものと考えられる。 警察における旅費の支払事務については、旅行者本人で

ついては、引き続き旅費事務が迅速かつ適正に行 はなく会計事務担当者が本人から提出された書類を精査し

えるよう各機関の実態に応じた研修・指導を充実・ た上で行っており、

強化するとともに、旅費の精算時における適切な事 ・旅行者に対する旅行前後における書類の早期提出の徹

務処理の確保に努められたい。 底

・事務担当者への研修・教養及び執務資料の配付

等を行い、適正な旅費の支払事務が行われるよう指導の徹

底を図っている。

② 宿泊施設を業者手配する場合の見積書の記載内容 （人事課、総務事務センター、各執行機関）

について 業者に対して文書通知を行い、見積書に記載が必要な事

旅費事務システムにおいて旅行者が食卓料相当額 項の記載漏れがないように徹底した。

を請求する場合には、利用した宿泊施設での食事の また、登録資格審査に際して、「チケット手配基準」に

有無や、朝食、夕食の別が明らかにされている必要 留意事項として明記した。

がある。 （公安委員会）

しかしながら、宿泊施設を業者手配した場合の見 業者に対しては、出納局から文書による通知を行ってい

積書に、食事の有無が記載されていないにもかかわ るところであるが、警察においても業者からの提出書類の

らず、食卓料相当額が支給されている事例があっ 内容確認及び旅行者本人からの聞き取り等により見積書の

た。 食事の内容を精査し、適正な食卓料相当額の支給に努めて

ついては、宿泊施設を業者手配した場合に提出さ いる。

れる見積書には、食事の有無を記載するよう業者に

徹底されたい。

３ 納入期限を経過した港湾使用料の適正な徴収につい （港湾空港課）

て 「島根県港湾施設使用料徴収事務運用基準」について、

港湾施設使用料徴収事務については、島根県会計規 平成25年度に再度文書を発出し、改めて周知徹底を図ると

則第４条に基づき地方機関へ委任されており、納入期 ともに、毎年開催する港湾施設管理担当者会議においても

限までに使用料等を完納しない者があるときは、「島 議題にあげ、関係機関に適正な事務処理を行うよう徹底を

根県港湾使用料徴収事務運用基準」に基づき、納入期 図っている。

限後20日以内に督促状を発行しなければならないとされ また、使用料の納入状況については、各事務所において

ている。 毎月未収状況を確認しているところであり、港湾空港課で

しかしながら、納入期限を過ぎているにもかかわら は、期限内に納入されていない場合に適切に督促が行われ

ず、電話や面会による督促のみで、督促状を発行して たかどうか定期的に確認をしている。

いない事例が、複数の地方機関で見られた。その中に

は昨年度の定期監査において、納入時期が３ヶ月以上

遅れていたとして、定期監査結果通知において改善を
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指示されていた事例と同じ内容のものもあった。

また、「県税外収入金の延滞金徴収に関する条例」

に基づく延滞金については、地方自治法に基づく督促

を行っていないことから、徴収されていなかった。

本県では、厳しい財政状況を踏まえ、県税収入など

自主財源の確保について全庁あげて取り組んでいると

ころである。

ついては、納入期限までに使用料を完納しない者に

対しては、督促状を発行することを徹底し、延滞金が

生じる場合には確実な徴収に努めるよう関係機関を指

導されたい。

４ 支払事務に係る決裁・審査の適正な執行について （各執行機関、部局主管課、総務事務センター、出納局）

本県では、「内部管理事務改革基本計画」に基づ ① 会計事務研修の充実強化

き、各機関の支払事務について、総務事務センター 職員の会計事務に関する知識向上と法令遵守の徹底を

において集中処理化が進められ、これに伴い事務の 図るため、次の会計事務研修会を実施した。なお、今年

流れも改められている。 度は担当者だけでなく決裁者も対象とした。

今回の定期監査において、美術品購入代金の支払 ・会計事務実務研修会（Ｈ26年２月）

処理において、請求書・検査調書・契約書等が添付 ：過去の不適正事案の説明、広島国税局による消費

されていないにもかかわらず、部局主管課・総務事 税改正の説明等

務センター・出納局の決裁・審査等を通過し、見積 ・会計事務担当者及び決裁者研修会（Ｈ26年６月）

書徴収先事業者に対し、実際の購入金額と異なる金 ：会計制度の全般にわたる研修

額が支払われていた事例があった。 ② 「会計事務に関するチェック項目」の作成

前段階の機関の処理を信頼したとの理由であった 適正な会計処理を行うための「会計事務に関するチェ

が、判断の根拠等について前の機関にきちんと確認 ック項目」をまとめたリストを作成し、全職員に周知し

する必要があったと思われる。 た。

集中処理化の実施に際しては、「実施機関と各対 ③ 誤処理防止の措置

象機関は連絡を密にし、これが円滑かつ効率的に行 美術品購入の誤処理は、基金による物品の取得を基金

われるよう相互協力に努めること」とされており、 から一般会計への振替処理と混同し、執行伺のみで決

進捗状況の管理等に関する情報の伝達、連携に留意 裁・審査したために生じたものであり、今後、誤処理が

する必要がある。 生じないよう次の措置を行った。

ついては、各執行機関、部局主管課、総務事務セ ・払出決議票の様式中に基金からの支払であっても請

ンター、出納局それぞれの決裁・審査において、添 求書等の添付が必要である旨を明記した。

付書類の確認、情報連携等に留意し、確実かつ適正 ・出納局と総務事務センターが協議の上、基金による

な決裁・審査を行われたい。 支払事務処理方法を整理し、基金所管課及び部局主

管課に対し周知徹底した。

・出納局における審査は、従来、基金担当グループの

みで行っていたが、基金担当グループと審査担当グ

ループによる２重チェックを行う体制とした。

（公安委員会）

警察においては、支払処理について、事業主管課及び会

計課で警察独自に作成した確認表により添付書類の確認を

行うとともに、総務事務センター及び出納局と情報連携等
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が適切に行われるよう努めている。

Ⅱ 組織及び運営の合理化に資するための意見

１ 物品管理について

今回は、重点的監査事項として物品の管理状況につ

いて監査を行ったが、その結果を踏まえ、次のとおり

意見を述べる。

① 物品管理の適正化について （各執行機関、出納局）

物品管理システムにおける物品データの内容と実 平成26年６月、照合作業の実施状況について全機関を対

際に管理する物品の現物との照合作業の実施状況に 象に調査を行ったところ、８割弱の機関が照合作業を完了

ついて監査を行った結果、地方機関では４割弱、本 させていた。残り２割強の未着手又は実施中の機関でも、

庁等では５割弱の機関において、照合作業が未着手 作業の実施時期を明確にさせて、早期に作業を完了させる

又は実施中であった。 よう努めている。

一方、このシステムを利用することで、各機関が また、物品データの精度向上を図るため、物品管理シス

所有又は借用する物品の数量及び受払の状況等、基 テムで、各執行機関の新規備品登録などのデータ更新状況

本的なデータを会計管理者等に報告する物品出納計 を確認し、登録漏れ等がないよう適宜指導を行っている。

算書の作成に代えることができるとされている。 今後とも、各執行機関において、物品管理事務が適切に

適正な物品管理のためには、正確な実態把握が基 行われるよう、各種手続きや間違えやすい事例などを具体

本であり、これに基づくデータの整理、保持が不可 的に示した実践的な研修を実施するなど、職員の物品管理

欠である。 事務に対する理解の向上に努めていく。

ついては、このシステムが実態を反映した正確な （公安委員会）

データに基づき運用されるよう、照合作業が未着手 警察においては、物品管理システム稼働前の平成25年５

又は実施中の各機関にあっては、物品の現物とデー 月末までに照合作業は実施済みである。

タとの照合作業を速やかに行われたい。 更に、平成25年11月から12月にかけて県下の全所属にお

また、このシステムを所管する出納局において いて物品管理システムに登録されている物品の現物確認を

も、物品データの精度が向上するよう取り組まれた 再度実施し、システム稼働後も適正な物品管理に努めてい

い。 る。

② 不使用物品の有効利用と適正な処分・管理につい （各執行機関）

て 各執行機関で不要となった物品については、職員向け掲

各機関について、それぞれ抽出した管理物品が、 示板に掲載し管理換えを行っているが、この仕組みを積極

平成24年度において有効に利用されているか監査を 的に活用して、物品の一層の有効活用に努める。

行った結果、平成13年度以前に取得済みの備品につ 不用物品の売却については、県有財産売却システム

いて、地方機関では、単価50万円以上の機械器具類 （Yahoo!オークション「官公庁オークション」）による

を中心に２割強、本庁等では、電子・光学機器類を 物品の売却手続及び事務処理フローを職員向け掲示板（ポ

中心に５割弱が、昨年度１年間を通じて全く使用さ ータルサイト）に掲載し周知しており、このシステムの利

れていない状態にあった。 用促進を引き続き図っていく。

その中には、除雪車や災害対応機器など、使用頻 売却が困難な不要物品については、廃棄に要する経費等

度が少なくても保有が必要な物品もあるが、一方 も勘案しながら、各所属において廃棄するか保管しておく

で、今後の使用が見込まれないものもある。 かについて適切な判断を行う。

経年により今後も累増していくことが予想される （公安委員会）

不使用物品を放置することには、管理意識の低下、 警察においては、適宜、物品点検に併せて物品の使用状

ひいては不正確な物品管理を招いてしまうおそれが 況を把握し、不用物品の抽出を行っている。

ある。 不用となった物品のほとんどは、耐用年数を超えて使用
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ついては、各機関において、不使用の実態が判明 に耐えられないもの、又は警察独自の特殊なものであるこ

した物品については、今後の使用見込を精査した上 とから、他機関へ管理換は行っておらず、原則、売却処分

で、使用しないものを他機関へ管理換するなど、そ とし、売却できないものについては、廃棄処分を行ってい

の有効な利用を積極的に進められたい。 る。

また、不用品決定した物品については、廃棄だけ

でなく、費用対効果にかなうものは売却するなど、

その有益な処分が図られるよう検討されたい。

一方、不用品決定しても処分が困難な物品につい

ては、当面の管理方法について方針を決定しておく

など今後とも適正に管理されるよう努められたい。

２ 公共土木施設の維持管理・老朽化対策について （技術管理課）

本県の公共土木施設は老朽化が進み、今後20年で、 公共土木施設の総点検については、橋梁、トンネル、道

建設後50年以上経過する施設の割合が急激に増加す 路法面の一部を除き平成26年３月末までに実施済である。

る。 点検により見つかった不具合箇所について、逐次、修繕を

一方で、高速道路の整備率及び道路改良率は全国平 実施することにしている。

均と比べて低く、その整備は県民の日常生活、産業振 公共土木施設のデータベース化については、平成26年度

興、危機管理上急ぐ必要があるが、先般発生した笹子 から取組みを実施している。

トンネル天井板崩落事故は国民、県民にとって大きな また、「島根県公共土木施設長寿命化計画」を平成27年

不安材料となっており、安全安心を担保していく上 度中に策定するよう、土木部関係各課で構成する「維持管

で、公共土木施設の維持管理、老朽化対策が急務であ 理マネジメント会議」を開催し検討を進めている。

る。 市町村の支援については、平成26年１月に開催した「Ｐ

県においては、通常数年間に１度の頻度で各施設を Ｃ橋梁等の維持管理に関する研修会」など、市町村職員も

点検していたが、今回の事故に鑑み総点検に着手して 対象にした研修会を今後も開催するとともに、国、道路維

いるところであり、劣化や損傷が重大な事故や被害に 持課と連携して平成26年５月に設立した「道路メンテナン

つながるおそれのある施設から点検を進め平成27年 ス会議」で具体的な支援内容を検討していく。

３月までに終了する予定である。

公共土木施設は道路、河川、砂防など多くの施設が

あることから、その維持管理、老朽化対策には相当な

経費も必要となってくるが、厳しい財政状況の中で計

画的な修繕等を行い、維持管理コストの縮減・平準化

と施設の延命化を図ることが求められている。

また、市町村においては、財源や技術者不足などに

より、県に比べ橋梁の点検や長寿命化修繕計画の策定

が進んでいない状況である。

ついては、安全安心な県土づくりを進めるため、公

共土木施設の総点検を着実かつ早急に進めるととも

に、施設のデータベース化や長寿命化修繕計画の策定

などに取り組み、その維持管理、老朽化対策を計画的

に進められたい。

なお、市町村に対しても、今後とも必要な支援に取

り組まれたい。

３ 会計事務の適正な執行について （人事課）
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今回の定期監査においても、収入関係事務、支出関 さらなる適正な会計処理の執行に向けて、階層別職員研

係事務や契約関係事務など財務会計上の指摘・指示事 修等による法令遵守の徹底などに取り組んでおり、今後も

項が多数あった。 継続して取組みを行う。

これらは、会計事務や文書事務等に必要な基本的な 地方機関における係長制について、平成26年４月の組織

知識が不足していることが原因の一つであると考えら 改正により係長職を増やした。

れる。 （出納局）

会計事務担当者及び決裁者には、広範な会計事務の ① 会計事務研修の充実強化

知識や経験が必要であるが、必ずしも会計事務や文書 職員の会計事務に関する知識向上と法令遵守の徹底を

事務等に精通していない場合や、ＯＪＴも十分とはい 図るため、下記の会計事務研修会を実施した。なお、今

えない場合もある。 年度は担当者だけでなく決裁者も対象とした。

また、財政健全化の一環として組織のスリム化が推 ・会計事務実務研修会（Ｈ26年２月）

し進められていく中で、決裁者が起案し、チェック体 ：過去の不適正事案の説明、広島国税局による消費

制がとられないことがある機関があった。 税改正の説明等

不適正な事務処理をなくすためには、職員相互の意 ・会計事務担当者及び決裁者研修会（Ｈ26年６月）

思疎通やチェック体制の充実を図ることも重要であ ：会計制度の全般にわたる研修

る。 ② 「会計事務に関するチェック項目」の作成

平成25年度から地方機関において係長制が復活し、 適正な会計処理を行うための「会計事務に関するチェ

定期監査での意見聴取によると、早期にセクションの ック項目」をまとめたリストを作成し、全職員に周知

長となってモチベーションが上がったとか、担当者に した。

とって相談しやすい環境になったなどの意見があっ ③ 会計事務に関する情報共有化の推進

た。 平成25年度は「出納局だより」を10回発行し、会計情

ついては、不適正な財務会計処理をなくしこれを適 報の提供及び注意喚起を行った。

正に執行していくため、嘱託職員を含む、会計事務担 ④ 出納審査の充実強化

当者及び決裁者への、継続的な研修機会の付与・充実 出納審査事務の集中化以降、地方機関についても審査

を図るとともに、組織内の環境整備や内部統制の充実 指導課において統一的な審査・指導を行い、適正な会計

を図ること等により、適正な財務会計処理の確保に努 処理に努めている。

められたい。 また、従来の「修正指示書」を見直し、より具体的に

修正指示を行い、指導の強化徹底を図っている。

⑤ 会計検査の充実強化

これまでは、地方機関しか会計検査を行っていなかっ

たが、平成25年度からは、本庁・地方機関とも全所属

の１／２を対象に検査を実施することにした。

また、検査体制については、出納監察スタッフに審査

グループを加え、体制を強化するとともに、日常の支払

審査の視点に立った検査・指導を行うようにした。

⑥ 財務会計システムの充実

平成28年度稼働予定の新財務会計システムの開発に

合わせて、システムにおけるチェック機能の充実を図る

ことを検討する。

（教育庁総務課）

今後、さらなる適正な会計処理の執行に向けて次の事項

に取り組む。
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・嘱託職員を含む会計事務担当者等に対する研修の充実

・強化

・事務処理の適正な処理を確保するためのチェック体制

を確立し実行

・部下が上司に気軽に相談できる風通しの良い職場環境

を醸成

島根県監査委員公表第６号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定により実施した平成25年度財政的援助団体等監査の結果に基

づき講じた措置について、島根県知事から通知があったので、同条第12項の規定により次のとおり公表する。

平成26年10月24日

島根県監査委員 藤 間 恵 一

同 平 谷 昭

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇
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平成25年度財政的援助団体等監査の結果に基づき講じた措置の内容について

監 査 結 果 措 置 の 内 容

Ⅰ 総括

１ 指摘事項

⑴ 補助金の管理執行が適切でなかったものにつ ⑴ 補助金の管理執行が適切でなかったものに

いて ついて

島根県空港利用促進事業費補助金の事業の一 （隠岐空港利用促進協議会）

部について、隠岐観光協会と共同で実施し、そ 隠岐観光協会と共同で実施する事業につい

の実施主体となった同協会に対し、事業費総額 て、あらかじめ同協会から負担金の積算根拠

の一部を負担金として支出しているが、負担金 の提出を受け、その内容が適切であるか確認

の積算根拠が示されていないなど証拠書類記載 を行う。

内容の不備や確認漏れがあった。 事業の執行段階では執行状況について随時

確認を行う。

事業完了後には完了報告書の提出を受け、

負担金の充当内容について確認を行う。

⑵ 補助金交付事務が適切でなかったものについ ⑵ 補助金交付事務が適切でなかったものについ

て て

交通対策課においては、隠岐空港利用促進協 （交通対策課）

議会における補助事業の実施状況について、現 執行状況に関する資料について、四半期毎

地への出張等の際に証拠書類で確認するなどの に隠岐空港利用促進協議会から提出を求め、

進捗管理を行っていたとして、事業終了後の実 それを確認した上で現地に出向き、関係帳簿

績報告に関する確認については提出書類審査に 等証拠書類を精査し、進捗管理を行うことと

よって行い、補助金額を確定していた。 する。

しかしながら、島根県空港利用促進事業費補 事業完了後は現地調査を実施し、実施状況

助金事業の一部について隠岐観光協会と共同実 の把握と実施結果の確認を適切に行う。

施した事業への負担金の積算根拠について適切

に把握されていないなど、関係諸帳簿の確認が

適切に行われておらず、実績報告における補助

金対象事業費の算定内容や補助金の積算根拠の

確認が不十分であることが判明した。

２ 意見

⑴ 指定管理のあり方について ⑴ 指定管理のあり方について

平成23年度に実施した財政的援助団体等監査 （人事課）

の報告書において、次回の更新時には指定管理 指定管理者制度の運用に係る県の統一的な

者制度が導入されて10年が経過することから、 考え方を示すガイドラインについて、 大８

この制度の検証を行う中で、個別施設の特性や 年の指定期間設定が可能となるよう見直しを

管理実態を踏まえて、柔軟な期間設定等につい 行った。

ても検討されたいと意見を述べたところであ

る。
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今回の監査では、指定管理者３団体の監査を

行ったが、その中において、将来を見据えた活

動の展開や、活動を担う人材の育成、確保を行

う上で課題があるとする意見があった。

平成26年度には、県の指定管理施設のうち24

施設が一斉更新の手続きをされる予定であり、

現在基準の見直しを検討中とのことであるが、

他県の動向等も踏まえ、期間設定等につい

て、個別施設の特性や管理実態に応じた柔軟な

対応を行われたい。

⑵ 観光振興施策の推進について ⑵ 観光振興施策の推進について

島根県では、平成24年の「古事記編纂千三百 （観光振興課）

年」、平成 25年の「出雲大社平成の大遷宮」 「神々の国しまね」プロジェクトの様々な

を機に 、歴史文化に彩られた「しまね」の魅 成果を生かすとともに、島根の観光の勢いを

力を全 国にアピールし、観光交流の一層の拡 継続させていくため、平成 26年度から“神

大を通 じて地域の振興を図るとともに、県民 々”と“ご縁”観光総合対策事業を大幅に拡

自ら歴 史・文化の魅力を再認識し郷土に対す 充した。

る誇り を醸成する「神々の国しまね」プロジ ご縁の国しまねをテーマとした観光キャン

ェクトを立ち上げ、強力に取り組んでいる。 ペーン、石見神楽や神社など県内各地の資源

今回の監査では、「神々の国しまね」プロジ を活用した観光地づくりの推進、各地域の観

ェクト の実施主体となっている神々の国しま 光人材の育成、ＭＩＣＥ等の新市場の開拓な

ね実行 委員会をはじめ、県が財政支援を行っ どに重点的に取り組み、県内全域への誘客を

ている 観光関係団体（神話の国縁結び観光協 図る。

会、石 見観光振興協議会など）の事業の実施

状況や その成果等について確認を行ったとこ

ろである。

プロジェクトによるＰＲや「神話博しまね」

の開催 、「出雲大社平成の大遷宮」などによ

り本県 への全国からの関心も高まり、多くの

観光客 が訪れているが、観光客の動向を見る

と、出 雲部が中心となっており、石見部、隠

岐を含 む県下全域で増えていくようにするこ

とが課題となっている。

平成25年９月の隠岐の世界ジオパーク認定や

平成 26年３月からの萩・石見空港の東京便２

便化、 中国横断道尾道松江線の延伸等の追い

風もあ り、プロジェクトの成果を一過性のも

の で 終 わ ら せ な い よ う 、 引 き 続 き 行 政 、 民

間、県 民が一緒になって島根の観光振興に取

り組んでいく必要がある。

平成25年度からは、観光振興課内にしまねの
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魅力発 信室を設置して、「神々とご縁観光総

合対策 事業」として「ご縁の国しまね」キャ

ンペー ンを展開中であるが、引き続きこれま

での成 果を継続・発展させていくとともに、

観光市 場の変化に的確に対応しながら、地域

資源を 生かした本県観光の更なる魅力アップ

や隣県 を含む広域的な旅行商品づくりなどに

より、 県内全域への観光誘客の拡大に努めら

れたい。

⑶ 補助事業に係る実績確認について ⑶ 補助事業に係る実績確認について

補助事業に係る実績確認については、平成 －県の総括的な対応－

21年度会計に係る定期監査結果報告において、 （政策企画監室）

「補助事業者等から提出された実績報告書等の 補助事業の実績確認については、できる限

書類の審査だけで実績を十分確認することがで り補助金交付先に出向いて現地調査を行い、

きる場合を除き、できる限り現地調査を実施 関係帳簿等証拠書類の確認を行うなど、適切

し、必要に応じ証拠資料の提出を求め確認する な執行に取り組むよう主管課長会議等の場を

など、その実績確認を適切に行うようにされた 通じて繰り返し徹底を図っていく。

い。」と意見を述べた。

これに対する措置として、県においては、で －個別的な対応－

きる限り補助金交付先に出向いて、補助事業者 （各所管課共通）

から、実績報告書の内容について、事業実施結 補助事業の実施にあたっては、補助事業者

果及び関係帳簿等証拠書類の確認を行い、補助 に対して、引き続き補助対象事業の範囲、執

金額の確定を行うなど適切な実績確認を行うこ 行基準等について十分な周知を図り、適切な

ととされたところである。 指導に努める。

しかしながら、今回の財政的援助団体等監査

において、その確認が不十分な事例があった。 （総務課：公立大学法人島根県立大学、（公財）

ついては、実績確認について、実施状況の把 島根県育英会、（一社）島根県私学教育振興会、

握と実施結果の確認が適切に行われるよう改善 学校法人澤田学園）

されたい。 決算書の提出や、現地調査を実施すること

また、補助対象事業の範囲、執行基準等につ などにより適切な実績確認に努める。

いて具体的に示すなど、補助事業者に対し十分

な周知を図るとともに適切な指導をされたい。 （しまね暮らし推進課：（公財）ふるさと島根定

住財団）

補助事業の執行状況については、これまで

も随時、補助事業者から報告を求め、適正に

執行されるよう進捗管理を行っているが、今

後は必要に応じて現地に出向いて証拠書類の

確認を行うことにより、適切な実績確認に努

める。

（交通対策課：萩・石見空港利用拡大促進協議
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会、21世紀出雲空港整備利用促進協議会）

補助事業の執行状況については、これまで

も随時、補助事業者から報告を求め、適正に

執行されるよう進捗管理を行っているが、今

後は必要に応じて現地に出向いて証拠書類の

確認を行うことにより、適切な実績確認に努

める。

（交通対策課：隠岐空港利用促進協議会）

今後は、執行状況に関する資料について、

四半期毎に補助事業者から提出を求め、それ

を確認した上で現地へ出向き、関係帳簿等証

拠書類を精査し、進捗管理を行うこととす

る。

事業完了後は現地調査を実施し、実施状況

の把握と実施結果の確認を適切に行う。

（農業経営課、農畜産振興課、農地整備課：（公

財）しまね農業振興公社）

これまでも、補助事業者に直接出向き、実

績報告の内容について、事業実施結果及び関

係帳簿等証拠書類の確認を行ってきたところ

であるが、今後も引き続き適切に行ってい

く。

（商工政策課：（一財）くにびきメッセ）

補助事業者から提出された実績報告書の内

容確認のために、交付先に出向いて、事業実

施結果及び関係帳簿等証拠書類の確認を行っ

ている。

今後とも引き続き事業実施結果及び関係帳

簿等証拠書類の確認を適切に行っていく。

（観光振興課：神々の国しまね実行委員会、隠岐

空港利用促進協議会、石見観光振興協議会、神話

の国縁結び観光協会、隠岐観光協会、山陰国際観

光協議会）

平成25年度の補助事業の実績確認について

は、実績報告書等の書類審査だけで実績を十

分に確認できない事業については、交付先に

出向いて、現地調査を行ったところであり、

今後も引き続き適切に確認を行っていく。
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また、必要に応じて、事業中途でのヒアリ

ングを行うなど適切な指導を行う。

（中小企業課：松江商工会議所、出雲商工会議

所）

補助事業者から提出された実績報告書の内

容確認のために、複数の補助金交付団体（松

江商工会議所等）を一箇所に集め、事業実施

の関係書類を持参させ、事業実施結果及び関

係帳簿等証拠書類の確認を行っている。

今後とも引き続き事業実施結果及び関係帳

簿等証拠書類の確認を適切に行っていく。

（建築住宅課：（一財）島根県建築住宅センタ

ー）

補助事業完了後、担当職員が補助事業者へ

出向き、申請書類、検査書類、支払い書類等

を確認し、補助事業の実績確認を実施した上

で額の確定を行っており、今後も引き続き適

切に確認を行っていく。

（学校企画課：（公財）島根県育英会）

補助事業の実績確認については、できる限

り補助金交付先に出向いて現地調査を行い、

関係帳簿等証拠書類の確認を行う等により、

適切な執行に取り組む。

Ⅱ 個別

１ 神々の国しまね実行委員会

（所管課：観光振興課）

⑴ 所管課

【意見】

① プロジェクトの成果を生かした観光の振興 ① プロジェクトの成果を生かした観光の振興

について について

神々の国しまね実行委員会は、「神々の国 「神々の国しまね」プロジェクトの様々な

しま ね」プロジ ェクト（平成 22年度～ 25年 成果を生かすとともに、島根の観光の勢いを

度 ） の 実 施 主 体 と し て 設 立 さ れ た も の で あ 継続させていくため、平成 26年度から“神

り、このプロジェクト終了後、決算をした段 々”と“ご縁”観光総合対策事業を大幅に拡

階で解散の予定である。 充した。

このプロジェクトにより、県内各地では、 ご縁の国しまねをテーマとした観光キャン

まち歩き定時ガイドツアーや周遊バスツアー ペーン、石見神楽や神社など県内各地の資源

などの新たな旅行商品の造成、地域が主体と を活用した観光地づくりの推進、各地域の観
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なったイベントの開催などの取組を通じて、 光人材の育成、ＭＩＣＥ等の新市場の開拓な

様々なノウハウが得られるとともに、行政・ どに重点的に取り組み、県内全域への誘客を

民間団体・県民が協働した観光地づくりが進 図る。

展した。

また、プロジェクトで開催した「神話博し

まね」や他機関と連携した「出雲大社展」に

は予想を超える来場者があるなど、全国から

の関心も高まっている。平成25年には、「出

雲大社平成の大遷宮」などの効果により多く

の人が島根を訪れており、今後もこの流れが

続いていくようにしなければならない。

一方で、観光客数の動向を見ると、出雲部

に集中しており、この成果を石見部、隠岐へ

波及させることが課題となっている。

ついては、引き続きこのプロジェクトで得

ら れ た 成 果 を 継 続 ・ 発 展 さ せ て い く と と も

に、観光市場の変化に的確に対応しながら、

地域資源を生かした本県観光の更なる魅力ア

ップや情報発信などにより、県内全域への観

光誘客の拡大に努められたい。

２ （公財）しまね農業振興公社

（所管課：農業経営課、農畜産振興課、農地整備

課）

⑴ 団体

【意見】

① 農地中間管理事業への適切な対応について ① 農地中間管理事業への適切な対応について

国においては、農業競争力強化を進めるた 公社は、平成26年３月20日付けで農地中間

め、米の生産調整の見直しなど農業政策の大 管理機構の指定を受け、平成26年４月より組

転 換 を 進 め つ つ あ り 、 こ の 政 策 の 一 環 と し 織体制の整備を図り、農地中間管理事業を開

て、農地中間管理事業の推進に関する法律を 始したところである。

制定し、都道府県ごとに農地中間管理機構を 同事業については、県と連携して市町村と

設置し、小規模な農地や分散している農地を 意見交換を行っているが、その結果、今後も

集めて、意欲ある農業者（農家や企業）に貸 業務量の大幅な増加が見込まれることから、

し出す仲介役を担わせる制度が創設された。 引 き 続 き 公 社 の 組 織 体 制 の 強 化 ・ 整 備 に努

この機構については、各都道府県知事が農 め、より一層、県及び関係機関と連携し、事

地中間管理事業を公平かつ適正に行うことが 業に取り組んでいく。

できる一般財団法人又は一般社団法人を、そ

の申請により一つ指定することとされ、島根

県においては、この機構の指定先として県内

唯一の農地保有合理化法人であるしまね農業

振興公社が想定されているとのことである。
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ついては、この機構の指定は、業務量の大

幅な増加等しまね農業振興公社の運営に大き

な 影 響 を 及 ぼ す こ と が 予 想 さ れ る と こ ろ か

ら、国の動向を注視しつつ、団体の組織体制

の整備など適切な対応に努められたい。

② 石央農用地の有効活用等について ② 石央農用地の有効活用等について

石央農用地については、一部（新開団地） 浜田市は、石央農用地（元谷団地）を拠点

が浜田市に売却されるとともに、一部貸付け 農業施設として整備を行うため、同用地の買

が行われ耕作されているものの、未利用の状 い受け意向を示されており、県と連携して浜

況で公社が草刈りや巡回等の管理を行ってい 田市への売却に向けた協議、調整を行ってい

る。 く。

こうした中、浜田市において、今後期待さ

れる新規就農や認定農業者の規模拡大等を図

るため、新開団地と同様の拠点農業団地とし

て整備を行う計画が検討されている。

ついては、関係機関と連携し、石央農用地

の 有 効 活 用 等 に 向 け て 積 極 的 に 関 わ ら れ た

い。

③ 中海干拓農地の売渡し等促進について ③ 中海干拓農地の売渡し等促進について

中海干拓農地の売渡し促進に当たっては、 引き続き中海干拓農地の早期完売に向け関

農地価格を据え置くとともに、入植促進農地 係機関と連携し、東京、大阪等で実施されて

貸 付 事 業 （ 取 得 前 提 リ ー ス ・ 長 期 貸 付 リ ー いる新規就農相談会への情報提供を行うとと

ス）における貸付料の減額や農地等取得支援 もに、農業参入を目指す企業へも干拓農地と

事業（農地取得貸付金等の各種融資）におけ 各種支援制度のＰＲを積極的に行う。

る融資限度額の引き上げ等により、認定農業 ま た 、 中 海 干 拓 農 地 が 有 効 活 用 で き る よ

者、農業生産法人、Ｉターン等の新規就農希 う、認定農業者はもとより県内外の農業生産

望者及び農業参入を目指す企業などに対する 法人以外の法人も対象となる入植促進農地貸

働きかけを強化してきた。 付事業についても、ＰＲ活動をより一層強化

こうした促進策により、平成24年度には していく。

農業参入企業への長期貸付が増加し、公社管

理農地は大幅に減少したものの、平成24年度

末現在の未売渡し農地は37.7ha（取得前提貸

付農地3.1haを除く。）であり、引き続きそ

の売渡しに取り組んでいく必要がある。

ついては、今後とも関係機関と連携し、新

規就農希望者等に各種支援制度のＰＲを積極

的に行うとともに、都会地での新規就農相談

会への参加等により中海干拓農地の売渡しに

努められたい。

また、公社管理農地の減少は、土地改良
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賦課金や草刈り等の維持管理経費の縮減につ

ながるものであることから、入植促進農地貸

付事業のＰＲ活動をより一層強化され、中海

干拓農地の有効利用にも取り組まれたい。

⑵ 所管課

【意見】

① 農地中間管理事業への適切な対応について ① 農地中間管理事業への適切な対応について

団体に対する意見で述べたように、農地中 （農業経営課）

間管理機構の指定に当たっては、指定先の運 農地中間管理事業については、平成26年３

営に大きな影響を及ぼすことが想定されると 月20日付けで公益財団法人しまね農業振興公

ころであり、国の動向を注視しつつ、業務が 社を農地中間管理機構として指定をしたとこ

円滑に実施されるよう、指定先との連携を密 ろであるが、指定先である公社では、平成26

にして適切な対応を行われたい。 年度より嘱託職員を増員し、現在業務にあた

っているところである。

本格的な農地の権利移動は本年秋以降とな

るため、業務が円滑に実施されるよう今後も

引き続き公社とは連携を密に行い、状況把握

に努め、適切に対応していく。

② 石央農用地の有効活用等について ② 石央農用地の有効活用等について

団体に対する意見で述べたように、石央農 （農畜産振興課）

用地の有効活用等については、農業振興や県 浜田市において元谷団地（石央農用地）を

の財政負担の軽減にもつながるものであり、 取得する意向を表明されたことを受けて、浜

団体と一体となって有効活用等が進むよう積 田 市 及 び し ま ね 農 業 振 興 公 社 と 連 携 し なが

極的に取り組まれたい。 ら、今年度中に浜田市へ売却し、浜田市にお

ける拠点農業団地として整備し、有効活用で

きるよう支援する。

③ 中海干拓農地の売渡し等促進について ③ 中海干拓農地の売渡し等促進について

団体に対する意見で述べたように、中海干 （農地整備課）

拓農地の売渡し等については、農業振興や県 平成24年度から平成28年度を売渡集中期間

の財政負担の軽減にもつながるものであり、 に設定して売渡しと貸付けを推進している。

団 体 と 一 体 と な っ て 積 極 的 に 取 り 組 ま れ た 未売渡地はしまね農業振興公社の管理とな

い。 ることから、県の財政負担を伴う当該地の維

持管理経費の縮減に向け、同公社と連携して

長期貸付を重点的に推進しているところであ

る。

なお、売渡し等にあたっては、新たな担い

手の参入を誘導するとともに、既に入植して

いる担い手が規模拡大を図ることができるよ

う販路拡大対策等にも関係機関が一体となっ
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て取り組む。

３ （公財）ふるさとしまね定住財団

（所管課：しまね暮らし推進課）

⑴ 団体

【意見】

① 定住対策の促進について ① 定住対策の促進について

ふるさと島根定住財団は、若者を中心とし 現在、取り組んでいる既存事業について

た県内就職支援、県外からのＵＩターンの促 も、課題等を一つ一つ洗い出し、島根県への

進、活力と魅力ある地域づくりの促進の３つ 定住を考える方々にとって利用しやすい制度

を柱として様々な活動を展開し、定住対策に になるよう、引き続き努力していく。

取り組んできている。

若者の県内就職支援についてみると、「ジ

ョブカフェしまね」による個別カウンセリン

グを通じた就職決定者は年々増加を続けてお

り、また、県内外に進学した学生に対して島

根県の企業情報や就職活動に関する情報を提

供し、県内での就職を促進する「しまね学生

登録制度」の新規登録者数は、平成24年度に

大幅に増加している。

また、平成25年度に、島根県にＵＩターン

したい人を対象として東京、大阪及び広島で

開催した「しまねＵＩターンフェア」は、各

会場とも過去 高の来場者となった。

このことは、地方移住への関心の高まりと

して受け止めることができるし、「ＵＩター

ンしまね産業体験事業」など財団が取り組ん

できた活動の成果として評価できる。

一 方 、 本 県 人 口 は 減 少 に 歯 止 め が か か ら

ず、平成25年10月１日現在の推計人口は、前

年同月より4,837人減少して702,237人とな

り、70万人を切ることも間近な状況となって

きた。

ついては、これまでの成果を踏まえ、引き

続き県内就職者やＵＩターン者の増加につな

がるよう着実に取り組まれたい。

４ 公立大学法人島根県立大学

（所管課：総務部総務課）

⑴ 団体

【意見】

① 大学の施設開放の促進について ① 大学の施設開放の促進について

大学では、「公立大学法人島根県立大学不 公立大学法人島根県立大学において島根県
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動産等貸付要領」において、主に１か月未満 立大学出雲キャンパス施設開放要領を定め、

の短期使用を目的として施設開放ができるこ 平成26年４月１日より施行している。

ととし、開放を行う施設等については、「島

根県立大学講堂等開放要領」等を定めている

が、開放施設は、浜田キャンパス及び松江キ

ャンパス内の一部施設にとどまっている。

ついては、地域に開かれた大学づくりを進

める観点から、出雲キャンパス内の施設の開

放の検討を行うなど、開放施設の拡大に努め

られたい。

５ （一財）島根県建築住宅センター

（所管課：建築住宅課）

⑴ 所管課

【意見】

① 今後の住宅リフォーム助成事業のあり方等 ① 今後の住宅リフォーム助成事業のあり方等

について について

「しまね長寿の住まいリフォーム助成事業 バリアフリー助成については、高齢者がよ

費補助金」は、高齢化社会に対応した住まい り安全・安心に暮らせるよう、助成内容の充

の性能を確保し、安全で安心して生活できる 実等に今後も取り組んでいく。

良質な住環境を整備するため、既存住宅をバ また、耐震改修事業については、改修実績

リアフリー改修又は部分的耐震改修する者に が少ないことから、平成26年度から助成を取

対して費用助成を行うものである。 りやめたところであり、今後は、引き続き市

高齢化の進む県内においては、不慮の家庭 町村とも連携を図りながら高齢者の住む住宅

内事故による死亡者が増加傾向にあり、住ま の耐震化をどう進めるのか検討していく。

いの安全対策は急務であるが、バリアフリー

改修については、助成制度が浸透したことも

あり、事業実績は年々増加しており、平成25

年度も要望が多い。

また、木造住宅の耐震化率は、古い家が多

いこともあり、平成20年度65％で全国 低と

なっている。耐震改修については、設計・施

工業者の意識不足を解消するために、平成24

年度補正で耐震改修を促進するための普及啓

発事業を追加実施しているが、なかなか進ま

ない状況にある。

ついては、これまでの事業実績や効果を検

証するとともに、県民ニーズや関係団体の意

見なども十分踏まえ、今後の事業のあり方等

について検討されたい。

６ 萩・石見空港利用拡大促進協議会

（所管課：交通対策課）
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⑴ 団体

【意見】

① 萩・石見空港の利用促進について ① 萩・石見空港の利用促進について

新幹線や高速道路など他の高速交通ネット 萩・石見空港利用拡大促進協議会では、平

ワークの整備が遅れている県西部地域にとっ 成25年度において東京線の２便化、大阪線の

て、航空路線の維持は、観光をはじめとする 定期便運航再開に向け、運賃助成、団体や個

産業の振興や人口定住など地域の活性化にと 人向け旅行商品造成への支援、交流事業の

って重要な課題である。 促進、情報発信など利用促進を積極的に取り

平成23年からは大阪路線が夏季期間限定運 組んだ結果、利用者数は前年対比で東京線が

航となり、大阪路線の定期運航化と東京路線 112.4％、大阪線が111.2％と好調な伸びを見

の複便化に向けて航空会社等と利用促進に取 せた。

り組んでいる。 また、東京線においては国の募集した羽田

こうした中、国土交通省が羽田空港国内線 発着枠政策コンテストに採択され、地元の悲

発着枠の配分で募集した政策コンテストに応 願であった増便が実現し、平成26年３月30日

募し、１往復分が配分されたことから、平成 から２年間の限定ではあるが、１日２便の運

26年３月からは念願であった東京路線の２往 航が始まった。

復便化が実現することとなった。 平成26年度においては、当初、圏域住民へ

地元にとっては、観光振興等で大きな効果 の周知不足等から搭乗率が低迷していたが、

が期待できるが、２年間の期限付きであり、 運賃助成制度や早期予約の格安な運賃情報な

将来に向かって複便運航が継続されるよう、 どを徹底して周知するとともに、首都圏発の

引き続き利用促進に取り組まれたい。 団体客・個人客向け旅行商品の造成支援を行

うなどにより、徐々にではあるが、利用者数

は増加し、搭乗率も上昇傾向にある。

今後も、島根県、航空会社（ＡＮＡ）と連

携しながら利用促進や情報発信に取り組むこ

とにより、更なる利用者数の増加を図り、３

年目以降の２便運航が継続されるよう取り組

んでいく。

平成24年度 平成25年度

東京線 利用者数 66,172人 74,384人

搭 乗 率 54.2％ 61.1％

大阪線 利用者数 4,533人 5,039人

搭 乗 率 61.3％ 66.8％

注）大阪線の運航期間は、平成24年度・25

年度とも７月 13日から８月 31日まで（ 50日

間）

⑵ 所管課

【意見】

① 萩・石見空港の利用促進について ① 萩・石見空港の利用促進について

団体に対する意見で述べたように、東京路 県では、２便化が実現した東京線の運航継
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線複便運航の維持等を図るため、団体の利用 続のため、萩・石見空港利用拡大促進協議会

促進対策への支援、県関係部局や地元と連携 が行う団体旅行客の誘致や地元圏域からの利

した観光振興、地域振興等による需要創出対 用拡大などの利用促進事業への支援を行って

策などに積極的に取り組まれたい。 いる。

また、観光振興課においても観光面での誘

客対策として、個人観光客の誘致や石見地域

の魅力づくりに重点的に取り組んでいる。

さらに、平成26年度においては、航空会社

（ＡＮＡ）、協議会（事務局：益田市）、県

（交通対策課・観光振興課）による「東京路

線利用促進連絡会議」を定期的に開催し、利

用促進策の進捗管理や効果検証、対応策の検

討を行い、タイムリーかつ的確な対策を行う

ことで、更なる利用者増に努める。

７ 隠岐空港利用促進協議会

（所管課：交通対策課、観光振興課）

⑴ 団体

【改善等を要する事項】

① 補助金の管理執行が適切でなかったものに

ついて

島根県空港利用促進事業費補助金の事業の

一 部 に つ い て 、 隠 岐 観 光 協 会 と 共 同 で 実 施

し、その実施主体となった同協会に対し、事

業費総額の一部を負担金として支出している

が、負担金の積算根拠が示されていないなど

証 拠 書 類 記 載 内 容 の 不 備 や 確 認 漏 れ が あ っ

た。

【意見】

① 補助金の適切な管理執行について ① 補助金の適切な管理執行について

改善等を要する事項にもあるように、島根 隠岐観光協会と共同で実施する事業につい

県空港利用促進事業費補助金の管理執行につ て、あらかじめ同協会から負担金の積算根拠

いて適切に行われていなかった。 の提出を受け、その内容が適切であるか確認

ついては、今後は補助金の適切な管理、執 を行う。

行に努められたい。 事業の執行段階では執行状況について随時

確認を行う。

事業完了後には完了報告書の提出を受け、

負担金の充当内容について確認を行う。

② 隠岐空港の利用促進について ② 隠岐空港の利用促進について

隠岐空港利用促進協議会は、生活路線とし 出雲便については、生活路線であることか

て島民の利便性向上と観光を主とした対策の らアウトの利用者の利便性を図る（レンタカ
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実施により離島航空路線の維持・確保に努め ー利用支援ほか）とともに、９月以降の観光

ている。また、東京羽田直行便を目指した大 客利用促進を図るために、キャンペーン（プ

阪夏季ジェット便の運行継続を図るため、安 レゼント企画）の実施や、冬季に広島、岡山

定した利用実績の確保を図っている。 などからの利用促進を図るためのツアー等を

平成24年度の搭乗率は、夏季ジェット便で 設定する。

77.4％（目標搭乗率 80％）、隠岐伊丹便で 大阪便については、冬季（12月～２月）の

64.4％（目標搭乗率 60％）、隠岐出雲便で 機材が平成23年から74人乗りとなり、観光客

56.1％（目標搭乗率60％）で一定の成果を上 誘客を中心に利用促進に取り組み、平成23年

げている。 度は900名余り、平成24年度は1200名弱、平

引き続き観光振興施策と連携した取組を効 成25年度は1300名余りと観光客の利用が確実

果的に展開し、安定的な利用の確保に努めら に増えている。また、同時にアウト対策も実

れたい。 施しており、平成25年度の冬期間の利用は大

幅にアップしており、出雲大社遷宮効果によ

り夏までの利用者が減少した部分を回復し、

ほぼ前年並みの搭乗者となっている。

冬季については、出雲便も含めて利用者が

増えており、今後も交流人口の拡大を図ると

ともに、平成26年度も運航が決定した夏季ジ

ェット便と併せ、年間を通じた誘客、誘致活

動に取り組み、羽田直行便実現に向けて実績

を積み上げていく。

⑵ 所管課

【改善等を要する事項】

① 補助金交付事務が適切でなかったものにつ

いて

交通対策課においては、隠岐空港利用促進

協 議 会 に お け る 補 助 事 業 の 実 施 状 況 に つ い

て、現地への出張等の際に証拠書類で確認す

るなどの進捗管理を行っていたとして、事業

終了後の実績報告に関する確認については提

出書類審査によって行い、補助金額を確定し

ていた。

しかしながら、島根県空港利用促進事業費

補助金事業の一部について隠岐観光協会と共

同実施した事業への負担金の積算根拠につい

て適切に把握されていないなど、関係諸帳簿

の確認が適切に行われておらず、実績報告に

おける補助金対象事業費の算定内容や補助金

の積算根拠の確認が不十分であることが判明

した。
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【意見】

① 補助金交付事務の適切な執行について ① 補助金交付事務の適切な執行について

改善等を要する事項にあるように、現地調 執行状況に関する資料について、四半期毎

査 に よ り 進 捗 管 理 を 行 っ た と し て い る も の に隠岐空港利用促進協議会から提出を求め、

の、その際の証拠書類等の確認が不十分で、 それを確認した上で現地へ出向き、関係帳簿

補助金対象事業費の算定内容や補助金の積算 等証拠書類を精査し、進捗管理を行うことと

根拠の確認が適切に行われていなかった。 する。

ついては、補助金の実績報告の内容につい 事業完了後は現地調査を実施し、実施状況

て、関係帳簿等証拠書類の精査、確認を適切 の把握と実施結果の確認を適切に行う。

に行うとともに、隠岐空港利用促進協議会に また、隠岐空港利用促進協議会に対し、補

対し、補助制度の適切な執行について指導さ 助対象事業の範囲、執行基準等について具体

れたい。 的に示し、補助事業が適切に執行されるよう

指導していく。

② 隠岐空港の利用促進について ② 隠岐空港の利用促進について

団体に対する意見で述べたように、安定的 平成 25年度の搭乗率は、夏季ジェット便

な利用の確保を図るため、引き続き観光振興 72.1％（目標80％）、隠岐―伊丹便63.2％

施策と連携し、取り組まれたい。 （目標 65％）、隠岐―出雲便 59.6％（目標

60％）という実績となった。

今後も「隠岐世界ジオパーク」や「冬季観

光客誘客」対策など、関係機関と連携し諸施

策に取り組んでいく。

８ 21世紀出雲空港整備利用促進協議会

（所管課：交通対策課）

⑴ 団体

【意見】

① 出雲空港の利用促進について ① 出雲空港の利用促進について

21世紀出雲空港整備利用促進協議会では、 平成25年度の出雲空港は、冬季の利用促進

これまで利用者が減少する冬期の空港利用に 策等の効果もあり過去 高の84万人を上回る

つながる旅行商品の造成など観光振興とセッ 利用者数を記録した。

トした利用促進対策や、航空運賃の低廉化に 今後もこの観光需要を維持するため、島根

向けた要望活動等に取り組んできた。 県と情報共有を行い、島根県の観光施策と連

平成25年度に入って、平成の大遷宮をはじ 携した効果的な利用促進を図る。

めとする観光需要の高まりにより利用者数が また、航空運賃の低廉化についても島根県

伸びてきたところであるが、今後は、遷宮効 と一緒に引き続き航空会社へ働きかけを行っ

果が終了した後の観光需要の減少、また、米 ていく。

子空港に就航した格安航空便の影響が懸念さ

れるところである。

ついては、観光振興とセットした利用促進

対策や航空運賃の低廉化に引き続き取り組ま

れたい。
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⑵ 所管課

【意見】

① 出雲空港の利用促進について ① 出雲空港の利用促進について

団体に対する意見で述べたように、観光振 平成25年度の出雲空港は、冬季の利用促進

興とセットした利用促進対策や、航空運賃の 策等の効果もあり過去 高の84万人を上回る

低廉化に引き続き取り組まれたい。 利用者数を記録した。

今後もこの観光需要を維持するため、観光

振興課、21世紀出雲空港整備促進協議会と情

報共有・連携を行い、効果的な利用促進を図

る。

また、航空運賃の低廉化についても、21世

紀出雲空港整備促進協議会と一緒に引き続き

航空会社へ働きかけを行っていく。

９ 石見観光振興協議会

（所管課：観光振興課）

⑴ 団体

【意見】

① 石見地域の観光振興について ① 石見地域の観光振興について

石見観光振興協議会においては、「なつか 当協議会は、石見広域観光の推進母体とし

しの国 石見」をキャッチフレーズに「石見 て、全域の情報発信や観光商品づくり、石見

神楽」を核とした広域観光を推進しており、 神 楽 ブ ラ ン ド の 確 立 に 向 け た 振 興 事 業 など

平成24年度は「石見の夜神楽」毎日公演や神 に、官民一体となって取り組んでいる。

社における昼食付神楽上演、宿泊客を対象と 石見地域の観光情報発信や地域ならではの

した出張上演などの取組を行い、県内外での 観光商品づくりに当たっては、継続した取組

公演では石見地域外に石見神楽ファンを拡大 みが重要であることから、観光客の増加に向

した。 けて、県、市町、観光関係団体の連携を一層

また、石見の食材を活用した新ご当地めし 強化していく。

「神楽めし」キャンペーンや「柿本人麻呂ゆ

か り の 地 石 見 」 で 万 葉 恋 歌 を モ チ ー フ に

「石見で縁を深める」取組、世界遺産「石見

銀山遺跡」での「歩く観光」の推進など、地

域資源を活用した取組も進められているとこ

ろである。

ついては、石見神楽ブランドの確立に向け

た取組等、引き続き進めるとともに、各地域

にある観光素材の新たな発掘と観光商品とし

ての磨き上げに、県と地元がより一層連携し

て取り組まれたい。

10 神話の国縁結び観光協会

（所管課：観光振興課）

⑴ 団体
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【意見】

① 県の施策と連携した取組について ① 県の施策と連携した取組について

神話の国縁結び観光協会は、設立以来、島 平成25年は、出雲大社の平成の大遷宮の影

根県東部の官民が一体となり、「縁結び」を 響もあり、圏域内には前年を大きく上回る観

テーマに首都圏をターゲットとした情報発信 光 客 が 訪 れ た 。 こ の 勢 い を 維 持 し て い くた

や広域観光商品の企画を進めてきた。このよ め、平成28年まで続く大遷宮や縁結びスポッ

うな取組の成果は、縁結びスポットへの女性 トの一層の情報発信に努めるとともに、新た

を中心とした観光客の入り込み数の増加など な観光素材の創出や、旅行会社への商品造成

に見られるところであるが、今後、圏域内の の 働 き か け な ど に よ り 、 若 い 世 代 だ け でな

観光客の入り込みを増やすためには、閑散期 く、シニア層の誘客にも取り組んでいく。

である冬季の誘客対策が不可欠である。 冬季を中心とした閑散期対策としては、温

ついては、平成25年春の尾道松江線開通を 泉や食を生かしたイベントの開催や情報発信

契機とした山陽、四国、九州地域における情 により誘客強化を図っていく。

報発信の強化や幅広い世代に向けた誘客対策 また、平成26年度中には尾道松江線が全線

など、「神々の国しまね」プロジェクトに続 開通することから、利便性の向上する九州・

いて県が平成25年度から展開している「ご縁 四国への誘客活動に重点的に取り組む。

の国しまね」キャンペーンと連携し、取り組 実施に当たっては、構成市や県ともよく連

まれたい。 携し、誘客効果を高めていく。

11 隠岐観光協会

（所管課：観光振興課）

⑴ 団体

【意見】

① 隠岐観光協会のあり方について ① 隠岐観光協会のあり方について

隠岐地域においては、これまでも地域の観 平成24年度から検討していた当協会のあり

光資源や特色を活かした取組が行われてきた 方については、平成26年３月の隠岐観光協会

が、近年、隠岐への観光客の入り込み数は減 臨時総会において、以下のとおり方針をまと

少傾向にある。 めた。

平成24年度は島根県が「古事記編纂千三百 ⑴ 当協会の活動については、観光消費額の

年」をキーワードに県内各地で観光客誘致の 増加を図っていくための具体策として、マ

取組を行い、隠岐においては隠岐ジオパーク ーケティング活動を実践し、市場動向に合

世界認定に向けた各種イベントが開催された わせた広報宣伝、誘客対策を実施する。ま

が、隠岐汽船乗降客のうち観光を目的とする た、観光に関する様々なサービスの品質向

者の数は82,367人で、平成21年度の97,608人 上を図り、観光客の満足度を向上させて、

から約15,000人の減となった。 リピート客につなげるよう取り組む。

このため、観光商品の内容や受入体制など そのために、協会内に本部、支部（各島

観光振興の考え方や手法について、隠岐観光 観光協会）、観光事業者からなる営業戦略

協会の新たな取組が求められるところである 会議を設置し、企画の立案や評価などを実

が、取組体制や運営方法、財源の確保等の課 施していく。

題があり、隠岐観光協会のあり方について平 ⑵ 当協会の推進体制については、世界ジオ

成24年度から検討が続けられている。 パーク認定を契機とした観光振興を図るた

ついては、隠岐ジオパーク世界認定を契機 め、平成26年度から島根県隠岐支庁に事務

とした新たな観光振興の推進を図るため、隠 所を移転し、県民局観光振興課、隠岐世界
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岐観光協会のあり方について早急に結論をと ジオパーク推進協議会との連携体制を強化

りまとめ、取り組まれたい。 する。

また、現状の事務局体制（５名）に見合

った事務処理の効率化や事業内容を精査す

るとともに、県民局観光振興課、支部との

役割分担を明確にして、効率的かつ効果的

な事業実施ができるよう改める。

当面、隠岐観光協会の法人化は行わず、

公 共 サ ー ビ ス を 中 心 と し た 事 業 展 開 を 行

う。

12 （公財）しまね文化振興財団

（所管課：文化国際課、文化財課）

⑴ 所管課

【意見】

① 八雲立つ風土記の丘の指定管理について ① 八雲立つ風土記の丘の指定管理について

八 雲 立 つ 風 土 記 の 丘 の 指 定 管 理 に つ い て （文化財課）

は、入館料収入にメリットシステムが導入さ 平成27年度から始まる次期指定管理期間に

れており、平成24年度の入館料収入は目標額 おいて、指定管理者の努力が反映されること

の73％にとどまったため、指定管理料の減額 か ら メ リ ッ ト シ ス テ ム は 継 続 す る こ と とし

変更（20万円余）が行われていた。 た。

平成23年度に監査を実施した際にも意見を なお、公募条件における収入目標額の設定

述べたところであるが、収入目標額が企画展 にあたっては、直近の過去３年間の入館料収

入館料が引き下げられる以前の収入実績を勘 入平均を勘案し、現状に即したものとした。

案して設定されており、現状では目標達成が

相当困難なものになっている。

平成27年度に指定管理が更新される予定で

あるが、小中高校生の入館料が完全に無料化

されている現在、メリットシステムについて

は、その継続の必要性を含めて検討を行われ

たい。

※メリットシステムとは

指定管理業者の努力によって入館者の増、

使用料の増収が可能な施設を対象に、各年度

において収入目標額を10％上回った（下回っ

た）場合は、その増（減）収分の１／２につ

いて当年度の指定管理料を増（減）するもの

である。

島根県監査委員公表第７号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定に基づき、島根県知事及び島根県公安委員会委員長から平
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成25年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置について通知があったので、同項の規定により次のとおり公表する。

平成26年10月24日

島根県監査委員 藤 間 恵 一

同 平 谷 昭

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇

平成25年度 包括外部監査結果報告書における指摘事項・意見について

１ 包括外部監査の特定事件

県使用固定資産（賃借不動産を含む）の管理・活用方法について

２ 包括外部監査の結果に基づく措置等

次のとおり
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平 成 25年 度 包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 「 監 査 意 見 」 に 係 る 処 理 方 針 等

監 査 意 見 処 理 方 針 ・ 措 置 状 況

Ⅰ ． 県 が 賃 貸 す る 資 産

【 １ 】 ホ テ ル 宍 道 湖

〈 指 摘 事 項 〉

① 手 続 き 違 反 （ 形 式 違 反 ）

ⅰ 本 件 無 償 貸 与 根 拠 規 定 は 、 地 方 公 共 団 体 が 、 組 合 へ （ 人 事 課 ）

の 無 償 貸 付 を 義 務 と し て い る の で は な く 、 あ く ま で も 、 考 慮 す べ き 事 項 は 考 慮 し た う

地 方 公 共 団 体 が 、 「 組 合 の 運 営 に 必 要 な 範 囲 内 」 で あ え で 無 償 貸 与 を 行 っ て お り 手 続

り 、 か つ 、 組 合 に 県 有 財 産 を 貸 す こ と が 「 で き る 」 に 留 き 違 反 に は 当 た ら な い が 、 平 成

ま る 。 26年 度 の 貸 与 か ら 要 件 充 足 の 判

よ っ て 、 県 は 、 組 合 に 対 し て 、 無 償 貸 与 の 要 件 充 足 を 断 過 程 を よ り 詳 細 か つ 具 体 的 に

確 認 し た 上 で 、 県 有 財 産 を 無 償 貸 与 す る か 否 か に つ い て 記 載 す る よ う に し た 。

合 理 的 理 由 を も っ て 、 判 断 し な く て は な ら な い 。

ⅱ こ の 点 、 ホ テ ル 宍 道 湖 に 係 る 土 地 及 び 建 物 に つ い て

は 、 県 に お い て 、 昭 和 4 7年 及 び 5 0年 の 稟 議 に お い て 、 地

方 職 員 共 済 組 合 へ の 無 償 貸 与 が 承 認 さ れ て 以 降 、 少 な く

と も 平 成 2 0年 以 降 は 、 無 償 貸 与 の 要 件 を 具 体 的 に 検 討 し

た 記 述 は 無 か っ た 。 む し ろ 、 い ず れ も 、 「 地 方 職 員 共 済

組 合 が 当 該 土 地 及 び 建 物 を 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 第 112

条 第 １ 項 第 １ 号 の ２ に 規 定 す る 福 祉 施 設 の 用 に 供 す る た

め の 貸 付 け で あ る た め 無 償 貸 与 を 行 う 」 と い う 記 述 に と

ど ま っ て い る 。

ⅲ 以 上 よ り 、 県 が 、 地 方 職 員 共 済 組 合 島 根 県 支 部 に 対 し

て 無 償 貸 与 を 認 め た 判 断 過 程 に つ い て 、 要 件 審 査 が 具 体

的 に な さ れ て い た と 認 め る べ く 記 述 も 無 い 。

ⅳ こ の 点 、 少 な く と も 賃 貸 開 始 当 時 は 、 要 件 充 足 が 一 見

し て 明 ら か で あ り 、 賃 貸 当 時 は 、 書 面 上 に 記 録 が な さ れ

な か っ た と し て も や む を え な い 。

し か し 、 現 状 は 、 要 件 充 足 が 一 見 し て 明 ら か と ま で は

い か な い 。

そ こ で 、 仮 に 、 県 が 更 新 時 に お い て 要 件 充 足 が あ る と

適 正 に 判 断 し た 場 合 に も 、 そ れ を 記 録 し 、 県 民 に 対 し て

開 示 ・ 説 明 で き る よ う に 準 備 す る こ と が 必 要 で あ る 。

特 に 、 無 償 貸 与 で あ れ ば 、 適 正 手 続 き 、 行 政 に 対 す る

信 頼 感 を 担 保 す る た め に 特 に 、 必 要 で あ る 。

ⅴ よ っ て 、 要 件 充 足 の 判 断 を 行 っ た 具 体 的 な 記 録 が 無 い

点 に つ い て 、 手 続 き 違 反 が あ る 疑 い が あ る と 認 め ら れ

る 。

〈 意 見 〉

① 無 償 貸 与 要 件 違 反 （ 実 質 違 反 ）

ⅰ 資 産 稼 働 率 が 低 い こ と （ 人 事 課 ）
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本 施 設 の 宿 泊 室 の 稼 働 率 は 6 2 . 3％ （ １ 稼 働 日 当 た り の 各 共 済 組 合 は 、 他 組 合 員 等 が

地 方 職 員 共 済 組 合 員 の 宿 泊 室 の 利 用 率 は 、 24 . 2％ ） で あ 自 県 の 福 利 厚 生 施 設 を 利 用 す る

り 、 ま た 、 婚 礼 施 設 の 利 用 は 更 に 低 迷 し て い る 。 一 方 、 自 県 の 職 員 が 他 組 合 等 の

こ の 点 、 県 は 、 組 合 員 の 会 食 等 の 日 程 が 重 な り 宿 泊 予 施 設 を 利 用 す る と い う 相 互 利 用

約 が 集 中 す る 時 期 、 曜 日 に つ い て は 、 組 合 員 で ほ ぼ 満 室 に よ り 福 利 厚 生 事 業 の 効 果 を 高

と な り 、 予 約 を 受 け ら れ な い ケ ー ス も 多 く あ る か ら 、 現 め て い る 。

状 の 宿 泊 室 数 を 確 保 し て お く 必 要 が あ る と い う 。 よ っ て 、 福 利 厚 生 施 設 と し て

ま た 、 県 は 、 婚 礼 施 設 の 利 用 が Ｈ 2 4年 度 は 1 4組 あ り 、 の 目 的 を 果 た し て い る か ど う か

そ の 後 、 低 迷 し て い る も の の 「 ほ と ん ど 利 用 者 は い な は 、 本 県 職 員 だ け で な く 他 組 合

い 」 と ま で は 言 え な い し 、 ま た 、 婚 礼 施 設 も 一 定 程 度 の 員 等 も 含 め て 考 え る べ き で あ

利 用 が あ り 、 組 合 員 の 福 利 厚 生 に 役 だ っ て い な い と は い り 、 施 設 利 用 者 の 大 半 は 組 合 員

え な い と し て い る 。 及 び 相 互 利 用 の 他 組 合 員 で あ る

し か し 、 ま ず 、 宿 泊 室 数 に つ い て 、 繁 忙 期 に ほ ぼ 満 室 現 在 の 利 用 状 況 か ら 見 る と 無 償

に な る こ と が あ る か ら と 言 っ て 、 現 有 の 客 室 数 が 適 切 か 貸 与 等 の 要 件 を 満 た し て お り 、

の 決 定 的 理 由 に は な り え な い 。 行 政 裁 量 の 逸 脱 、 濫 用 に も 当 た

む し ろ 、 民 間 の 発 想 か ら は 、 宿 泊 室 の 適 正 な 稼 働 率 が ら な い 。

あ り 、 収 益 が 確 保 さ れ る か が 決 定 的 要 素 と な る と 思 わ れ ま た 、 必 要 な 修 繕 を 行 い 、 環

る 。 境 の 維 持 ・ 改 善 に 努 め て い る 。

更 に 、 婚 礼 が 年 間 1 4組 は 、 利 用 者 が ゼ ロ で は な い の は

事 実 で は あ る が 、 婚 礼 は 多 時 に は 年 間 400組 あ っ た と の

こ と で あ る か ら 、 激 減 で あ る 指 摘 は 免 れ な い 。

そ し て 、 地 方 公 共 団 体 の 財 産 は 、 そ の 所 有 の 目 的 に 応

じ て も 効 率 的 に 運 用 し な け れ ば な ら ず （ 地 方 財 政 法 ８

条 ） 、 普 通 財 産 は 、 主 と し て そ の 経 済 的 価 値 を 発 揮 す る

こ と で 間 接 的 に 行 政 に 貢 献 す る 財 産 で あ り 、 住 民 の 福 祉

が 基 本 と さ れ な け れ ば な ら な い （ 地 方 自 治 法 １ 条 ） と さ

れ て い る 。

よ っ て 、 現 状 の 利 用 率 か ら す る と 、 何 十 億 円 も の 施 設

の 半 分 近 く が 遊 ん で い る 状 態 で あ り 、 福 利 厚 生 施 設 で あ

る か ら と 言 っ て 、 そ れ を 正 当 化 す る 根 拠 に は 全 く な ら

ず 、 こ れ を 放 置 す る と 、 違 法 と な る 可 能 性 が 高 い 。

ⅱ 福 利 厚 生 施 設 の 利 用 者 に 占 め る 島 根 県 職 員 の 数 が 少 な

い こ と

福 利 厚 生 の 受 益 者 は 、 当 然 に 、 県 の 職 員 だ け で な く 、

他 県 の 職 員 も 入 る 。 さ ら に 、 「 相 互 利 用 制 度 」 に よ り 、

地 方 職 員 だ け で な く 、 市 町 村 職 員 、 公 立 学 校 職 員 、 警 察

職 員 、 国 家 公 務 員 も 利 用 可 能 で あ る 。

そ う す る と 、 宿 泊 利 用 者 の う ち 、 島 根 県 職 員 の 利 用 率

は 31 . 3％ 、 他 県 の 職 員 を 合 わ せ て 38 . 9％ と 、 地 方 職 員 共

済 組 合 員 の 利 用 率 は 高 く な い と 言 え る が 、 相 互 利 用 を す

る 人 数 を 含 め る と 、 宿 泊 部 門 に お い て は 、 ７ 割 以 上 が 、

地 方 職 員 組 合 が 認 め る 利 用 者 で あ る 。
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そ う だ と す る と 、 福 利 厚 生 施 設 と し て の 利 用 率 は 、 あ

る 程 度 あ る よ う に 見 え る 。

も っ と も 、 本 施 設 は 、 県 の 所 有 で あ り 、 島 根 県 民 の 資

産 で あ り 、 一 義 的 に は 、 県 職 員 の 福 利 厚 生 施 設 で あ る 。

ま た 、 職 員 組 合 が 、 相 互 利 用 制 度 に よ り 、 利 用 可 能 者 の

範 囲 を 拡 大 し て い た と し て も 、 県 が 直 接 関 与 す る も で は

な い 。

よ っ て 、 全 国 組 織 の 地 方 職 員 共 済 組 合 の 他 県 組 合 員 で

あ れ ば ま だ し も 、 県 が 直 接 的 に 福 利 厚 生 施 設 を 提 供 す る

義 務 の 無 い 者 の 使 用 が あ る （ 県 職 員 以 外 の 利 用 率 は 、 県

職 員 の 利 用 率 の 1.5倍 程 度 ） か ら と 言 っ て 、 県 の 福 利 厚 生

施 設 が 利 用 率 が 高 い と ま で は 言 い 切 れ な い 。 例 え ば 、 県

職 員 が 全 く 利 用 せ ず 、 東 京 都 職 員 だ け が 利 用 し て い る 場

合 、 そ の 施 設 は 、 県 の 福 利 厚 生 施 設 と し て 適 当 で あ る と

言 え る だ ろ う か 。

更 に 、 宴 会 部 門 に な る と 、 地 方 職 員 共 済 組 合 員 比 率 は

下 が る 。

し た が っ て 、 現 状 の 県 職 員 の 利 用 度 か ら す る と 、 県 の

福 利 厚 生 施 設 と し て 無 償 で 貸 与 す る 合 理 的 要 件 を 充 足 し

て い る と ま で は 容 易 に 結 論 し 難 い 。

ⅲ 無 償 貸 与 要 件 の 考 え 方

な お 、 県 は 、 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 第 112条 第 １ 項 第

１ 号 の ２ の 規 定 （ ホ テ ル 宍 道 湖 の 開 設 の 目 的 ） 、 地 方 公

務 員 法 第 4 2条 の 規 定 （ 福 利 厚 生 義 務 ） を 理 由 に 、 無 償 貸

与 の 要 件 は 、 自 動 的 に 満 た さ れ て い る と す る 。

し か し 、 そ れ は 、 県 が 、 無 償 で 貸 与 で き る 根 拠 （ 許 容

性 ） に し か 過 ぎ ず 、 そ れ で は 、 無 償 貸 与 の 合 理 的 理 由

（ 十 分 性 ） の 説 明 に は な ら な い 。

ⅳ 結 論

以 上 よ り 、 本 施 設 の 運 営 は 、 職 員 共 済 組 合 の 運 営 に 必

要 な 範 囲 を 超 え 、 仮 に 超 え て い な く て も 、 県 が 無 償 で 貸

与 す る 合 理 的 根 拠 が 無 い 可 能 性 が あ る 。

特 に 、 組 合 員 の 利 用 が 少 な い 結 婚 式 関 連 施 設 は 、 公 有

財 産 の 放 棄 に ほ か な ら ず 、 住 民 の 福 祉 を 置 き 去 り に す る

も の で あ っ て 、 地 方 自 治 法 の 趣 旨 、 目 的 に 反 し て い る 。

更 に 、 地 方 公 共 団 体 の 財 産 は 、 常 に 良 好 な 状 態 に お い

て こ れ を 管 理 し な け れ ば な ら な い と こ ろ （ 地 方 財 政 法 ７

条 ） 、 現 状 で は 、 組 合 員 の 利 用 率 低 迷 に よ る 経 営 へ の 負

担 か ら 、 営 業 継 続 に 必 要 小 限 度 の 修 繕 に 限 定 せ ざ る を

得 な い 状 況 と な っ て お り 、 地 方 財 政 法 ７ 条 に 違 反 す る お

そ れ も 生 じ て い る 。

し た が っ て 、 県 が 、 職 員 共 済 組 合 に 、 ホ テ ル 宍 道 湖 の
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建 物 土 地 等 を 、 無 償 で 貸 与 す る こ と は 、 違 法 で あ る 可 能

性 が あ る 。

ま た 、 仮 に 、 県 の 無 償 貸 与 が 組 合 員 の 福 祉 の 増 進 に 必

要 な 範 囲 内 か 否 か と い う 法 律 要 件 を 充 足 し て い た と し て

も 、 資 産 の 利 用 効 率 等 の 考 慮 す べ き 事 項 を 十 分 に 考 慮 し

て お ら ず 、 行 政 裁 量 の 逸 脱 ・ 濫 用 で あ り 、 不 当 と な る 可

能 性 が あ る 。

② 会 計 科 目 の 修 正

県 は 、 本 施 設 の 大 規 模 改 修 費 用 に つ い て 、 実 質 的 に 地 （ 人 事 課 ）

方 職 員 共 済 組 合 か ら 、 1.2億 円 の 借 入 れ を 行 な い 、 そ の 負 現 行 の 制 度 に よ る 賃 貸 借 契 約

債 残 高 を 、 「 確 定 賃 料 」 と し て バ ラ ン ス シ ー ト に 計 上 す に 基 づ き 支 出 し て い る も の で あ

る 一 方 、 不 動 産 投 資 資 金 制 度 に 基 づ き 賃 貸 借 契 約 を 締 結 り 、 公 会 計 上 は 賃 借 料 と し て 支

し て い る こ と か ら 、 毎 年 の 弁 済 は 、 「 賃 料 」 と し て 、 議 出 す る こ と が 妥 当 で あ る 。

会 の 議 決 を 経 て 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し 費 用 計 上 し て い

る 。

こ の 点 、 借 入 金 残 高 が 、 ど の よ う な 名 目 で あ れ 、 バ ラ

ン ス シ ー ト に 負 債 と し て 計 上 さ れ て い る の で あ れ ば 、 簿

外 処 理 は な い こ と か ら 、 問 題 は 無 い 。

し か し 、 毎 年 の 費 用 認 識 に つ い て 、 県 は 、 契 約 の 法 形

式 が 「 賃 貸 借 契 約 」 に な っ て い る か ら と し 、 賃 料 と し て

処 理 し て い る が 、 実 質 は 借 入 金 弁 済 で あ る 。

こ の 点 、 賃 料 は 、 必 要 経 費 と し て 認 識 さ れ 易 く 、 利 回

り が 多 少 高 く て も チ ェ ッ ク が 入 り 難 い 。 一 方 、 金 利 負 担

は 、 利 回 り が 高 け れ ば 、 す ぐ に 削 減 対 象 と な る 。

よ っ て 、 実 質 的 に 、 借 入 金 の 返 済 で あ れ ば 、 支 払 い 科

目 を 賃 料 と す る の は 誤 り で あ り 、 ま た 、 管 理 上 の 差 異 も

考 え 、 支 払 い 科 目 を 、 「 借 入 金 」 と す べ き で あ る 。

③ 施 設 の 維 持

県 は 、 施 設 の 必 要 な 修 繕 は 行 っ て い る か ら 、 建 物 が （ 人 事 課 ）

「 老 朽 化 の 一 途 を 辿 り 、 負 の ス パ イ ラ ル に 陥 っ て い く こ 引 き 続 き 必 要 な 修 繕 を 行 い 、

と 」 と は 言 え な い と す る 。 環 境 の 維 持 ・ 改 善 に 努 め る 。

し か し 、 現 認 す る 限 り 、 設 備 の 陳 腐 化 や 老 朽 化 が 進 行

し て い る 。

ま た 、 適 切 な 新 規 設 備 投 資 も せ ず に 、 一 般 顧 客 に 対 し

て 営 業 を 拡 大 し て い け る と い う 県 の 見 識 は 、 民 間 の 認 識

と は か け 離 れ て お り 、 と り え な い 。

よ っ て 、 県 は 、 ホ テ ル 宍 道 湖 を 従 前 の 通 り 維 持 す る と

の 判 断 を 行 う の で あ れ ば 、 適 切 な 投 資 も 行 う べ き で あ

る 。

④ 資 産 の 有 効 活 用 の 可 能 性 の 検 討

県 は 、 地 方 職 員 共 済 組 合 の 組 合 員 の 福 祉 増 進 目 的 の た （ 人 事 課 ）

め 、 一 定 数 の 宿 泊 施 設 確 保 は 必 要 で あ る 。 ま ず は 、 組 合 員 及 び 他 組 合 員
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そ う だ と す る と 、 本 施 設 に お い て 、 「 必 要 な 範 囲 」 を に 対 す る よ り 一 層 の 利 用 促 進 活

超 え た 客 室 の 取 り 扱 い が 問 題 で あ る 。 動 に 取 り 組 ん で い く 。

こ の 点 ま ず 、 必 要 な 範 囲 を 超 え た 客 室 ・ そ の 他 の 施 設

が 、 一 般 の 利 用 者 向 け 営 業 が 出 来 れ ば 、 営 利 目 的 施 設 と

し て 、 県 と し て は 有 償 で 賃 貸 す れ ば 良 い だ け で あ る 。

し か し 、 ホ テ ル 宍 道 湖 に お い て は 、 一 般 の 利 用 者 へ の

提 供 は 、 松 江 旅 館 ホ テ ル 組 合 と の 協 定 に よ り 制 約 さ れ て

い る た め 、 結 論 的 に は 、 オ ー ル ・ オ ア ・ ナ ッ シ ン グ の 判

断 を せ ざ る を 得 な い と 思 わ れ る 。

こ の 点 、 県 は 、 旅 館 組 合 と の 協 定 に よ り 、 ホ テ ル 宍 道

湖 か ら 一 般 利 用 客 に 対 す る 積 極 的 な 営 業 活 動 は 制 限 さ れ

て い る が 、 平 成 25年 の 出 雲 大 社 遷 宮 効 果 に よ る 県 外 観 光

客 の 増 加 対 応 な ど 、 一 定 の 条 件 を 満 た す 場 合 は 一 般 利 用

客 の 宿 泊 に つ い て 旅 館 組 合 の 承 認 を 得 て お り 、 一 般 利 用

客 が 全 く 利 用 出 来 な い わ け で は な い こ と 、 ホ テ ル 全 体 の

稼 働 率 を 上 げ て い く 取 組 み を 行 っ て い る こ と 、 か ら 、

「 オ ー ル ・ オ ア ・ ナ ッ シ ン グ 」 と の 意 見 は 受 け 入 れ ら れ

な い と す る 。

し か し 、 現 状 の 制 約 条 件 の 下 で は 、 い く ら 改 善 努 力 を

し て も 利 用 状 況 が 抜 本 的 に 改 善 さ れ る 見 通 し が 現 実 的 に

立 た な い 。

さ ら に 、 こ れ だ け の 資 産 を 放 置 す る こ と は 、 県 民 感 情

と し て 許 さ れ な い 。

よ っ て 、 オ ー ル が 無 い の で あ れ ば 、 ナ ッ シ ン グ を 検 討

せ ざ る を 得 な い 。 す な わ ち 、 民 間 へ の 売 却 と 、 別 途 、

「 必 要 範 囲 内 」 で の 宿 泊 施 設 確 保 で あ る 。

し た が っ て 、 本 施 設 に つ い て は 、 残 す か 、 廃 止 ・ 売 却

す る か に つ い て 、 短 時 間 の う ち に 具 体 的 な 検 討 を す る こ

と を 要 請 す る 。

【 ２ 】 元 隠 岐 空 港 敷 地

〈 意 見 〉

① 資 産 効 率 の 改 善

本 施 設 は 、 高 額 の 資 産 で は あ る 。 （ 港 湾 空 港 課 ）

も っ と も 場 所 柄 、 活 用 可 能 性 は 乏 し い 。 し た が っ て 、 地 元 の 意 見 を 聞 き な が ら 、 効

県 が 、 本 施 設 を 、 無 償 貸 与 す る の も や む を 得 な い と 思 わ 率 的 な 利 用 策 を 検 討 す る 。

れ る 。 な お 、 平 成 26年 ４ 月 に 隠 岐 の

ま た 、 本 施 設 の よ う に 、 土 地 で あ れ ば 、 減 価 償 却 が 不 島 町 か ら 協 議 が あ り 、 無 償 貸 付

要 な た め 、 費 用 と し て の 認 識 が さ れ 難 く 、 コ ス ト が 意 識 し て い る 旧 隠 岐 空 港 跡 地 の 一 部

さ れ 難 い 。 を メ ガ ソ ー ラ ー 事 業 用 地 と し て

し か し 、 現 実 問 題 と し て 、 旧 隠 岐 空 港 の 隠 岐 の 島 町 へ 有 償 貸 付 を 行 う こ と と し た 。

の 無 償 貸 付 に よ り 、 県 は 年 間 500万 円 程 度 要 し て い た 除 草

費 用 の 負 担 を 免 れ る と し て も 、 旧 隠 岐 空 港 の 資 産 価 値 が
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約 71億 円 で あ る こ と か ら 、 差 引 で も 、 年 間 1.4億 円 の 行 政

コ ス ト が か か っ て い る 事 実 は 、 打 ち 消 せ な い 。

そ し て 、 こ の コ ス ト は 純 然 た る 「 空 地 の 保 有 コ ス ト 」

で あ り 、 対 応 す る 行 政 目 的 は 、 特 別 に 存 在 し な い 。

よ っ て 、 本 施 設 を こ の ま ま に し て お く こ と は 、 県 民 に

と っ て 、 不 芳 な 資 産 活 用 方 法 と 言 え 、 県 に お い て は 、 早

急 に よ り 効 率 的 な 利 用 策 を 検 討 す べ き で あ る 。

② 県 の 売 却 体 制

以 下 は 、 本 施 設 の 売 却 手 続 き に つ い て の み 述 べ る も の （ 管 財 課 ）

で は な い が 、 監 査 上 、 明 ら か に な っ た の で 述 べ る 。 平 成 26年 ４ 月 か ら 、 新 た に 管

ⅰ 県 の 資 産 売 却 方 法 の 変 更 財 課 に 財 産 活 用 推 進 室 を 設 置

県 で は 、 平 成 1 7年 度 ま で 、 普 通 財 産 の 売 却 は 、 用 途 廃 し 、 県 有 財 産 を 一 元 的 に 管 理

止 前 の 旧 所 管 部 が そ の ま ま 管 理 し て 、 売 却 す る こ と に な し 、 施 設 の 長 寿 命 化 や 未 利 用 財

っ て い た 。 産 の 売 却 促 進 な ど 、 財 産 の 有 効

も っ と も 、 所 管 部 の 主 た る 業 務 で は な く 、 ま た 専 門 知 活 用 を 推 進 す る こ と と し た 。

識 に も か け て い る こ と か ら 、 売 却 が あ ま り 進 展 し な か っ ま た 、 平 成 26年 ４ 月 に 今 後 の

た 。 財 産 有 効 活 用 の 指 針 と な る 「 島

そ の た め 、 平 成 1 8年 度 か ら 、 県 は 、 所 管 を 旧 所 管 部 で 根 県 県 有 財 産 利 活 用 方 針 」 を 策

は な く 、 管 財 課 に 集 中 さ せ 、 管 財 課 で 売 却 交 渉 を 進 め る 定 し 、 「 県 有 財 産 有 効 活 用 推 進

こ と と し た 。 委 員 会 」 を 中 心 と す る 全 庁 的 な

そ の 結 果 と し て 、 平 成 1 7年 度 末 に は 、 2 8億 円 あ っ た 売 推 進 体 制 の も と 、 財 産 活 用 推 進

却 予 定 の 普 通 財 産 が 、 平 成 2 2年 度 末 に は 、 １ ／ ４ の ９ 億 室 に お け る 一 元 的 な 未 利 用 財 産

円 近 く ま で 圧 縮 さ れ て い る 。 売 却 な ど 、 県 有 財 産 の 有 効 活 用

ⅱ ま と め に 取 り 組 む こ と と し て い る 。

公 用 廃 止 し た 財 産 を 、 旧 所 管 部 が 継 続 し て 所 管 し 、 処

分 を 検 討 す る よ う な 場 合 、 所 管 部 の 主 た る ミ ッ シ ョ ン で

は な い こ と 、 売 却 の ノ ウ ハ ウ が 欠 如 し て い る こ と か ら 、

処 分 が 進 展 し な い 可 能 性 が 高 い 。

よ っ て 、 県 が 、 売 却 予 定 資 産 を 、 管 財 課 に 管 理 ・ 交 渉

を 集 中 さ せ た こ と は 、 処 分 の 進 展 を 促 進 し 、 財 産 の 減 耗

・ 損 失 を 小 化 す る も の で あ り 、 非 常 に 良 か っ た と 考 え

る 。

今 後 も 、 所 管 等 に つ い て 、 ノ ウ ハ ウ の あ る 専 門 部 署 が

担 当 す る 等 、 機 動 的 な 、 管 理 体 制 の 構 築 を 要 請 す る 。

【 ４ 】 東 部 運 転 免 許 セ ン タ ー 内 の 賃 貸 土 地 ・ 建 物

〈 指 摘 事 項 〉

① 営 利 目 的 で の 賃 貸 料 の 修 正

行 政 財 産 の 賃 料 は 、 行 政 財 産 の 使 用 料 に 関 す る 条 例 に （ 管 財 課 、 警 察 本 部 ）

基 づ き 、 評 価 額 の ３ ％ な い し ６ ％ を 乗 じ た 金 額 が 基 礎 と 自 動 販 売 機 の 設 置 に つ い て 、

な る 。 そ し て 、 減 免 も 、 同 条 例 に 基 づ き 規 定 さ れ る 。 従 来 の 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 許

そ う す る と 、 賃 料 設 定 は 、 条 例 上 の 規 定 通 り で あ る 。 可 か ら 一 般 貸 付 へ の 変 更 及 び 一

し か し 、 行 政 財 産 で も 、 営 利 目 的 の 賃 貸 の 場 合 は 、 市 般 競 争 入 札 の 導 入 を 検 討 し て い
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場 実 勢 化 が 可 能 で あ る と こ ろ 、 例 え ば 、 原 価 販 売 で は な る 。

く 、 定 価 で ジ ュ ー ス 等 の 販 売 を 行 う 自 動 販 売 機 等 を 設 置

し た 場 合 に お い て は 、 営 利 目 的 と な る 場 合 も あ ろ う 。 特

に 、 不 特 定 多 数 が 来 場 す る 施 設 等 に お い て は 、 非 常 に 利

益 の あ が る 自 動 販 売 機 も あ ろ う 。

こ れ は 、 た ま た ま 本 施 設 に お い て の 指 摘 で は あ る が 、

本 来 、 全 て の 行 政 施 設 に 適 用 さ れ る こ と で あ る 。

よ っ て 、 県 は 、 全 施 設 に つ い て 、 使 用 団 体 の 目 的 、 使

用 態 様 を 検 討 の 上 、 営 利 目 的 で あ る か の 判 定 を 行 い 、 営

利 目 的 使 用 の 場 合 は 、 市 場 実 勢 の 賃 料 を 把 握 の 上 、 適 正

化 す べ き で あ る 。

な お 、 職 員 向 け 駐 車 場 に つ い て は 、 前 述 の と お り 、 土

地 価 格 の ３ ％ が 使 用 料 と な る こ と か ら 、 市 場 実 勢 に か か

わ ら ず 、 上 記 の 使 用 料 は 、 違 法 ・ 不 当 と は い え な い 。

【 ５ 】 東 京 の 職 員 宿 舎

〈 意 見 〉

① 高 級 地 化 し た 宿 舎 の 土 地 価 値 （ 含 み 益 ） の 利 用

ⅰ 県 と す る と 、 東 京 で の 低 コ ス ト の 宿 舎 を 、 十 分 な 数 確 （ 管 財 課 ）

保 す る こ と は 重 要 な 課 題 で あ る 。 ま た 、 現 状 、 借 り 上 げ 県 有 宿 舎 17戸 だ け で は 不 足 し

宿 舎 が 11戸 あ り 、 年 間 1 0百 万 円 の 資 金 負 担 が 発 生 し て い て い る 状 況 に あ り 、 平 成 26年 度

る 。 で は ９ 戸 の 民 間 住 宅 を 借 り 上 げ

一 方 、 既 存 の 宿 舎 の 所 在 地 は 、 高 級 住 宅 地 化 し て お て 対 応 し て い る 。 一 方 で 、 県 有

り 、 購 入 当 時 と 比 較 す る と 、 土 地 の 価 格 が 高 騰 し て い る 宿 舎 は 老 朽 化 （ 建 築 後 2 6 ～ 4 2

の は 明 ら か で あ る 。 年 ） し 、 ま た 、 建 て 替 え や 増 設

そ こ で 、 既 存 の 高 価 値 の 土 地 を 収 益 化 す る こ と で 、 借 上 は 財 政 状 況 等 に よ り 困 難 と 考 え

げ 宿 舎 費 用 の 圧 縮 と 同 時 に 、 職 員 の 住 環 境 を 改 善 出 来 な て お り 、 今 後 、 借 り 上 げ 宿 舎 へ

い か 検 討 す べ き で あ る 。 の 移 行 を 含 め 検 討 を 進 め る 。

ⅱ ま ず 、 東 京 の 土 地 の 資 産 価 値 を 考 え る 。

東 山 の 宿 舎 の 土 地 は 、 面 積 は 21 7平 方 メ ー ト ル と 広 く は

な い が 、 単 価 が 高 く 、 1.2億 円 の 評 価 で あ る 。 そ こ に １ 軒

２ 戸 で あ る か ら 、 7 0 0 0 万 円 ／ 戸 と な る 。 そ し て 、 土 地

柄 、 商 業 地 化 が 進 む 中 、 １ 戸 建 て の 住 宅 は 、 非 常 に 贅 沢

で あ る 。

ⅲ 次 に 、 用 賀 の 土 地 は 、 建 築 当 時 は 、 田 園 都 市 線 の 延

長 、 漫 画 「 サ ザ エ さ ん 」 の 舞 台 、 桜 新 町 の 隣 と し て 、 の

ど か な 住 宅 地 で あ っ た 。 し か し 、 渋 谷 へ 直 通 で ５ 駅 と の

立 地 の 良 さ 、 半 蔵 門 線 の 延 長 も あ り 、 近 年 ,高 級 住 宅 地 と

し て マ ン シ ョ ン 化 が 進 ん で い る 。 925平 方 メ ー ト ル の 広 さ

も あ り 、 資 産 価 値 は ５ 億 円 あ る 。 13戸 あ る か ら 、 38 0 0万

円 ／ 戸 と な る 。

目 白 宿 舎 は 、 老 朽 化 が 進 ん で お り 、 土 地 面 積 も 11 3平 方

メ ー ト ル し か な い が 、 池 袋 へ 徒 歩 圏 で あ り 、 土 地 だ け で
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も 45百 万 円 の 評 価 が あ る 。 2250万 円 ／ 戸 で あ る 。

し た が っ て 、 土 地 の 資 産 額 は 、 合 計 6. 7億 円 （ 39 0 0万 円

／ 戸 )あ る こ と に な る 。

更 に 、 立 地 柄 、 換 金 性 の 非 常 に 高 い 資 産 で あ る 。

ⅳ 次 に 、 代 替 宿 舎 と し て 、 新 築 マ ン シ ョ ン 相 場 を み る 。

既 存 の 宿 舎 が あ る 目 黒 区 、 世 田 谷 区 、 豊 島 区 は 、 高 級

地 化 が 進 み 、 マ ン シ ョ ン 価 格 も 高 い 。

市 区 郡 名 1LDK- 2 LD K 2 L D K- 3D K

目 黒 区 3,593 4 , 9 69

世 田 谷 区 2,587 4 , 0 56

豊 島 区 2,392 3 , 7 26

（ 賃 貸 ・ 不 動 産 情 報 サ イ ト ア ッ ト ホ ー ム の Ｈ Ｐ か ら )

一 方 、 そ れ 以 外 の 2 3区 内 の マ ン シ ョ ン 価 格 は 、 下 記 の

と お り で あ り 、 ２ Ｌ Ｄ Ｋ － ３ Ｄ Ｋ の 平 均 価 格 は 、 27 1 6万

円 で あ る 。

市 区 郡 名 1LDK- 2 LD K 2 L D K- 3D K

江 東 区 2,817 3 , 4 04

杉 並 区 2,386 3 , 2 33

中 野 区 2,162 3 , 2 21

荒 川 区 2,204 2 , 8 11

練 馬 区 1,914 2 , 7 29

北 区 2,118 2 , 7 16

江 戸 川 区 1,872 2 , 6 43

板 橋 区 1,818 2 , 4 73

葛 飾 区 1,426 2 , 0 11

足 立 区 1,333 1 , 9 17

平 均 2,005 2 , 7 16

（ 賃 貸 ・ 不 動 産 情 報 サ イ ト ア ッ ト ホ ー ム の Ｈ Ｐ か ら )

ⅴ 県 は 、 既 存 の 資 産 価 値 を 利 用 し て 、 質 と 同 時 に 量 の 確

保 を は か る べ き と の 観 点 か ら は 、 下 記 が 考 え う る 。

具 体 的 に は 、 例 え ば 、 既 存 の 土 地 を 売 却 し て 、 新 築 マ

ン シ ョ ン を 購 入 す る 。 そ う す れ ば 、 ま ず 、 老 朽 化 が 進 ん

だ 、 目 白 、 用 賀 の 宿 舎 を 無 償 で 更 新 で き る 。

た だ し 、 仮 に 、 既 存 の 所 有 地 を 全 部 売 却 し て 、 新 築 マ

ン シ ョ ン を 購 入 し て も 、 目 黒 、 世 田 谷 、 豊 島 区 に お い て

は 、 既 存 と 同 じ 戸 数 し か 買 え な い 。

し か し 、 仮 に 、 江 東 区 等 の 「 庶 民 的 」 な 地 区 に 、 平 均

価 格 で あ る 2 7 1 6万 円 で 、 マ ン シ ョ ン 購 入 し た 場 合 、 24戸

が 購 入 出 来 る こ と か ら 、 既 往 よ り 、 ７ 戸 増 や す こ と が 出

来 る 。

更 に 、 一 番 安 い 、 足 立 区 、 葛 飾 区 で 、 2 0 0 0万 円 で 、 マ

ン シ ョ ン 購 入 し た 場 合 、 3 3戸 が 購 入 で き る こ と か ら 、 現
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状 よ り 16戸 増 や せ 、 借 り 上 げ 宿 舎 は 解 消 で き る 。

ⅵ よ っ て 、 東 京 の 宿 舎 地 に つ い て は 、 含 み 益 を 眠 ら せ る

こ と な く 、 利 用 し て 、 質 と 量 を 同 時 確 保 す べ き で あ る 。

② 東 京 地 区 で の 宿 舎 （ 不 動 産 所 有 ） の 必 要 性

ⅰ 県 民 の 声 に 対 す る 回 答 か ら す る と 、 東 京 地 区 に お い て （ 管 財 課 ）

は 、 宿 舎 保 有 の 必 然 性 は 無 い 。 同 上

即 ち 、 東 京 地 区 で は 、 住 居 供 給 等 に 不 足 は な い こ と か

ら 、 住 宅 を 探 す た め の 期 間 が 短 く て も 、 そ れ ほ ど 障 害 が

あ る と は 思 わ れ な い 。 特 に 、 東 京 地 区 で は 、 家 具 付 き の

短 期 滞 在 マ ン シ ョ ン も 充 実 し て い る こ と か ら 、 選 択 肢 に

困 る こ と は 無 い 。

ⅱ ま た 、 宿 舎 を 廃 止 す る と 、 後 年 の 経 費 負 担 が 発 生 す る

が 、 一 時 的 に は 、 6.7億 円 の 現 金 が 入 っ て く る 。

ⅲ さ ら に 、 民 間 企 業 で は 、 資 産 経 営 か ら 「 持 た ざ る 経

営 」 に 移 行 す る 過 程 で 、 福 利 厚 生 と し て の 住 居 に 関 し て

は 、 社 有 の 「 社 宅 」 の 提 供 を 行 う よ り 、 従 業 員 に 居 住 を

自 由 に 選 択 さ せ 、 金 銭 的 サ ポ ー ト の み を 提 供 す る ス タ イ

ル に 移 行 し て い る 。

ⅳ よ っ て 、 東 京 の 宿 舎 に つ い て は 、 県 の 資 金 繰 り 等 を 総

合 的 に 勘 案 の 上 、 場 合 に よ っ て は 廃 止 し 、 全 戸 借 り 上 げ

に 切 り 替 え る こ と も 検 討 す べ き で あ る 。

Ⅱ ． 県 が 賃 借 す る 資 産

【 １ 】 島 根 イ ン 青 山

〈 指 摘 事 項 〉

① 収 支 把 握 の 正 確 性 を 期 す こ と

ⅰ 県 は 、 島 根 イ ン 青 山 が 所 在 す る 県 有 地 の 再 開 発 事 業 （ 人 事 課 ）

は 、 当 施 設 の 設 置 を 前 提 と し て 島 根 県 、 （ 独 ） 都 市 再 生 島 根 イ ン 青 山 の 設 置 を 前 提 と

機 構 及 び （ 株 ） 新 都 市 ラ イ フ の 共 同 事 業 と し て 実 施 さ れ し て 島 根 県 、 （ 独 ） 都 市 再 生 機

た も の で あ り 、 土 地 の 運 用 収 支 と 当 施 設 の 運 用 収 支 を 合 構 及 び （ 株 ） 新 都 市 ラ イ フ の 共

算 し て 把 握 す べ き で あ り 、 収 支 は プ ラ ス と な っ て い る と 同 事 業 に よ り 県 有 地 の 再 開 発 が

説 明 す る 。 行 わ れ た 結 果 、 土 地 賃 貸 収 入 が

ⅱ し か し 、 当 初 の 計 画 が 当 施 設 の 設 置 を 前 提 と し て な さ 得 ら れ る よ う に な っ た も の で あ

れ た も の で あ る と し て も 、 契 約 上 は 、 「 底 地 の 賃 貸 契 り 、 同 事 業 の 評 価 は 、 土 地 賃 貸

約 」 と 「 島 根 イ ン 青 山 の 賃 借 契 約 」 で あ り 、 独 立 し た も 収 支 と 島 根 イ ン 青 山 の 運 営 収 支

の で あ る 。 を 合 算 し て 判 断 す べ き で あ る 。

そ う す る と 、 底 地 の 賃 貸 ま た は 事 務 所 の 賃 借 の 片 方 を

解 約 す る こ と も 、 法 律 的 に は 可 能 で あ る こ と か ら 、 個 別

に 収 支 を 把 握 し た 上 で 、 評 価 を 行 う 方 が 妥 当 で あ る 。

ⅲ 個 別 の 収 支 評 価

そ こ で 、 土 地 運 用 益 と 島 根 イ ン 青 山 の 運 営 収 支 を 振 り

分 け る と 下 記 の 通 り と な る 。

青 山 の 土 地 単 体 の 賃 貸 収 支
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平 成 22年 度 平 成 23年 度 平 成 24年 度

収 入 (土 地 代 ) 295, 3 5 0 2 9 5 , 35 0 2 9 5, 3 5 0

費 用 0 0 0

収 支 295,3 5 0 2 9 5 , 35 0 2 9 5, 3 5 0

島 根 イ ン 青 山 単 体 の 運 営 収 支

平 成 22年 度 平 成 23年 度 平 成 24年 度

収 入 39,06 0 3 8 , 82 8 3 8 , 84 0

( 管 理 運 営 委

託 納 付 金 )

業 務 委 託 料 0 0 0

テ ナ ン ト 料 200,0 0 7 2 0 0 , 00 7 2 0 0, 0 0 7

そ の 他 17,12 9 2, 2 5 0 4 8 , 39 3

収 支 ▲ 178 ,0 7 6 ▲ 163, 4 2 9 ▲ 209, 5 6 0

以 上 よ り 、 土 地 賃 貸 事 業 は 年 間 ３ 億 円 の 黒 字 で あ る の に

対 し 、 ホ テ ル 事 業 で あ る 島 根 イ ン 青 山 は 単 体 は 年 間 １ 億

数 千 万 円 か ら ２ 億 円 の 赤 字 で あ る 。

② 県 が ホ テ ル 事 業 を 行 う 必 要 性

島 根 イ ン 青 山 の 行 政 目 的 で あ る 「 島 根 県 民 が 東 京 都 内 （ 人 事 課 ）

で 安 心 し て 宿 泊 で き る 宿 泊 施 設 の 提 供 」 は 、 「 島 根 会 廃 止 に よ る コ ス ト 低 減 の メ リ

館 」 設 立 当 時 は 正 当 で あ っ た と 思 わ れ る 。 ッ ト と 県 民 サ ー ビ ス 及 び 県 の Ｐ

し か し 、 現 在 、 上 質 か つ 安 価 な ホ テ ル サ ー ビ ス が 提 供 Ｒ 効 果 の 低 下 の デ メ リ ッ ト を 比

さ れ 、 県 民 が 簡 単 に 利 用 で き る こ と か ら 、 行 政 目 的 は 、 較 衡 量 し 、 賃 借 契 約 満 了 時 （ 平

既 に 消 滅 し て い る か 非 常 に 乏 し い も の と な っ て い る と 思 成 34年 ） に お け る 島 根 イ ン 青 山

わ れ る 。 ま た 、 県 観 光 ・ 物 産 の 推 奨 も 、 に ほ ん ば し 島 根 の あ り 方 を 検 討 す る 。

館 が そ の 主 た る 役 割 を 担 っ て い る 。

よ っ て 、 当 施 設 に つ い て は 、 ホ テ ル 事 業 と し て の 行 政

目 的 は す で に 存 続 し て お ら ず 、 当 施 設 は 、 廃 止 を 検 討 す

べ き で あ る 。

③ 過 大 な 行 政 コ ス ト

① に よ る と 、 ホ テ ル 運 営 単 体 で み る と し 、 総 額 ２ 億 円 （ 人 事 課 ）

の 赤 字 で あ り 、 行 政 目 的 で あ る 県 民 の 宿 泊 に 換 算 す る 同 上

と 、 県 民 一 泊 当 た り の 行 政 費 用 が 4.4万 円 で あ る 。

こ れ は 、 明 ら か に 過 大 で あ る 。 そ し て 、 宿 泊 場 所 提 供

以 外 に 行 政 目 的 が あ る と し て も 、 こ の 費 用 を 正 当 化 で き

る だ け の も の が あ る と は 思 わ れ な い 。

よ っ て 、 行 政 目 的 実 現 の た め の 行 政 コ ス ト は 不 相 当 で

あ り 、 当 施 設 は 、 廃 止 を 検 討 す べ き で あ る 。

な お 、 廃 止 等 の 時 期 に つ い て は 、 契 約 期 間 も あ る こ と

か ら 、 違 約 金 等 の 発 生 を 回 避 、 費 用 極 小 化 を 狙 い 、 平 成

34年 の 契 約 更 新 時 を 目 途 に 、 準 備 を 開 始 す べ き で あ る 。

〈 意 見 〉

① 底 地 の 賃 貸
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ⅰ 簿 価 （ 人 事 課 ）

資 産 名 称 住 所 金 額 数 量 現 状 で は 維 持 が 適 当 で あ る 。

(千 円 ) (㎡ )

東 京 南 青 山 東 京 都 渋 谷 区 東 四 町 目 1,414 , 9 3 4 1 , 3 2 0

県 有 地 東 京 都 港 区 南 青 山 1,915 , 5 6 7 1 , 4 8 2

合 計 3,330 , 5 0 1 2 , 8 0 2

ⅱ 時 価 （ 平 成 2 5年 度 の 土 地 公 示 価 格 に 基 づ く 時 価 相 当

額 ）

地 積 （ 2,863㎡ ） × 公 示 価 格 （ 1,270千 円 ／ ㎡ ） ÷ 0.8

＝ 45億 4500万 円

ⅲ 賃 貸 契 約

賃 貸 人 島 根 県

賃 借 人 （ 独 ） 都 市 再 生 機 構 及 び （ 株 ） 新 都 市 ラ イ フ

契 約 日 昭 和 62年 ９ 月 １ 日

期 間 35年 間 （ 平 成 34年 ８ 月 31日 ま で ）

特 約 更 新 １ 回 可 能 、 長 70 年

賃 料 295,3 50 千 円 ／ 年 間

特 約 土 地 の 返 還 に つ い て は 、 契 約 期 間 が 満 了 し 新 た

な 契 約 を 締 結 し な い 時 、 あ る い は 、 住 宅 ・ 都 市

整 備 公 団 及 び 都 市 再 開 発 （ 株 ） が 契 約 事 項 に 定

め る 義 務 を 履 行 し な い 時 、 の い ず れ か に よ り 契

約 解 除 を し た 時 の み 、 建 物 そ の 他 の 地 上 物 件 を

撤 去 の 上 、 県 に 返 還 さ れ る 。

ⅳ 賃 貸 の 運 用 評 価

賃 貸 料 ／ 年 295,35 0千 円

簿 価 運 用 利 回 り 8.86％

時 価 運 用 利 回 り 6.50％

よ っ て 、 本 件 土 地 の 時 価 運 用 利 回 り は 6. 5％ あ り 、 良 好

と 言 え る こ と も あ り 、 維 持 が 賢 明 で あ る と 考 え る 。

② 底 地 の 売 却 の 可 能 性 に つ い て

も っ と も 、 県 は 、 今 後 、 資 金 繰 り も 苦 し く な る 見 込 み （ 人 事 課 ）

で あ る か ら 、 現 金 化 で き る 資 産 に つ い て は 、 そ の 可 能 性 現 金 化 に よ る 資 産 運 用 が 土 地

を 追 求 す べ き で あ る 。 賃 貸 に よ る 資 産 運 用 よ り も 有 利

こ の 点 、 契 約 期 間 が 、 賃 貸 借 契 約 満 了 日 （ 平 成 3 4年 ９ と な る 場 合 は 、 賃 貸 契 約 満 了 時

月 ） ま で あ り 、 そ れ ま で は 、 現 状 通 り と せ ざ る を 得 な （ 平 成 34年 ） に お い て 、 現 金 化

い 。 も っ と も 、 ア ベ ノ ミ ク ス に よ り 経 済 の 好 転 が 見 込 ま に よ る 資 産 運 用 を 行 う こ と も 含

れ て い る こ と と 、 2 0 2 0年 の オ リ ン ピ ッ ク 決 定 に よ り 建 設 め て 検 討 す る 。

ラ ッ シ ュ が 起 き て お り 、 土 地 価 格 の 上 昇 が 期 待 さ れ る た

め 、 売 却 価 格 に つ い て は 、 適 宜 、 確 認 が 必 要 で あ る 。

つ い て は 、 東 京 事 務 所 等 に お い て 、 島 根 イ ン 青 山 の 底

地 の 処 分 に つ い て 、 適 宜 、 土 地 価 格 、 買 い 手 動 向 等 の 市

場 情 報 の 収 集 等 を 積 極 的 に 行 う べ き で あ る 。
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【 ２ 】 に ほ ん ば し 島 根 館

〈 指 摘 事 項 〉

① 坪 あ た り 賃 料 水 準 の 情 報 収 集 に つ い て

県 か ら 他 店 舗 の 情 報 が 提 供 さ れ 、 そ れ に よ る と 坪 単 価 （ し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 ）

と し て は 、 他 の 比 較 感 か ら は 高 く は な く 、 妥 当 で あ る よ 不 動 産 取 引 の 動 向 や 賃 貸 料 水

う に 思 え る 。 準 に 関 し て 情 報 収 集 を 行 う こ と

も っ と も 、 場 所 柄 、 賃 料 が 相 対 的 に 決 定 さ れ る こ と 、 と し た 。

情 報 が 広 く 開 示 さ れ る こ と は な い こ と か ら 、 県 は 、 適

宜 、 賃 料 水 準 の 情 報 を 得 て お く べ き で あ る 。

② 総 面 積 の 見 直 し ・ 削 減

ⅰ 各 部 門 の 広 さ か ら 、 管 理 会 計 的 に 、 負 担 す べ き 部 門 別 （ し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 ）

賃 料 を 計 算 す る 。 事 務 所 ス ペ ー ス な ど の 必 要 性

部 門 広 さ 家 賃 ／ 月 に つ い て は 、 次 の ③ の と お り 。

店 舗 部 分 (展 示 ス ペ ー ス を 197.4㎡ 329万 円 な お 、 借 受 け 不 動 産 の 施 設 形

含 む ) 状 と し て 、 部 分 借 り は 出 来 な い

飲 食 部 門 62.5㎡ 95万 円 転 貸 に て 実 の で 総 面 積 の 削 減 は 出 来 な い 。

質 負 担 無 し

観 光 案 内 ス ペ ー ス 31.7㎡ 53万 円

Ｕ Ｉ タ ー ン 相 談 室 ス ペ ー 11.8㎡ 20万 円 153万 円

ス

事 務 室 等 ス ペ ー ス 48.2㎡ 80万 円

そ の 他 45.8㎡ 76万 円

合 計 397.5㎡ 652万 円

ⅱ 広 さ の 見 直 し （ 削 減 ） に つ い て

本 施 設 に お い て は 、 路 面 店 舗 で あ る 必 要 が な い 事 務 所

ス ペ ー ス 、 Ｕ Ｉ タ ー ン の ス ペ ー ス 、 観 光 案 内 ス ペ ー ス

（ 全 体 の 23％ 家 賃 相 当 1 5 3万 円 ／ 月 ＝ 年 額 18 3 6万 円 ） が

置 か れ て い る こ と も あ り 、 他 県 よ り 、 大 き な ス ペ ー ス を

使 用 し て い る 。

行 政 目 的 実 現 の た め 、 一 等 地 に 路 面 店 が 必 要 で あ る と

し て も 、 ま ず 、 使 用 総 面 積 に つ い て は 、 必 要 低 限 に と

ど め る べ き で あ る 。

よ っ て 、 総 面 積 の 見 直 し （ 削 減 ） の 可 能 性 の 検 討 を 、

開 始 す べ き で あ る 。

③ 面 積 バ ラ ン ス の 見 直 し

県 は 、 平 成 22 年 に リ ニ ュ ー ア ル を 行 い 、 事 務 室 ス ペ ー （ し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 ）

ス は 8 0㎡ か ら 4 8㎡ に 縮 小 し て い る と の こ と で あ る が 、 他 に ほ ん ば し 島 根 館 は 、 平 成 15

県 で は 、 Ｕ Ｉ ス ペ ー ス 等 を 、 賃 料 の 安 い 東 京 事 務 所 等 に 年 11月 に 首 都 圏 に お け る 島 根 県

移 転 さ せ た り し て い る こ と か ら 、 削 減 の 余 地 は ま だ あ る の 物 産 展 示 ・ 販 売 、 観 光 案 内 、

と 思 わ れ る 。 Ｕ Ｉ タ ー ン 相 談 、 飲 食 な ど の 総

ま た 、 他 県 で も 、 銀 座 等 の 一 等 地 に 同 様 な 店 舗 を 構 え 合 的 な 情 報 発 信 機 能 を 強 化 す る

る 例 が 多 い が 、 １ 階 と ２ 階 の 複 合 店 舗 （ １ 階 の 面 積 は 少 こ と を 目 的 に 設 置 し 、 民 間 ア ド
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な く し て 、 家 賃 の 安 い ２ 階 に 主 た る 店 舗 を 構 え る ） の 例 バ イ ザ ー を 含 め た 平 成 21年 度 の

も あ る 。 あ り 方 検 討 会 で の 検 証 を 経 て 、

よ っ て 、 県 は 、 総 面 積 を 維 持 す る 、 維 持 せ ざ る を 得 な 現 在 の レ イ ア ウ ト を 決 定 し 各 振

い 場 合 も 、 面 積 の 利 用 バ ラ ン ス を 見 直 し 、 そ こ に あ る 必 興 事 業 の 戦 略 や 取 組 み を 展 開 し

要 の な い 事 務 所 部 分 を 減 ら し 、 路 面 に あ る 必 要 性 の 高 い て い る 。

店 舗 部 分 に 、 坪 単 価 ５ 万 円 の 賃 借 部 分 を 重 点 配 分 す べ こ う し た 中 で 、 あ ら た め て 各

き 、 要 は 面 積 を 拡 大 す べ き で あ る 。 部 門 の 面 積 に つ い て 、 関 係 課 と

も そ の 利 用 実 態 や 館 内 の 形 状 、

周 辺 の 外 的 環 境 要 因 な ど を 踏 ま

え 検 討 し た と こ ろ 、 現 状 の レ イ

ア ウ ト は 、 総 合 的 な 情 報 発 信 機

能 を 限 ら れ た 面 積 の 中 で 効 果 的

に 実 施 し て い く 上 で は 、 適 当 な

状 況 で あ る と 判 断 し た 。

た だ し 、 今 後 と も 引 き 続 き 、

関 係 課 が 費 用 対 効 果 を 意 識 し た

う え で 事 業 推 進 し て い く た め に

も 、 各 部 門 に か か る 管 理 経 費 等

を 明 確 に し な が ら 、 取 組 み 実 績

や そ の 効 果 を 定 期 的 に 検 証 す る

た め の 関 係 課 連 絡 会 議 （ 観 光 振

興 課 、 し ま ね 暮 ら し 推 進 課 、 し

ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 、 に ほ ん ば

し 島 根 館 ） を 引 続 き 実 施 し て い

く 。

ま た 、 事 務 所 部 分 は 、 各 部 門

の 運 営 と 密 接 に か か わ る 機 能 を

持 っ て お り 、 別 の 場 所 へ 移 転 す

る こ と は 出 来 な い 。 現 在 、 同 ビ

ル 上 階 で は 、 ス ペ ー ス を 確 保 で

き な い 状 況 に あ り 、 ま た 、 追 加

の 高 額 負 担 が 発 生 す る 点 を 鑑 み

削 減 は 困 難 で あ る 。

④ 更 新 時 の 家 賃 交 渉

県 は 、 賃 貸 借 契 約 締 結 後 、 市 場 の 変 化 に 関 わ ら ず 、 同 （ し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 ）

一 額 で 毎 年 、 契 約 を 更 新 し て い る 。 平 成 15年 （ 当 初 契 約 ） 以 降 の

こ の 点 、 １ 年 契 約 で も あ り 、 契 約 更 新 時 に は 、 県 は 、 賃 料 水 準 ・ 家 賃 動 向 を 調 査 し た

家 賃 動 向 を 調 査 し た 上 で 、 家 賃 が 下 落 時 に は 、 そ の ま ま と こ ろ 、 平 成 25年 に は 対 平 成 15

高 止 ま り し な い よ う 家 賃 交 渉 す べ き で あ る 。 年 比 で 約 10％ の 上 昇 で あ る も の

の 、 平 成 16年 及 び 平 成 17年 に は

若 干 下 落 し て い た こ と が 分 か っ

た 。
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ご 指 摘 の と お り 毎 年 の 契 約 更

新 時 に こ う し た 状 況 を 把 握 し 必

要 に 応 じ て 家 賃 交 渉 す る こ と は

費 用 削 減 の 観 点 か ら 必 要 で あ

る 。

市 場 動 向 に 加 え 、 今 年 ３ 月 下

旬 に は 隣 接 す る 複 合 ビ ル が オ ー

プ ン し た こ と に 伴 い 、 日 本 橋 一

帯 の 集 客 力 が 著 し く 高 ま り 、 商

業 用 施 設 の 立 地 条 件 と し て は 好

転 し て い る 環 境 に あ る 。 今 後

は 、 建 物 自 体 の 経 年 経 過 に よ る

物 件 価 値 の 下 落 率 も 含 め 総 合 的

に 勘 案 し 、 必 要 に 応 じ て 家 賃 交

渉 を 行 う 。

〈 意 見 〉

① 高 額 の 行 政 コ ス ト に 見 合 う 成 果 を 出 す こ と （ し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 ）

行 政 コ ス ト と し て 年 間 １ 億 3 3 0 0万 円 の 負 担 が あ る が 、 総 合 的 な 情 報 発 信 拠 点 と し

本 施 設 は 、 三 越 百 貨 店 前 の 一 等 地 で あ り 、 場 所 柄 、 一 定 て 、 よ り 効 果 的 な 事 業 展 開 を 実

の 効 果 が 期 待 で き る 。 施 し て い く こ と を 目 的 に 、 今 年

よ っ て 、 多 大 な 費 用 に 見 合 う 効 果 と し て 、 島 根 県 の 認 度 か ら 月 １ 回 の 全 体 運 営 会 議 を

知 度 ア ッ プ 、 県 産 品 宣 伝 等 に つ き 、 よ り 一 層 の 努 力 を 要 実 施 し て い る 。 会 議 の 構 成 は 、

請 す る 。 県 か ら 館 長 ・ 観 光 振 興 担 当 者 ・

Ｕ Ｉ タ ー ン 相 談 担 当 者 ・ し ま ね

ブ ラ ン ド 推 進 課 、 物 販 部 門 か ら

は 業 務 委 託 先 の 責 任 者 （ 店

長 ） 、 飲 食 部 門 の 責 任 者 と し 、

各 部 門 間 の 情 報 共 有 や 連 携 し た

企 画 の 検 討 な ど を 行 い 運 営 し て

い る 。

② 店 舗 の セ グ メ ン ト 収 支 情 報 の 把 握

県 は 、 店 舗 部 分 に つ い て は 、 運 営 を 外 部 に 委 託 し 、 そ （ し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 、 観 光

の 運 営 費 用 を 負 担 す る 。 振 興 課 、 し ま ね 暮 ら し 推 進

そ う す る と 、 事 実 上 、 総 合 的 な 赤 字 が 、 業 務 委 託 費 用 課 ）

と な る 一 方 、 店 舗 と 他 の 行 政 目 的 部 分 と の 関 係 が 不 明 確 県 と し て は 、 物 産 販 売 、 観 光

と な っ て い る 。 案 内 、 Ｕ Ｉ タ ー ン 相 談 の い ず れ

こ の 点 、 判 明 し て い る 数 字 か ら す る と 、 全 体 の 収 支 は の 部 門 も 総 合 発 信 を 行 う こ と を

下 記 の と お り と な る 。 目 的 と し て お り 、 収 益 部 門 と し

店 舗 売 上 2.7億 円 て は 整 理 し て い な い 。

収 入 転 貸 料 11百 万 円 た だ し 、 各 部 門 に か か る 管 理

合 計 2.81億 円 経 費 等 を 明 確 に し な が ら 取 組 み

原 価 等 1.48億 円 実 績 等 を 検 証 し 、 経 費 節 減 に 努
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費 用 一 般 管 理 費 相 当 分 （ 県 の 負 担 ） 1.33億 円 め る 。 ま た 、 物 産 販 売 の 委 託 先

〈 賃 料 、 人 件 費 、 諸 費 用 〉 の 収 支 状 況 に つ い て は 、 引 き 続

合 計 2.81億 円 き 把 握 に 努 め る 。

収 支 0円

そ う す る と 、 施 設 全 体 の 費 用 構 造 と し て 、 賃 料 2 5％ 、

人 件 費 1 1％ 、 一 般 管 理 費 1 2％ 。 そ う す る と 、 残 り の ５ 割

強 が 販 売 原 価 と い う こ と に な る 。

し か し 、 本 施 設 で は 、 営 利 性 の 色 彩 が 強 い 店 舗 と 、 非

営 利 的 な 観 光 案 内 等 、 収 益 の 無 い 部 門 が 共 存 し 、 合 算 さ

れ て い る た め 、 部 門 毎 の 費 用 構 造 が 分 か り 難 い 。

よ っ て 、 部 門 毎 の 収 支 情 報 、 す な わ ち 、 会 計 上 の セ グ

メ ン ト 情 報 を 得 て 、 特 に 、 営 利 性 の 色 彩 が 強 い 店 舗 に お

い て は 、 通 常 の 営 利 目 的 の 店 舗 経 営 と 比 較 し つ つ 収 支 の

改 善 に 努 め 、 県 の 負 担 圧 縮 に 努 め て い た だ き た い 。

③ 管 理 会 計 上 の 費 用 賦 課

本 施 設 は 、 し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 、 観 光 振 興 課 、 し ま （ し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 、 観 光

ね 暮 ら し 推 進 課 等 の 各 課 の 相 互 乗 り 入 れ の 事 業 で あ る 。 振 興 課 、 し ま ね 暮 ら し 推 進

県 と す る と 、 所 管 部 署 が 各 事 業 に 取 り 組 み 、 連 携 を 強 課 ）

化 し つ つ 、 各 部 門 の 取 組 実 績 及 び 施 策 評 価 を 作 成 し て い 同 上

る と し て い る 。

し か し 、 高 額 な 家 賃 を 支 払 っ て い る 一 方 、 行 政 目 的 の

達 成 度 に つ い て は 、 実 額 で 把 握 す る こ と が 困 難 な こ と も

あ り 、 抽 象 的 な 評 価 に な ら ざ る を 得 な い 。

そ こ で 、 費 用 対 効 果 の 管 理 徹 底 の た め に も 、 所 管 部 署

に 対 し て 、 管 理 会 計 上 の 費 用 賦 課 等 を 行 い 、 本 庁 サ イ ド

の 各 部 署 に お い て 、 多 額 の コ ス ト 発 生 が ， 直 接 ， 所 管 課

の 行 政 判 断 に 反 映 さ れ る よ う に 要 請 し た い 。

な お 、 後 述 す る が 、 県 に は 管 理 会 計 の 概 念 を 取 り 込

み 、 所 管 部 へ の コ ス ト 賦 課 を 含 め て 、 関 係 部 署 が コ ス ト

意 識 を 持 つ よ う に 管 理 体 制 の 構 築 を 図 っ て い く べ き で あ

る 。

④ 転 貸 先 と の 業 務 連 携 の 強 化

県 は 、 賃 貸 部 分 の う ち 、 62 . 5㎡ （ 1 8 . 9 4 坪 ） を 民 間 企 （ し ま ね ブ ラ ン ド 推 進 課 ）

業 に 転 貸 し 、 家 賃 と し て 、 約 9 5万 円 ／ 月 （ 1 1 4 0 万 円 ／ 前 記 ① に 記 載 し た 全 体 運 営 会

年 ） を 得 て い る が 、 こ の 転 貸 家 賃 の 計 算 に つ い て は 、 県 議 の 中 で は 、 物 販 部 門 に お け る

が 賃 借 し て い る 坪 単 価 ５ 万 円 を そ の ま ま 基 礎 と し て い プ ロ モ ー シ ョ ン と 連 動 し た 飲 食

る 。 部 門 で の 有 機 農 産 物 Ｐ Ｒ フ ェ ア

も っ と も 、 こ の 坪 単 価 ５ 万 円 は 、 本 物 件 （ 中 央 通 り 沿 を 検 討 す る な ど 、 館 一 体 と な っ

い の 高 ロ ケ ー シ ョ ン か ら 、 裏 手 の 狭 い 路 地 ま で )の 一 面 た 企 画 に よ り Ｐ Ｒ 効 果 を 高 め る

の 平 均 価 格 で あ る か ら 、 中 央 通 り に 面 し た 側 だ け を き り よ う な 取 組 み を 実 施 し て い る 。

と っ て み る と 、 坪 単 価 ５ 万 円 以 上 と す る の が 適 切 な 賦 課

と い え る 。 そ し て 、 大 通 り 沿 い と 裏 路 地 沿 い の 地 価 比 か
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ら 、 賃 料 比 が ２ ： １ で あ る と 仮 定 し た 場 合 、 大 通 り 沿 い

の 賃 料 は 坪 単 価 6 . 7万 円 と な り 、 現 状 の 転 貸 料 9 5万 円 を

120万 円 程 度 に あ げ る べ き （ 年 間 差 額 300万 円 )と の 計 算 と

な る 。

も っ と も 、 県 は 、 飲 食 店 は 、 民 間 へ の 転 貸 と い う 契 約

形 態 だ け で は あ る が 、 島 根 の 食 材 の 使 用 を 前 提 に 営 業 を

し て お り 、 外 観 上 も 、 本 施 設 の 飲 食 部 門 と し て 運 営 が な

さ れ て い る こ と か ら 、 行 政 目 的 で あ る 県 特 産 （ 島 根 の 新

鮮 な 海 の 幸 、 山 の 幸 ） の 宣 伝 と 販 路 拡 大 と 消 費 者 情 報 の

収 集 に 大 き く 寄 与 し て い る と し て い る 。

以 上 よ り 、 転 貸 料 に か か る 逸 失 利 益 300万 円 つ い て は 、

合 理 的 な 行 政 裁 量 の 範 囲 内 で あ る と 言 え 、 問 題 は な い 。

も っ と も 、 県 は 、 飲 食 店 部 門 に つ い て も 、 年 間 30 0万 円

の 行 政 費 用 を 支 出 し て い る の で あ る か ら ， 転 貸 先 企 業 と

の 関 係 強 化 ， 業 務 連 携 ・ 共 同 宣 伝 活 動 等 を 通 じ ， 本 施 設

の 行 政 目 的 実 現 の 努 力 を お 願 い し た い 。

【 ３ 】 殿 町 庁 舎 の 賃 借 オ フ ィ ス

〈 指 摘 事 項 〉

① 庁 舎 賃 借 の 削 減

行 政 目 的 の た め 、 必 要 が あ れ ば 、 既 存 の ビ ル に 加 え （ 管 財 課 ）

て 、 賃 借 す る こ と 自 体 は 、 問 題 が な い 。 賃 借 料 の 削 減 に 向 け 、 外 郭 団

し か し 、 上 記 の 通 り 、 多 数 の 外 郭 団 体 が 入 居 し て い 体 等 の 移 転 に つ い て 平 成 2 4 年

る 。 ま た 、 殿 町 の 庁 舎 内 の 部 署 に お い て も 、 殿 町 に 所 在 度 か ら 取 組 み を 行 っ て い る 。

す る 必 要 性 が 低 い 部 署 も 考 え う る 。 一 方 、 松 江 合 同 庁 舎 平 成 25年 度 に は 、 外 郭 団 体 ８

等 に は 、 利 用 可 能 な オ フ ィ ス ス ペ ー ス が あ る 。 団 体 に つ い て 県 庁 舎 か ら 近 隣

よ っ て 、 事 務 所 を 機 動 的 に 整 理 し 、 発 生 し て い る 事 務 の 県 所 有 建 物 へ の 移 転 を 行 っ

所 賃 料 （ 共 益 費 含 む ） 約 33 0 0万 円 の 削 減 を 行 う べ き で あ た 。

る 。 こ れ に よ り 空 い た ス ペ ー ス

は 、 平 成 2 7 年 度 ま で 実 施 す る

庁 舎 耐 震 補 強 工 事 中 の 執 務 室

の 仮 移 転 先 と し て 使 用 し 、 工

事 終 了 後 に は 、 外 部 の 賃 貸 ビ

ル に 入 居 し て い る 部 署 を 呼 び

戻 す こ と に よ り 賃 借 料 の 削 減

を 図 る こ と と し て い る 。

ま た 、 今 後 、 県 庁 舎 及 び 賃

貸 ビ ル に 入 居 し て い る 外 郭 団

体 や 県 機 関 の 現 状 、 業 務 内 容

等 の 調 査 を 実 施 し 、 再 配 置 の

検 討 を 行 っ て い く 。

② 部 署 の 抜 本 的 再 配 置

県 （ 管 財 課 ） で も 上 記 の 問 題 意 識 が あ り 、 既 に 、 玉 突 （ 管 財 課 ）
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き 型 の 移 動 に よ り ス ペ ー ス 確 保 を 行 い 、 賃 借 事 務 所 を 削 同 上

減 す る 方 向 で 、 具 体 的 な ア ク シ ョ ン を 起 こ し て お り 、 賞

賛 で き る 。

も っ と も 、 移 動 の 対 象 部 署 は 限 定 的 で あ る 。

よ っ て 、 管 財 課 の 対 応 を 機 軸 に 、 対 象 部 署 を 一 層 拡 大

す べ き で あ る 。

具 体 的 に は 、 殿 町 所 在 の 庁 舎 に 入 居 す る 部 署 に つ い て

は 、 殿 町 に 存 置 す る 必 要 性 が 高 い 部 署 を 優 先 的 に 配 置

し 、 殿 町 近 辺 に 所 在 す る 必 要 性 が 低 い 部 署 な い し 外 郭 団

体 は 、 近 隣 の 県 所 有 の 庁 舎 に 移 転 さ せ る べ き で あ る 。

〈 意 見 〉

① 移 転 可 能 性 の 検 討 に つ い て

本 監 査 は 、 施 設 の 利 用 状 況 で あ る か ら 、 特 定 の 部 署 の （ 管 財 課 ）

移 転 、 当 地 に 存 在 す る 必 要 性 の 評 価 ま で は 対 象 と し て い 同 上

な い 。

こ の 点 、 下 記 の ２ 部 署 に つ い て 現 在 賃 貸 オ フ ィ ス に 入

居 中 で あ る が 、 殿 町 所 在 の 必 要 性 に つ い て ヒ ア リ ン グ し

た と こ ろ 、 所 管 課 か ら ， 下 記 の 回 答 が あ っ た 。

パ ス ポ ー ト 旅 券 発 給 に 係 る 決 裁 事 務 を 本 庁 舎 勤 務 職 員

セ ン タ ー が 行 っ て い る こ と 、 円 滑 な 発 給 事 務 に は 外

務 省 ・ 本 課 職 員 と の 相 談 が 必 要 な こ と 、 等

か ら 移 転 は 困 難 で あ る 。

消 費 者 県 内 1 9市 町 村 、 県 下 全 域 を 対 象 と し て 相 談

セ ン タ ー を 受 け 付 け る 行 政 サ ー ビ ス 窓 口 で あ る と 同

時 に 、 消 費 者 行 政 を 行 う 本 部 機 能 を 持 っ て

い る 。 即 ち 、 消 費 者 セ ン タ ー と い う 名 称 で

消 費 者 相 談 を 行 な う こ と で 、 リ ア ル タ イ ム

で 情 報 を 入 手 し 、 環 境 生 活 総 務 課 と と も に

行 動 す る 本 部 組 織 と し て の 性 格 が 強 い こ と

か ら 、 移 転 は 困 難 で あ る 。

こ の 点 に つ い て 、 消 費 者 セ ン タ ー は 、 県 庁 の 本 部 機 能

に 、 県 民 対 象 の 相 談 窓 口 が 併 設 さ れ た に 過 ぎ ず 、 殿 町 地

区 で の 設 置 の 必 要 性 は 高 い と 思 わ れ る 。

一 方 、 パ ス ポ ー ト セ ン タ ー は 、 公 共 サ ー ビ ス 提 供 の 現

業 部 門 の 色 彩 が 強 く 、 電 話 ・ フ ァ ッ ク ス で の コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン 、 自 治 体 ク ラ ウ ド 導 入 の 動 き 、 緊 急 対 応 の 頻 度

等 を 考 え る と 、 所 管 課 の 主 張 は 説 得 的 と は 言 い が た い と

こ ろ も あ る 。

も っ と も ， 移 転 可 能 性 は 、 所 管 課 の 主 張 だ け で は 判 断

が 難 し い こ と は 明 ら か で あ る 。

そ こ で 、 県 は 、 各 部 署 に つ き 、 殿 町 に 設 置 す る 必 要 性

の 程 度 を 、 指 標 化 ・ 客 観 化 し て ラ ン ク 付 け 等 を 行 な い 、
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同 時 に 、 利 用 す る 県 民 の 範 囲 （ 利 便 性 ） や 、 移 転 費 用 、

付 随 費 用 を 総 合 的 に 判 断 し て 、 移 転 可 能 性 を 決 す る 必 要

が あ り ， そ の 準 備 を 開 始 す べ き で あ る 。

【 ４ 】 島 根 県 研 修 セ ン タ ー

〈 意 見 〉

① 「 内 中 原 」 地 区 に あ る 必 要 性

島 根 県 研 修 セ ン タ ー 設 置 自 体 に は 問 題 は な い 。 た だ （ 人 事 課 、 教 育 庁 ）

し 、 所 在 す る 内 中 原 は 、 立 地 上 、 固 定 資 産 評 価 額 は 坪 20 新 た に 移 転 改 築 を 行 う 場 合 、

万 円 〜 3 0万 円 程 度 と 、 郊 外 地 域 に 比 べ 数 倍 す る 。 そ の 地 多 額 の 費 用 を 要 す る こ と か ら 、

域 で 、 研 修 施 設 と し て 、 155台 分 の 駐 車 ス ペ ー ス も 確 保 さ 財 政 状 況 も 踏 ま え れ ば 現 時 点 で

れ て い る こ と か ら 、 高 額 な 賃 料 が 発 生 し て い る 。 の 移 転 は 困 難 で あ り 、 賃 借 料 を

こ の 点 、 研 修 施 設 と い う 行 政 目 的 か ら は 、 駐 車 場 ス ペ 考 慮 し て も 当 面 は 現 施 設 を 有 効

ー ス を 含 め 広 大 な 土 地 の 必 要 性 は 明 ら か で あ る 。 利 用 せ ざ る を 得 な い 。

し か し 、 県 庁 本 庁 か ら 数 百 メ ー ト ル の 距 離 に あ る 必 要 今 後 、 施 設 の 老 朽 化 の 状 況 や

性 に つ い て は 、 県 と す る と 、 県 庁 本 庁 か ら 受 講 生 が 来 る 財 政 状 況 等 を 踏 ま え な が ら 、

が 、 そ の 行 き 易 さ 程 度 の 説 明 し か な い 。 中 ・ 長 期 的 課 題 と し て 検 討 す

よ っ て 、 高 コ ス ト で あ る 内 中 原 に 所 在 す る 相 当 性 に は る 。

疑 義 が あ り 、 県 は 、 研 修 セ ン タ ー の 所 在 地 に つ い て 、 抜 な お 、 現 時 点 で 既 存 の 県 有 施

本 的 に 検 討 す べ き で あ る 。 設 で 代 替 し て 利 用 可 能 な も の は

な い 。

② 老 朽 化 対 策

県 研 修 セ ン タ ー は 、 昭 和 4 6年 に 建 て ら れ た も の で も あ （ 人 事 課 、 教 育 庁 ）

り 、 老 朽 化 が 進 ん で い る 。 ま た 、 人 が 集 中 す る 場 所 で あ 建 物 の 老 朽 化 は 進 ん で い る

る か ら 、 冷 暖 房 が 必 要 で あ る が 、 熱 効 率 が 良 い と は 到 底 が 、 大 規 模 な 改 築 等 を 行 う 場

思 え な い 。 合 、 多 額 の 費 用 を 要 す る こ と か

よ っ て 、 研 修 セ ン タ ー に つ い て は 、 建 て 替 え を 含 め ら 、 現 時 点 で は 困 難 で あ る 。

て 、 具 体 的 に 案 を 検 討 開 始 す べ き 時 期 で あ る 。 当 面 は 現 施 設 の 必 要 な 修 繕 等

を 行 い な が ら 、 今 後 、 老 朽 化 の

状 況 や 財 政 状 況 等 を 踏 ま え な が

ら 、 中 ・ 長 期 的 課 題 と し て 検 討

す る 。

【 ５ 】 東 京 事 務 所

〈 意 見 〉

① 出 資 金 の 償 却

ⅰ 都 道 府 県 会 館 へ の 県 の 出 資 金 は 、 広 島 県 よ り 多 い 。 （ 財 政 課 、 総 務 課 ）

こ の 点 は 、 県 は 、 建 設 に 係 る 経 費 が 、 全 都 道 府 県 で 使 現 在 、 総 務 省 で 公 会 計 制 度 の

用 す る 共 有 部 分 と 各 都 道 府 県 が 東 京 事 務 所 と し て 使 用 す 整 備 に つ い て 具 体 的 な 内 容 を 検

る 部 分 に 分 け 、 均 等 割 、 人 口 割 及 び 各 都 道 府 県 が 東 京 事 討 中 で あ り 、 今 後 こ の 結 果 等 を

務 所 と し て 使 用 す る 面 積 な ど に よ り 、 全 都 道 府 県 で 財 政 踏 ま え 、 適 切 に 対 応 し た い 。

負 担 す る こ と に な っ て お り 、 広 島 県 、 高 知 県 、 大 分 県

は 、 都 道 府 県 会 館 に 事 務 所 を 構 え て い な い こ と か ら 使 用

す る 面 積 な ど に 応 じ た 負 担 が 無 く 、 出 資 額 が 他 県 よ り 少
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な く な っ て い る と 説 明 す る 。

そ う す る と 、 合 理 的 理 由 が あ る 。

ⅱ 出 資 金 の 償 却 の 必 要 性

そ う だ と し て も ， 出 資 金 は 、 本 質 的 に 建 設 経 費 負 担 で

あ り 、 事 実 上 の 建 物 所 有 に 代 わ る も の で あ る 。 そ う す る

と 、 実 質 的 に は 、 出 資 金 で は な く 、 「 建 物 」 で あ る か

ら 、 償 却 が 必 要 で あ る 。

こ の 点 、 県 は 出 資 金 と し て 処 理 し て お り 、 現 状 は 費 用

化 さ れ て い な い 。 ま た 、 法 的 形 式 が 、 出 資 金 で あ り 、 ま

た 仮 に 「 建 物 」 と し て 資 産 計 上 し た 場 合 に も 、 公 会 計 で

は 、 個 別 資 産 の 減 価 償 却 を 費 用 化 す る 仕 組 み が 無 い と す

る 。

そ う す る と 、 監 査 上 は 、 違 法 と も 不 当 と も 言 え な い 。

し か し 、 償 却 部 分 が 費 用 と し て 認 識 さ れ な い 場 合 、 東

京 事 務 所 の 実 質 コ ス ト 計 算 が 過 少 評 価 さ れ て し ま う 懸 念

が あ る 。

よ っ て 、 行 政 コ ス ト 計 算 書 の 適 用 範 囲 の 拡 大 等 、 減 価

償 却 に 相 当 す る 部 分 を 費 用 化 し 、 可 視 化 で き る よ う 、 検

討 す べ き で あ る 。

② 賃 借 料 水 準 の 再 認 識

出 資 金 出 資 に よ り 、 事 実 上 の 建 物 賃 料 が 無 い こ と か （ 総 務 課 ）

ら 、 賃 料 と し て 計 上 さ れ て い る の は 、 共 益 費 等 だ け で あ よ り 一 層 の 経 費 節 減 に 努 め

る 。 る 。

そ う す る と 、 外 見 上 、 賃 料 は 安 く 、 1.5万 円 ／ 月 ／ 坪 で な お 、 に ほ ん ば し 島 根 館 と の

あ る か ら 、 非 常 に 良 い 賃 借 物 件 で 、 東 京 事 務 所 を 移 転 す 業 務 分 担 に つ い て は 前 記 【 ２ 】

る 余 地 は 無 い よ う に も 思 え る 。 〈 指 摘 事 項 〉 ③ の と お り 。

し か し 、 上 記 の と お り 、 出 資 金 の 資 金 コ ス ト を 含 め る

と 2 9千 円 ／ 月 ／ 坪 程 度 と な る 。 さ ら に 、 出 資 金 を 償 却 し

た 場 合 は 、 45千 円 ／ 月 ／ 坪 程 度 と な る 。

そ う す る と 、 賃 料 の 比 較 優 位 性 は 乏 し く な り 、 都 道 府

県 会 館 に 事 務 所 を か ま え な い 県 が あ る の も 納 得 で き る 。

以 上 よ り 、 他 の 選 択 肢 と の 比 較 感 、 所 在 地 等 を 勘 案

し 、 に ほ ん ば し 島 根 館 と の 業 務 分 担 を 踏 ま え 、 一 層 の 経

費 節 減 を 要 請 し た い 。

Ⅲ 県 が 専 用 ・ 使 用 す る 財 産

【 １ 】 殿 町 庁 舎 群

〈 指 摘 事 項 〉

① 事 務 所 ス ペ ー ス の 集 約 ・ 効 率 化 に よ る 賃 借 料 の 削 減

前 述 の と お り 、 経 済 合 理 性 か ら し て も 、 民 間 の 賃 貸 ビ （ 管 財 課 ）

ル 利 用 の 事 務 ス ペ ー ス も あ り 、 賃 料 （ 共 益 費 含 む ） 負 担 前 記 Ⅱ 【 ３ 】 〈 指 摘 事 項 〉 ①

約 3,6 0 0万 円 が あ る 一 方 で 、 外 郭 団 体 が 入 居 し て い る 事 実 に 同 じ

も あ る 。 更 に 、 部 署 に よ っ て は 、 殿 町 に 所 在 す る 必 要 性
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に つ い て は そ れ ぞ れ で あ る と 考 え ら れ る

よ っ て 、 松 江 合 同 庁 舎 等 、 利 用 可 能 な オ フ ィ ス ス ペ ー

ス が な い こ と は な い と 思 え る の で 、 殿 町 へ の 所 在 の 必 要

性 に 応 じ て 、 事 務 所 再 配 置 に よ り 、 賃 借 料 負 担 軽 減 を す

べ き で あ る 。

② 老 朽 化 対 策 ・ 改 修 対 応

殿 町 の 庁 舎 の 多 く は 、 老 朽 化 が 進 ん で お り 、 対 応 が 必 （ 管 財 課 ）

要 な 時 期 で あ る 。 今 後 の 庁 舎 再 編 等 の 検 討 に あ

さ ら に 、 バ リ ア フ リ ー 、 省 エ ネ 対 策 や IT 化 な ど 、 時 代 た っ て は 、 建 て 替 え も 含 め 、 十

の ニ ー ズ に 応 え る 必 要 も あ る 。 分 な コ ス ト 分 析 を 行 っ て い く 。

よ っ て 、 耐 震 補 強 を 行 っ て 長 期 使 用 す る 方 法 も あ る

が 、 長 期 的 視 点 、 総 合 的 な 資 産 効 率 改 善 の 観 点 か ら 、 建

て 替 え も 含 め て 、 客 観 的 な コ ス ト 分 析 を 行 な い 、 老 朽 対

策 へ の 取 り 組 み を 開 始 す べ き で あ る 。

〈 意 見 〉

① 観 光 と 官 庁 街 の 両 立

松 江 市 は 国 際 文 化 観 光 都 市 で あ り 、 そ の 中 心 と な る 松 （ 管 財 課 ）

江 城 に 隣 接 し て 殿 町 の 庁 舎 群 が あ る 。 県 庁 舎 や そ の 前 庭 従 来 か ら 庁 舎 の 建 築 等 に あ た

及 び 周 辺 の 庁 舎 は 、 建 設 当 時 か ら 周 囲 の 景 観 に 配 慮 す る っ て は 、 松 江 城 周 辺 の 景 観 と の

よ う 設 計 さ れ た と 聞 い て お り 、 建 設 か ら 50年 経 っ た 今 、 調 和 に 配 慮 し て い る 。 今 後 も 引

松 江 の 景 観 の 一 部 と 化 し て い る よ う に 感 じ ら れ る 。 き 続 き 配 慮 し て い く 。

現 在 、 一 部 の 庁 舎 に お い て は 耐 震 改 修 を 行 い 再 利 用 さ ま た 、 昭 和 45年 度 日 本 建 築 学

れ て い る 。 会 賞 を 受 賞 し た 殿 町 庁 舎 群 と 史

今 後 も 、 単 に 経 済 合 理 性 や 効 率 性 だ け で な く ， 殿 町 庁 跡 松 江 城 が 一 体 的 に 形 成 す る 美

舎 群 の 再 配 置 に あ た っ て は 、 松 江 の 観 光 と の 調 和 、 総 合 し い 景 観 を 県 民 と 共 有 し 、 観 光

発 展 を 念 頭 に 検 討 を 行 う よ う 求 め た い 。 等 に 積 極 的 に 活 用 す る た め 、 県

庁 本 庁 舎 等 の 登 録 文 化 財 や 景 観

重 要 建 造 物 の 指 定 を 検 討 す る 。

② 書 類 の 削 減

庁 舎 の ス ペ ー ス 占 有 に お い て 、 書 類 の 保 管 ス ペ ー ス が （ 総 務 課 ）

大 き い 。 電 子 決 裁 シ ス テ ム の 導 入 や ポ

こ の 点 、 管 財 課 に よ る と 、 未 だ 全 庁 的 な 取 り 組 み に は ー タ ル サ イ ト の 運 用 （ 通 知 文 書

至 っ て い な い が 、 紙 ベ ー ス の 例 規 集 や 差 し 替 え 式 の 書 籍 の 電 子 化 等 ） 等 に よ り 、 ペ ー パ

の 加 除 ・ 追 録 を や め 、 電 子 媒 体 の み が 新 と な る よ う な ー レ ス 化 を 進 め て い る 。

工 夫 を 行 い 、 書 類 の 削 減 、 ス ペ ー ス ・ 加 除 料 の 削 減 に つ な お 、 平 成 26年 度 か ら は 文 書

な げ て い る と の こ と で あ る 。 管 理 シ ス テ ム を 一 新 し 、 一 層 の

そ こ で 、 県 は 、 管 財 課 の 取 り 組 み を 全 庁 的 な 規 模 に 拡 推 進 を 図 っ て い る 。

大 し 、 書 類 の 削 減 を は か る べ き で あ る 。

③ ユ ニ バ ー サ ル レ イ ア ウ ト

管 財 課 が 実 験 的 に 取 り 組 ん で い る 。 組 織 の 機 動 性 、 オ （ 管 財 課 ）

フ ィ ス の 効 率 化 に 資 す る の で あ れ ば 、 一 層 、 積 極 的 に 取 執 務 室 の 現 状 や 職 員 の 意 識 等

り 組 ん で 欲 し い 。 に つ い て 調 査 の 上 、 広 さ 、 配 置
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の 標 準 化 や 共 有 ス ペ ー ス の 集 約

化 な ど の 事 務 ス ペ ー ス の 適 化

に 取 り 組 ん で い く 。

【 ２ 】 島 根 県 職 員 会 館

〈 意 見 〉

① 設 置 の 妥 当 性 に つ い て

本 施 設 の 建 物 面 積 は 、 354 8㎡ で あ り 、 殿 町 庁 舎 群 の 408 （ 人 事 課 ）

73㎡ （ 南 庁 舎 6,3 0 0㎡ 、 分 庁 舎 2,8 9 9㎡ 、 東 庁 舎 2,1 76㎡ 、 福 利 厚 生 施 設 で あ る が 、 職 員

第 三 分 庁 舎 3, 2 8 7㎡ 、 第 ２ 分 庁 舎 2, 6 0 6㎡ 、 本 庁 舎 23 , 6 0 5 だ け で な く 一 般 も 利 用 で き る 施

㎡ ） の 8.7％ に 及 ぶ 。 設 で あ り 、 会 議 、 研 修 等 で 活 用

そ う す る と 、 食 堂 等 も 含 め る と 、 殿 町 庁 舎 群 の １ 割 さ れ て い る 。

は 、 福 利 厚 生 施 設 等 で あ り 、 本 当 に 事 務 所 ス ペ ー ス 不 足 建 物 面 積 の ４ 割 は ア リ ー ナ が

＝ 賃 借 の 必 要 性 が あ る の か 、 と の 疑 問 も あ る 。 占 め て お り 、 全 体 と し て 過 剰 施

も っ と も 、 法 律 上 、 県 に は 、 職 員 向 け の 福 利 厚 生 施 設 設 と は 考 え て い な い 。

の 設 置 が 義 務 付 け ら れ て お り 、 費 用 的 に み る と 、 一 人 当 な お 、 災 害 時 等 の 避 難 所 及 び

た り 費 用 も 年 額 １ 万 円 程 度 と 過 大 と は 言 え な い 。 オ フ サ イ ト セ ン タ ー プ レ ス ル ー

よ っ て 、 ま ず 設 置 自 体 に は 問 題 が な く 、 使 用 頻 度 か ム の 機 能 も 有 し て い る 。

ら 、 広 さ 的 に 過 剰 設 備 と な っ て い な い か 、 の 検 証 を 要 請

す る 。

② 利 用 率 向 上 に つ い て

本 施 設 の 利 用 件 数 （ 人 数 ） 及 び 収 入 額 に つ い て は 、 近 （ 人 事 課 ）

年 増 加 し て い る も の の 、 平 成 2 4年 度 で は 、 個 人 の 一 般 利 ま ず は 、 今 後 、 施 設 や 利 用 方

用 で は 大 人 の 利 用 が 全 く な い 月 （ ４ 月 、 ２ 月 ） や １ ～ ２ 法 の 周 知 等 に よ り 、 さ ら な る 利

人 と い う 著 し く 少 な い 月 （ ７ 月 、 ９ 月 、 11月 ） が あ る 。 用 率 の 向 上 に 努 め る 。

こ の 点 、 福 利 厚 生 施 設 の 利 用 状 況 は 、 直 接 監 査 の 対 象

と は な ら な い が 、 過 度 に 利 用 度 が 低 迷 し て い る 場 合 、 ホ

テ ル 宍 道 湖 と 同 様 、 必 要 性 ・ 相 当 性 に 対 し て の 疑 問 が 発

生 す る 。

よ っ て 、 今 後 は 利 用 ニ ー ズ の 調 査 な ど を 行 い 更 な る 利

用 率 の 向 上 に 努 め る 一 方 、 利 用 率 の 向 上 が 認 め ら れ な い

場 合 に は 、 規 模 の 縮 小 な い し 一 部 県 の 事 務 所 と し て の 利

用 等 、 多 角 的 な 利 用 を 検 討 す べ き で あ る 。

【 ３ 】 警 察 本 部 に つ い て

〈 意 見 〉

① 狭 さ の 解 消 ・ 機 能 の 維 持

本 建 物 の 行 政 コ ス ト は 小 さ く 、 ま た 、 一 人 当 た り の 広 （ 警 察 本 部 ）

さ は 、 全 体 平 均 で は 、 24平 方 メ ー ト ル あ り 、 十 分 の よ う 警 察 施 設 等 の 基 盤 整 備 に つ い

に 思 え る 。 て は 、 こ れ ま で 優 先 順 位 付 け し

し か し 、 島 根 県 警 察 本 部 は 、 執 務 ス ペ ー ス の 比 率 が 高 な が ら 計 画 的 に 推 進 し て い る と

い （ 4 7％ 、 平 均 4 1％ 、 一 人 当 た り ス ペ ー ス 9 . 4 ㎡ ） 上 こ ろ で あ る 。

に 、 機 械 設 備 等 の 占 有 面 積 が 非 常 に 大 き い （ 15％ 、 平 均 今 後 と も 、 県 内 の 治 安 情 勢 等

9.2％ ） と い う こ と で 、 非 常 に 狭 隘 な 状 態 で あ る 。 を 踏 ま え 、 必 要 な 基 盤 整 備 や 資
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実 際 、 廊 下 や エ レ ベ ー タ ホ ー ル （ 2 2％ 、 平 均 2 6％ ） の 機 材 の 拡 充 が 図 ら れ る よ う 検 討

い た る と こ ろ に 書 棚 や ロ ッ カ ー が 置 か れ て い た 。 ま た 、 す る 。

会 議 室 も 少 な い （ 5％ 、 平 均 7％ ） 。 廊 下 階 段 ト イ レ 等 の

お そ ら く そ の １ 割 か ら ２ 割 が こ う し た 書 棚 や ロ ッ カ ー で

占 め ら れ て い る と 思 わ れ る 。

こ の 点 、 資 産 の 効 率 的 活 用 と い う 観 点 か ら は 問 題 は な

い 。

し か し 、 警 察 機 構 は 、 県 民 の 安 全 を 統 括 す べ き も の で

あ り 、 行 政 の 原 初 的 機 能 で あ る が 、 現 状 で は 、 支 障 が 生

じ る 懸 念 も あ る 。

よ っ て 、 よ り 機 能 的 な 県 警 本 部 へ の 建 替 え 、 増 築 を 考

え る べ き で あ る 。

な お 、 県 と す る と 、 科 捜 研 な ど 、 一 部 機 能 を 庁 舎 外 に

移 転 さ せ る と の こ と で あ る が 、 機 能 の 重 要 性 に 鑑 み 、 抜

本 的 な 対 応 が 必 要 だ と 考 え る 。

【 ４ 】 東 部 運 転 免 許 セ ン タ ー

〈 意 見 〉

① 評 価 額 の 差 異 の 解 消

市 町 村 が 行 う 固 定 資 産 評 価 額 と 簿 価 が 異 な る こ と 自 体 （ 管 財 課 、 警 察 本 部 ）

は 異 常 で は な い 。 運 転 免 許 セ ン タ ー 土 地 の 台 帳

も っ と も 、 県 と す る と 、 市 場 価 格 で の 評 価 を 行 っ て い 価 格 に つ い て は 、 台 帳 価 格 と 行

る と い う こ と で あ る か ら 、 市 町 村 の 固 定 資 産 税 評 価 と こ 政 財 産 の 使 用 許 可 に 係 る 土 地 価

れ ほ ど 異 な る の は 不 自 然 で あ る 。 格 （ 時 価 相 当 額 ） と の 間 に 大 き

ま た 、 県 の 貸 借 対 照 表 に 反 映 さ れ た 場 合 、 過 大 評 価 な 乖 離 が あ る た め 、 適 切 な 価 格

は 、 土 地 の 含 み 損 に な る 。 に 修 正 す る よ う 検 討 す る 。

よ っ て 、 洗 い 替 え 後 の 簿 価 と 、 市 町 村 の 固 定 資 産 税 評

価 と こ れ ほ ど 異 な る の は 不 自 然 で あ り 、 原 因 究 明 の 上 、

市 場 価 格 と の 乖 離 を 解 消 す る 方 向 で 調 整 す べ き で あ る 。

② ス ペ ー ス の 有 効 活 用

県 有 の 建 物 の 中 で 、 ス ペ ー ス に 余 裕 が あ る 数 少 な い 建 （ 警 察 本 部 ）

物 で あ る 。 東 部 運 転 免 許 セ ン タ ー の 現 在

業 種 上 、 警 察 の 交 通 関 係 団 体 が 中 心 と な る が 、 移 転 、 の ス ペ ー ス は 、 運 転 免 許 制 度 に

集 約 に よ り 、 不 稼 動 ス ペ ー ス の 解 消 、 よ り 高 度 の 活 用 を 係 る 各 種 運 転 免 許 試 験 や 講 習 の

す べ き で あ る 。 た め に 必 要 な も の で あ り 、 不 稼

よ っ て 、 県 は 、 殿 町 庁 舎 群 、 県 警 本 部 、 所 轄 警 察 署 等 働 ス ペ ー ス は な い も の と 認 識 し

か ら 、 移 動 が 可 能 な 団 体 等 が あ れ ば 、 当 施 設 へ の 移 動 も て い る 。

含 め て 、 検 討 を 開 始 す べ き で あ る 。

【 ５ 】 合 同 庁 舎 に つ い て

〈 指 摘 事 項 〉

① 合 同 庁 舎 の 重 要 性 の 再 評 価

ⅰ 県 の 業 務 の 中 心 の シ フ ト （ 人 事 課 ）

平 成 1 7年 度 終 予 算 と 平 成 2 5年 度 当 初 予 算 を 比 較 す る 全 庁 的 な 定 員 削 減 の 取 組 み を
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と 、 民 生 費 が +2 0 0億 円 （ +6 0％ ） 、 商 工 費 +3 2 0億 円 （ +6 4 踏 ま え つ つ 、 必 要 な 人 員 配 置 を

％ ） 、 農 林 水 産 費 -1 2 0億 円 （ ▲ 2 2％ ） 、 土 木 費 -3 3 0億 円 含 め て 、 機 動 的 か つ 弾 力 的 に 対

（ ▲ 31％ ） と な っ て い る 。 応 し 、 県 民 サ ー ビ ス の 充 実 に 努

そ う す る と 、 県 予 算 か ら 見 て も 、 県 の 事 業 内 容 の 重 心 め る 。

が 、 「 土 地 や 場 所 」 に 働 き か け て イ ン フ ラ 整 備 を 行 う 事

業 で あ る 「 農 林 、 土 木 」 か ら 、 県 民 生 活 、 事 業 へ の 支 援

で あ る 「 民 生 、 商 工 」 へ 、 移 っ て き て い る と 言 え る 。

し か し 、 「 農 林 、 土 木 」 か ら 、 「 民 生 、 商 工 」 へ の シ

フ ト が あ る に し て も 、 住 民 ニ ー ズ が 複 雑 化 ・ 多 様 化 し て

お り 、 ま た 、 高 齢 化 社 会 の 中 、 県 と 住 民 が 、 フ ェ ー ス ト

ゥ ー フ ェ ー ス で 対 話 す る 必 要 性 も 高 ま っ て い る 。

よ っ て 、 従 来 型 の 、 県 が 開 発 等 の 管 理 監 督 す る た め の

出 先 機 関 と し て の 機 能 は 小 さ く な る 一 方 で 、 ソ フ ト 型

の 、 県 民 の 「 土 地 や 場 所 」 に 近 接 し て き め 細 や か な 行 政

サ ー ビ ス を 提 供 す る 機 能 は 重 要 性 を 増 し て い る と 思 わ れ

る 。

ⅱ 電 子 化 に よ る 物 理 的 拠 点 の 必 要 性 の 低 下

電 子 化 に よ り 、 申 告 書 の 受 領 や 県 税 を 納 め る 「 窓 口 」

の 機 能 の 必 要 性 は 低 下 し て い る 。 ま た 、 入 札 業 務 も 電 子

入 札 が 原 則 と な り 、 「 入 札 室 」 は 不 要 に な っ て い る 。

さ ら に 、 県 の 内 部 管 理 事 務 は 、 総 務 事 務 セ ン タ ー に 一

元 化 さ れ て い る 。

よ っ て 、 物 理 的 な 「 場 所 」 の 必 要 性 は 、 低 下 し て い

る 。

ⅲ ま と め

以 上 よ り 、 県 の 提 供 す べ き サ ー ビ ス の 内 容 の 変 化 、 電

子 化 等 に よ る 物 理 的 空 間 の 必 要 性 の 低 下 を 受 け 、 拠 点 の

配 置 、 現 場 に 必 要 な 機 関 ・ 人 員 の 見 直 し を 行 う べ き で あ

る 。

こ の 点 、 地 域 拠 点 に お い て の 人 員 削 減 を 求 め る も の で

は な い 。

確 か に 、 県 と 市 町 村 の 役 割 分 担 上 、 二 次 的 地 方 公 共 団

体 で あ る 県 は 、 監 督 的 機 能 中 心 に な る 方 向 か も し れ な

い 。

し か し 、 地 域 横 断 的 な 機 能 は 、 失 わ れ な い し 、 よ り 求

め ら れ る も の と 考 え る 。

ま た 、 既 存 の 県 土 整 備 事 務 所 で も 、 直 接 現 場 に 出 向 い

て 協 議 、 監 督 、 確 認 す る 業 務 の 他 に 、 警 報 発 令 時 な ど 事

務 所 で の 待 機 情 報 収 集 、 災 害 発 生 時 の 現 場 対 応 等 が あ る

が 、 そ れ は 、 市 町 村 が 単 独 で 出 来 な い 場 合 も あ る 。

そ う す る と 、 業 務 に よ っ て は 、 人 員 拡 充 が 求 め ら れ る

場 合 も あ ろ う 。
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よ っ て 、 県 は 、 現 場 業 務 の シ フ ト 、 現 場 機 能 の 必 要

性 、 県 民 の ニ ー ズ を 総 合 的 に と ら え 、 同 時 に 、 電 子 化 等

の 合 理 化 を 利 用 し つ つ 、 必 要 か つ 適 正 な 業 務 ・ 人 員 規 模

の 検 討 を 行 い 、 公 共 サ ー ビ ス の 充 実 に 努 め る べ き で あ

る 。

② 理 髪 店 の 廃 止

理 髪 店 は 、 本 来 は 職 員 の 福 利 厚 生 施 設 で あ る が 、 現 状 （ 人 事 課 ）

に お い て は 、 業 務 時 間 中 の 利 用 は 想 定 し 難 く 、 ま た 、 各 職 員 の 利 用 が ご く 一 部 と な っ

合 庁 と も 職 員 数 が 大 幅 に 少 な く な っ て い る こ と か ら 、 理 て い る 実 態 を 踏 ま え 、 監 査 実 施

髪 店 の 必 要 性 ・ 福 利 厚 生 と し て の 意 味 は 、 事 実 上 失 わ れ 時 に 設 置 し て い た 川 本 合 同 庁 舎

て い る 。 及 び 浜 田 合 同 庁 舎 の 理 髪 室 を 平

し た が っ て 、 県 は 、 合 同 庁 舎 に お け る 理 髪 店 を 、 廃 止 成 25年 度 末 で 廃 止 し た 。

す べ き で あ る 。

〈 意 見 〉

① 休 養 室 ・ 健 康 管 理 室 の 規 模 適 正 化

労 働 安 全 衛 生 法 上 、 県 は 、 各 合 同 庁 舎 に 休 養 室 等 を 設 （ 人 事 課 、 管 財 課 ）

置 し な け れ ば な ら な い が 、 法 律 上 、 休 養 室 等 の 広 さ に 規 休 養 室 は 法 令 上 、 常 時 50人 以

定 は な い 。 上 又 は 常 時 女 性 30人 以 上 の 事 業

よ っ て 、 休 養 室 の 広 さ に つ い て 、 一 見 明 白 に 過 大 と 言 所 に 設 置 が 義 務 づ け ら れ て い る

え な い 以 上 、 違 法 と は 評 価 し え な い 。 こ と を 踏 ま え 、 設 置 基 準 を 設 定

も っ と も 、 一 人 当 た り の 面 積 で は 、 大 の 雲 南 合 同 庁 の 上 、 各 合 庁 の 職 員 数 や 利 用 実

舎 は 、 小 の 隠 岐 合 同 庁 舎 に 比 べ ３ 倍 の 広 さ が あ る 。 態 を 把 握 し 、 検 討 を 進 め て い

そ う す る と 、 合 同 庁 舎 で の ば ら つ き が 大 き く 、 過 大 な く 。

い し 過 少 の 場 合 が あ る と 言 わ ざ る を 得 な い 。 ま た 、 設 置 基 準 に よ り 適 正 に

ま た 、 健 康 管 理 室 等 、 ア ス レ テ ィ ッ ク 的 な と こ ろ （ 運 配 置 を 行 い 、 余 裕 ス ペ ー ス が あ

動 器 具 が お い て あ る 箇 所 ） は 、 勤 務 時 間 中 に 使 用 さ れ る れ ば 、 設 置 す る よ う 努 め な け れ

可 能 性 は 乏 し い ス ペ ー ス で あ る 。 ば な ら な い と さ れ て い る 休 憩 室

こ の 点 、 合 同 庁 舎 の 休 養 室 ・ 健 康 管 理 室 は 、 災 害 時 の と し て の 利 用 や 、 災 害 時 の 災 害

避 難 場 所 と し て 想 定 さ れ て い な い こ と か ら 、 必 要 以 上 の 対 策 要 員 の 仮 眠 ス ペ ー ス と し て

ス ペ ー ス は 、 資 産 の 無 駄 使 い で あ る 。 確 保 し て お く こ と な ど 有 効 活 用

よ っ て 、 県 は 、 職 員 数 及 び 利 用 実 態 を 踏 ま え て 、 休 養 の 検 討 を 進 め る 。

室 等 の 適 正 規 模 の 基 準 を 作 成 し て 、 仮 に 既 存 の 設 備 が 過

大 で あ れ ば 、 縮 小 し て オ フ ィ ス ス ペ ー ス に 転 換 し 、 県 庁

組 織 の 入 居 、 ま た は 外 部 団 体 、 民 間 へ の 賃 貸 を 行 い 、 空

間 の 有 効 活 用 及 び 県 財 政 へ の 寄 与 を 検 討 す べ き で あ る 。

② 文 書 の 整 理 ・ 電 子 化 の 推 進

県 で は 全 庁 的 に 電 子 決 裁 の 推 進 、 法 令 ・ 検 索 シ ス テ ム （ 総 務 課 ）

の 導 入 は 行 っ て い る と の こ と で あ る が 、 合 同 庁 舎 内 で 、 前 記 Ⅲ 【 １ 】 〈 意 見 〉 ② に 同

保 管 書 類 の 多 さ が 目 立 っ た 。 じ

こ の 点 、 重 要 書 類 に つ い て は 保 管 期 間 が 定 め ら れ て お

り 、 廃 棄 は 出 来 な い 。

も っ と も 、 必 要 性 の 乏 し い 書 籍 ・ 書 類 、 保 管 期 間 が 無
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い 書 類 等 も 、 保 管 が 継 続 さ れ て い る 場 合 が あ る 。

よ っ て 、 県 は 、 書 類 等 の 管 理 に つ い て 、 保 管 期 間 の 制

定 、 保 管 書 類 の 選 別 、 電 子 化 ・ オ ン ラ イ ン 化 ・ ク ラ ウ ド

化 に よ り 、 書 類 の 管 理 ・ 閲 覧 の 容 易 性 を 確 保 し な が ら 、

保 管 ス ペ ー ス を 集 中 ・ 削 減 す べ き で あ る 。

な お 、 庁 舎 の 執 務 ス ペ ー ス の 有 効 活 用 の た め に 、 県 で

は 管 財 課 を 中 心 に い く つ か の 取 り 組 み が な さ れ て い る と

の こ と で あ る 。

し た が っ て 、 県 は 、 こ の 流 れ に 沿 っ て 、 一 層 の 推 進 し

て い く よ う 要 請 す る 。

③ フ レ キ シ ブ ル な 庁 舎 使 用

広 域 行 政 、 市 町 村 合 併 の 目 的 は 、 地 方 分 権 に 対 応 し て （ 管 財 課 ）

基 礎 自 治 体 の 財 政 力 を 強 化 す る こ と 、 モ ー タ リ ゼ ー シ ョ 本 庁 舎 で の ユ ニ バ ー サ ル レ イ

ン の 進 展 に 伴 う 生 活 圏 の 広 域 化 に 対 応 す る こ と 、 政 令 指 ア ウ ト の 導 入 準 備 を 先 行 さ せ 、

定 都 市 や 中 核 市 ・ 特 例 市 化 す る こ と で 国 や 県 か ら の 権 限 そ の 知 見 を 得 て 検 討 を 進 め て い

移 譲 を 促 進 す る こ と 、 と 言 わ れ る 。 く 。

そ こ で 、 将 来 的 に は 、 各 市 町 村 が 、 基 礎 自 治 体 と し て

の 権 能 を 高 め 、 権 限 移 譲 の 受 け 皿 と な る 体 制 が 整 え ば 、

県 の 機 能 の 一 部 が 、 市 町 村 に 移 管 さ れ る 可 能 性 が あ る 。

そ し て 、 そ れ は 、 出 先 機 関 で あ る 合 同 庁 舎 所 在 の 組 織

か ら 始 ま る 可 能 性 が 高 い 。

よ っ て 、 県 は 、 合 同 庁 舎 所 在 の 組 織 の 機 能 の 流 動 化 を

見 越 し て 、 可 動 的 な レ イ ア ウ ト （ ユ ニ バ ー サ ル レ イ ア ウ

ト ） 、 建 物 の 移 譲 も 含 め 、 多 角 的 視 野 に た っ た オ フ ィ ス

ス ペ ー ス 確 保 を 考 え る べ き で あ る 。

【 ６ 】 松 江 合 同 庁 舎

〈 指 摘 事 項 〉

① 合 同 庁 舎 の 利 用 率 の 向 上

殿 町 地 区 の 庁 舎 で は 、 県 は 、 賃 借 料 を 支 払 っ て 民 間 ビ （ 管 財 課 ）

ル に 入 居 し て い る 部 署 も 多 数 あ る ぐ ら い 、 ス ペ ー ス 不 足 殿 町 地 区 で の 執 務 ス ペ ー ス の

で あ る 一 方 、 松 江 合 同 庁 舎 で は 、 非 稼 働 面 積 で あ る 共 用 適 化 を 進 め る 中 で 、 本 庁 か ら

ス ペ ー ス が 非 常 に 大 き い 。 離 れ た 場 合 の 影 響 や 、 執 務 室 整

よ っ て 、 特 に １ フ ロ ア が ほ ぼ 会 議 室 と な り 、 不 定 期 に 備 の 費 用 対 効 果 も 考 慮 し な が ら

し か 使 わ れ な い こ と か ら 、 県 は 、 殿 町 地 区 か ら の 部 署 移 有 効 利 用 を 図 っ て い く 。

転 を 含 め 、 有 効 活 用 ・ フ ル 活 用 を は か る べ き で あ る 。 共 用 ス ペ ー ス に つ い て は 、 利

用 実 態 を 調 査 の 上 、 協 議 ス ペ ー

ス と し て 有 効 活 用 し て い く 。

② 共 有 ス ペ ー ス の 事 務 室 転 用

共 有 ス ペ ー ス （ 全 体 の 3 5％ 、 平 均 2 8％ ） に つ い て 、 県 （ 管 財 課 ）

は 、 「 県 土 整 備 事 務 所 等 で 、 ほ ぼ 毎 日 、 業 者 等 と の 協 同 上

議 、 検 査 等 の 業 務 で 使 用 し 、 多 い 時 に は 他 階 の 共 用 ス ペ

ー ス も 使 用 し て い る 状 況 で あ る 。 」 と 言 う 。
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し か し 、 協 議 、 検 査 等 の 業 務 で 毎 日 、 庁 舎 外 利 用 者 も

出 入 り で き る 休 憩 ス ペ ー ス を 利 用 し な け れ ば な ら な い と

い う の で あ れ ば 、 恒 常 的 な オ フ ィ ス ス ペ ー ス に す べ き で

あ る 。

よ っ て 、 松 江 合 同 庁 舎 の 共 用 ス ペ ー ス は パ ー テ ィ シ ョ

ン 等 で 区 切 れ ば 、 事 務 所 ス ペ ー ス と し て 十 分 使 用 で き る

よ う に 思 え る こ と も あ り 、 県 は 、 正 規 の オ フ ィ ス と し て

の 利 用 を 検 討 す べ き で あ る 。

〈 意 見 〉

① 事 前 準 備 （ 設 計 等 ） の 適 正 化

松 江 合 同 庁 舎 で は 、 ト イ レ に 二 つ の 手 洗 い が あ る 。 （ 管 財 課 ）

県 の 説 明 に よ る と 、 １ つ の 手 洗 い 場 は 「 ト イ レ の 前 室 今 後 も 庁 舎 設 計 に あ た っ て

部 分 」 と い う 扱 い で あ り 、 手 洗 い 場 で は な く 「 い わ ゆ る は 、 設 備 の 必 要 性 、 相 当 性 を 十

洗 面 所 」 で あ る と の こ と で あ る 。 即 ち 、 県 に よ る と 、 ト 分 に 検 討 し 、 ス ペ ー ス の 有 効 利

イ レ 部 分 と 少 し 縁 を 切 っ て 別 箇 に 手 洗 い 場 を 設 け る こ と 用 が 図 ら れ る よ う 設 備 設 計 を 進

で 、 職 員 等 が 、 洗 面 、 う が い 、 歯 磨 き 、 姿 見 、 化 粧 直 し め て い く 。

な ど を 行 え る 施 設 を 設 け た と の こ と で あ る 。

そ し て 、 県 に よ る と 、 ト イ レ の 手 洗 い 場 と 別 箇 に 洗 面

所 を 設 け る こ と で 、 「 感 染 症 の 予 防 等 （ ノ ロ ウ イ ル ス な

ど ） に も 有 効 に な り 、 ま た 、 ２ 階 の 講 堂 （ 席 210人 、 利 用

率 7 0％ 以 上 ） な ど で 多 人 数 に よ る 各 種 研 修 等 利 用 時 の 混

雑 の 解 消 に も 有 効 で あ る と の こ と で あ る 。

確 か に 、 一 つ の ト イ レ に ２ か 所 の 手 洗 い 場 を 設 置 し 、

１ か 所 は ト イ レ の 手 洗 い 場 と し て 、 も う １ か 所 は 洗 面 場

と し て 利 用 す る こ と は 、 県 の 説 明 の よ う に 、 ノ ロ ウ ィ ル

ス な ど の 予 防 等 に 役 立 つ メ リ ッ ト の 存 在 は 否 定 し な い 。

し か し 、 他 の 施 設 に お い て 、 こ の よ う な 構 造 と な っ て

い る 事 例 は な く 、 ま た 、 一 般 に 、 他 の 施 設 の 職 員 は 、 歯

磨 き 等 も ト イ レ 内 の 手 洗 い 場 で 行 っ て い る 。

ま た 、 松 江 合 同 庁 舎 講 堂 の 使 用 時 に ト イ レ が 混 雑 す る

の は 、 便 器 の 数 が ボ ト ル ネ ッ ク と な っ て い る か ら で あ

り 、 手 洗 い 場 が 増 設 し て あ る こ と で 混 雑 の 解 消 に は 役 立

っ て い る と は 考 え ら れ な い 。

こ の 点 、 問 議 す べ き は 、 ２ か 所 の 手 洗 い 場 を 設 置 し た

こ と で は な く 、 施 設 の 必 要 性 と 相 当 性 を き っ ち り 認 識 の

上 、 設 置 の 判 断 を 行 っ た か 、 と い う こ と で あ る 。 県 民 の

税 金 を 使 用 し て い る 以 上 、 費 用 支 出 を 正 当 化 で き る 相 当

性 を 検 討 し た の か 、 と い う こ と で あ る 。

よ っ て 、 県 に 対 し て 、 今 後 、 設 計 段 階 に お い て 、 設 備

の 必 要 性 、 相 当 性 を 十 分 に 検 討 の 上 で 、 設 備 を 考 慮 す べ

き で あ る こ と を 徹 底 す る よ う 要 請 す る 。

【 ９ 】 川 本 合 同 庁 舎
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〈 意 見 〉

① 別 館 の 補 修 費 用 支 出

県 は 、 別 館 の 利 用 な い し 売 却 が 現 実 化 し て い な い 段 階 （ 管 財 課 ）

で 、 補 修 費 支 出 24百 万 円 を 行 っ て い る 。 別 館 は 、 耐 震 基 準 を 満 た し て

こ の 点 に つ い て 、 県 は 、 別 館 は 耐 震 性 も あ り 十 分 に 再 お り 、 今 後 の 利 活 用 が 見 込 め

利 用 が 可 能 で あ る と 判 断 し 、 メ イ ン テ ナ ン ス を 行 っ た 回 る 。 漏 水 等 に よ る 建 物 構 造 体 の

答 し て い る 。 劣 化 が 支 障 と な る た め 早 期 の 改

思 う に 、 施 設 の 再 利 用 可 能 性 が あ れ ば 、 資 産 管 理 上 、 修 が 必 要 と 判 断 し 、 小 限 の 改

補 修 工 事 を す る 必 要 は あ る 。 修 を 行 っ た 。 結 果 と し て 費 用 の

一 方 、 地 域 の 経 済 状 況 、 市 街 地 か ら 距 離 等 か ら す る 回 収 可 能 性 は 大 き く ア ッ プ し 、

と 、 再 利 用 可 能 性 が あ る と の 判 断 は 、 か な り 難 し か っ た 川 本 町 へ 売 却 す る こ と と な っ

と 思 わ れ る 。 た 。

本 件 に お い て は 、 予 定 ど お り 売 却 さ れ 、 好 事 例 と な る

よ う に 期 待 す る 。

も っ と も 、 再 利 用 が 見 込 め な い 物 件 も 多 数 あ る と 思 わ

れ る こ と か ら 、 県 に 対 し て は 、 メ イ ン テ ナ ン ス 費 用 の 支

出 に つ い て は 、 回 収 可 能 性 を 慎 重 に 検 討 の 上 、 行 っ て 頂

く よ う に 要 請 す る 。

【 10】 浜 田 合 同 庁 舎

〈 意 見 〉

① 健 康 管 理 室 の 縮 小

浜 田 合 同 庁 舎 は 、 休 養 室 ・ 更 衣 室 の 割 合 が 高 い （ ３ （ 管 財 課 ）

％ 、 平 均 1.4％ ） 。 本 来 の 目 的 で あ る 「 健 康 管 理

県 に よ れ ば 、 ま ず 、 健 康 管 理 室 （ 157㎡ ） は 、 「 勤 務 時 室 」 と し て 必 要 な 機 能 、 室 の あ

間 外 や 昼 休 み 休 憩 時 間 に ほ ぼ 毎 日 使 わ れ て お り 、 個 人 的 り 方 、 利 活 用 等 に つ い て 、 合 同

な 利 用 の 他 、 労 働 組 合 主 催 の 健 康 教 室 や 各 サ ー ク ル の 体 庁 舎 事 務 所 安 全 衛 生 委 員 会 に お

操 教 室 等 に 有 効 利 用 さ れ て い る 。 ま た 、 卓 球 台 が ２ 台 設 い て 検 討 す る 。

置 さ れ て い る が 、 試 合 を す る た め の １ 台 あ た り の ス ペ ー 併 せ て 、 災 害 時 の 災 害 対 策 要

ス は 、 低 で も 7 2㎡ （ 公 式 試 合 で は 9 8㎡ ） 必 要 で あ り 、 員 の 仮 眠 ス ペ ー ス と し て の 利 用

他 の 健 康 器 具 の 使 用 を 考 え れ ば 、 決 し て 空 き ス ペ ー ス を に つ い て も 検 討 す る 。

も て あ ま し て い る よ う な こ と は な い 。 」 と の こ と で あ

る 。

し か し 、 幅 の 広 い 廊 下 等 の ス ペ ー ス も あ る こ と か ら 、

勤 務 時 間 外 や 休 憩 時 間 で あ れ ば 、 そ こ を 利 用 し て 卓 球 を

す る こ と も で き る 。 特 に 、 健 康 管 理 室 が 、 卓 球 の 公 式 試

合 を す る た め の ス ペ ー ス で あ れ ば 別 で あ る が 、 職 員 の 健

康 管 理 が 目 的 で あ る か ら 、 公 式 試 合 を す る た め の ス ペ ー

ス 確 保 が 、 広 さ の 正 当 理 由 に な る と は 思 わ れ な い 。

よ っ て 、 健 康 管 理 室 の 広 さ の 必 要 性 は 、 俄 か に 肯 定 し

難 く 、 県 は 、 妥 当 性 を 確 認 の 上 、 縮 小 ・ 別 途 活 用 の 検 討

を 開 始 す べ き で あ る 。

② 応 接 室 ・ 廊 下 ス ペ ー ス の 活 用
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応 接 室 は 、 あ ま り 利 用 さ れ ず 、 健 康 相 談 等 の 多 目 的 利 （ 管 財 課 ）

用 に な っ て い る 。 応 接 室 に つ い て は 、 災 害 時 等

し か し 、 健 康 相 談 ニ ー ズ が あ れ ば 、 先 の 健 康 管 理 室 で の 緊 急 業 務 ス ペ ー ス 等 と し て 活

行 う べ き で あ り 、 応 接 室 で 行 う 必 要 性 は 無 い 。 ま た 、 広 用 す る た め こ れ ま で 利 用 を 制 限

い 廊 下 は 、 県 に よ る と 、 「 応 接 室 の た め で は な く 、 大 会 し て い た が 、 今 後 は 会 議 室 と し

議 室 で の 会 議 ・ 研 修 等 の 受 付 、 休 憩 時 の 客 溜 ま り と し て て 利 用 で き る よ う 検 討 す る 。

設 け て い る も の 」 で あ る か ら 、 広 さ が 必 要 で あ る と す

る 。

し か し 、 受 付 、 客 溜 ま り ス ペ ー ス と し て の 必 要 ス ペ ー

ス と 比 較 し て も 、 過 大 で あ る 可 能 性 が あ る 。

以 上 よ り 、 県 は 、 少 な く と も 健 康 管 理 室 と 応 接 室 に つ

い て 、 再 活 用 、 機 能 集 約 等 の 検 討 を 開 始 す べ き で あ る 。

【 11】 益 田 合 同 庁 舎

〈 意 見 〉

① 空 き ス ペ ー ス 等 の 有 効 利 用

益 田 合 同 庁 舎 に お い て は 他 団 体 へ の 転 貸 率 （ ７ ％ 、 平 （ 管 財 課 ）

均 3.9％ ） 、 空 き 部 屋 率 （ ５ ％ 、 平 均 2.9％ ） が 高 い 。 部 屋 の 設 置 当 初 の 目 的 で 使 用

こ の 点 、 県 民 セ ン タ ー 等 の 移 動 に よ り 、 少 な く と も 221 す る 頻 度 が 減 少 し て い る た め 、

㎡ あ っ た 空 き ス ペ ー ス が 、 156㎡ 埋 ま る こ と に な る 。 記 者 室 に つ い て は 会 議 室 に 、 青

し か し 、 依 然 と し て 記 者 室 （ 2 7㎡ ） 、 電 気 機 械 室 （ 青 焼 き 室 に つ い て は 図 面 保 管 庫 に

焼 き 室 38㎡ 他 )に つ い て は 、 使 用 し て い る が 、 稼 働 率 が 低 用 途 を 変 更 し て 有 効 に 活 用 す

い 部 屋 が そ の ま ま の 状 態 で 残 る 。 る 。

よ っ て 、 今 後 の 有 効 活 用 を 一 層 検 討 願 い た い 。

② 益 田 保 健 所 の 活 性 化

県 は 、 県 民 の 利 便 性 、 地 域 性 を 考 え 、 「 ２ 次 医 療 （ 健 康 福 祉 総 務 課 ）

圏 」 内 に 一 箇 所 ず つ 、 保 健 所 を 確 保 す る 方 針 で あ り 、 保 健 所 内 及 び 保 健 所 主 催 の 会

益 田 保 健 所 も そ の 一 で あ る 。 議 等 に お け る 積 極 的 な 利 用 促 進

も っ と も 、 栄 養 指 導 室 や 集 団 指 導 室 な ど 、 使 用 頻 度 に 努 め る と と も に 、 益 田 合 同 庁

が 高 く な い よ う に 見 受 け ら れ る 。 舎 内 他 事 務 所 等 に 対 し て 利 用 促

そ こ で 、 地 域 県 民 の 保 健 所 利 用 拡 大 推 進 等 に よ り 、 進 を 図 っ て お り 、 利 用 頻 度 が 向

よ り 有 効 な 活 用 を 検 討 願 い た い 。 上 し つ つ あ る 。

Ⅳ 公 共 財 産

【 １ 】 産 業 技 術 セ ン タ ー ・ ソ フ ト ビ ジ ネ ス パ ー ク 島 根

〈 意 見 〉

① テ ク ノ ア ー ク し ま ね の 位 置 づ け の 明 確 化 ・ 県 民 へ の Ｐ

Ｒ 活 動 強 化

テ ク ノ ア ー ク し ま ね は 、 単 体 で 190億 円 、 ソ フ ト ビ ジ ネ （ 産 業 振 興 課 、 企 業 立 地 課 ）

ス パ ー ク 島 根 と 合 わ せ て 総 体 で み る と 、 319億 円 の 資 金 が し ま ね 産 業 振 興 財 団 や 産 業 技

投 入 さ れ 、 島 根 県 の プ ロ ジ ェ ク ト で は 大 級 で あ る 。 さ 術 セ ン タ ー の 取 組 み を よ り 一 層

ら に 、 年 間 の 行 政 コ ス ト は 、 ５ 億 円 に も 上 る 。 Ｐ Ｒ す る た め 、 次 の よ う な 対 応

そ れ だ け 、 県 民 の 血 税 が 投 入 さ れ 、 島 根 県 の 発 展 の 中 を 行 っ て い る 。

核 を な す も の と 期 待 さ れ る 。 ・ 産 業 技 術 セ ン タ ー の ホ ー ム
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も っ と も 、 技 術 開 発 ・ 産 業 振 興 が 業 務 の 中 心 で あ り 、 ペ ー ジ 掲 載 情 報 を 整 理 し 、 技

一 般 県 民 に は 馴 染 み が 薄 い 。 術 開 発 支 援 な ど 産 業 振 興 に 果

特 に 、 し ま ね 産 業 振 興 財 団 は 、 県 の あ ら ゆ る 事 業 に 関 た す 役 割 を わ か り や す く 伝 え

連 す る は ず で あ る か ら 、 も っ と 存 在 感 が あ っ て よ い 。 る よ う 工 夫 し た 。

よ っ て 、 巨 額 の 投 資 を 正 当 化 す る に は 、 ま ず は 県 民 か ・ 先 端 科 学 技 術 講 演 会 、 研 究

ら 認 知 さ れ 、 よ り 多 く の 県 民 に 、 よ り 広 く 活 用 さ れ る 必 成 果 発 表 会 な ど 、 公 開 イ ベ ン

要 が あ る 。 ト 情 報 に つ い て は 、 ホ ー ム ペ

し た が っ て 、 県 は 、 そ の 産 業 振 興 政 策 に お け る 同 財 団 ー ジ 掲 載 、 広 聴 広 報 課 を 通 じ

の 位 置 づ け を 明 確 化 し 、 同 時 に 、 そ れ を 県 民 に 対 し て Ｐ て の 情 報 提 供 に 加 え 、 関 連 団

Ｒ 強 化 す べ き で あ る 。 体 を 通 じ た 情 報 提 供 に 努 め て

い る 。

・ し ま ね 産 業 振 興 財 団 に つ い

て は 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 メ ー ル

マ ガ ジ ン の ほ か 、 展 示 会 等 に

お け る 広 報 宣 伝 活 動 の 充 実 を

図 っ た 。

【 ２ 】 空 港 群

〈 意 見 〉

① 空 港 の 資 産 効 率 の 説 明 責 任

ⅰ 空 港 の 必 要 性 と 資 産 効 率 （ 交 通 対 策 課 、 港 湾 空 港 課 ）

県 と す る と 、 航 空 路 は 、 産 業 振 興 や 観 光 振 興 に 大 き な 石 見 ・ 隠 岐 の 両 空 港 は 地 域 に

役 割 を 果 た す 一 方 、 隠 岐 空 港 は 生 活 路 線 と し て 、 萩 ・ 石 必 要 な 社 会 イ ン フ ラ で あ り 、 路

見 空 港 は 唯 一 の 高 速 交 通 と し て 必 要 性 が 高 い こ と か ら 、 線 の 維 持 ・ 充 実 や 利 用 促 進 を 図

必 要 な 社 会 イ ン フ ラ で あ り 、 単 に コ ス ト で は 評 価 で き な り 、 引 き 続 き 県 民 や 地 域 の ニ ー

い と す る 。 ズ を 踏 ま え て 両 空 港 の 活 用 に 取

し か し 、 資 産 効 率 、 す な わ ち 、 隠 岐 空 港 の 一 人 当 た り り 組 む 。

行 政 コ ス ト は 4,8 0 7円 で あ り 、 石 見 空 港 の 一 人 当 た り 行 政 ま た 、 路 線 の 利 用 状 況 及 び 各

コ ス ト と な る と 8,8 7 3円 で 、 出 雲 空 港 の 10倍 か ら 20倍 で あ 空 港 の 収 支 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 を

り 、 航 空 運 賃 と 比 較 し て も 、 か な り 割 高 で あ る 。 通 じ て 情 報 提 供 す る と と も に 、

さ ら に 、 空 港 は 、 投 資 金 額 も 41 9億 円 以 上 と 大 き く 、 ま ホ ー ム ペ ー ジ に 定 期 便 輸 送 実 績

た 、 年 間 の 維 持 費 も 3.4億 円 と 巨 額 で あ る 。 に 加 え 、 急 患 輸 送 や チ ャ ー タ ー

そ し て 、 ま ず 、 石 見 空 港 は 、 約 229億 円 も の 資 産 価 値 を 便 運 航 実 績 も 掲 載 し て い く 。

有 し （ 石 見 空 港 へ の ア ク セ ス 道 路 等 の 整 備 を 含 め れ ば 、

そ れ 以 上 の 資 産 価 値 を 有 す る ） 、 空 港 施 設 及 び 公 園 施 設

を 、 年 間 約 ２ 億 円 の 費 用 を か け て 運 用 し て い る 一 方 、 歳

入 の 根 幹 を な す 航 空 機 の 着 陸 料 等 収 入 は 、 年 間 約 30 0 0万

円 程 度 に 過 ぎ な い 。 ま た 、 隠 岐 空 港 も 、 約 5 6億 円 も の 資

産 価 値 を 有 す る 空 港 施 設 を 、 年 間 約 １ 億 40 0 0万 円 の 費 用

を か け て 運 用 し て い る が 、 航 空 機 の 着 陸 料 等 収 入 は 、 年

間 約 150万 円 程 度 に 過 ぎ な い 。

ⅱ 将 来 の 空 港 利 用 の 変 動

県 内 及 び 山 口 県 側 と の 高 速 道 路 建 設 進 展 に よ り 、 石 見
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空 港 ま で の ア ク セ ス が 向 上 し て 空 港 利 用 圏 域 が 拡 大 し 、

利 用 者 数 は 増 加 す る 可 能 性 も あ る 一 方 、 石 見 地 域 か ら 出

雲 空 港 へ の ア ク セ ス も 改 善 し た 場 合 に は 、 石 見 空 港 か

ら 、 出 雲 空 港 へ の シ フ ト も あ り 得 る 。

ⅲ 結 論

県 の 主 張 の と お り 、 客 観 的 に 、 県 に と っ て は 空 港 が 必

要 で あ る こ と は 明 ら か で あ り 、 ま た 、 航 空 行 政 に つ い て

は 、 高 度 の 政 治 判 断 で あ り 、 直 接 的 に は 監 査 の 対 象 と な

ら な い 。

し か し 、 県 が 、 上 記 金 額 の 維 持 管 理 の 財 政 負 担 を 行 っ

て い る の で あ れ ば 、 行 政 目 的 と 行 政 コ ス ト の バ ラ ン ス の

評 価 ・ 検 証 と 、 県 民 に 対 す る 分 か り 易 い 説 明 が 必 要 で あ

る 。

よ っ て 、 県 に は 、 い ろ い ろ な 可 能 性 を 検 討 の 上 、 県 民

に 対 し て 、 的 確 な 航 空 行 政 の 展 開 と 、 具 体 的 な 説 明 を 要

請 し た い 。

Ⅴ 県 の 資 産 管 理 方 法

【 １ 】 資 産 管 理 の 方 法 に つ い て

〈 意 見 〉

① 固 定 資 産 台 帳 の 作 成 へ の 取 り 組 み 方 針

ⅰ 固 定 資 産 台 帳 の 整 備 の メ リ ッ ト （ 政 策 企 画 局 、 総 務 部 、 農 林 水

ま ず 、 網 羅 的 ・ 統 一 的 ・ 比 較 可 能 な デ ー タ が 整 備 さ 産 部 、 土 木 部 ）

れ 、 政 策 の 全 体 を 統 括 す る 知 事 、 予 算 を 議 決 す る 議 会 な 当 面 は 総 務 省 の 検 討 や 他 県 の

ど の 機 関 が 、 施 策 の 優 先 順 位 を 評 価 す る 判 断 材 料 と な 対 応 を 注 視 し 、 そ の 上 で 、 作 成

る 。 に 係 る 人 的 負 担 ・ コ ス ト 負 担 等

ま た 、 除 却 や 売 却 を 行 っ た 資 産 が 固 定 資 産 台 帳 か ら も を 十 分 勘 案 し つ つ 、 適 切 な も の

バ ラ ン ス シ ー ト か ら も 除 か れ 、 正 確 な デ ー タ と な り 、 県 と な る よ う 整 備 内 容 を 検 討 し て

有 資 産 の 整 理 が 進 む 。 い く 。

ⅱ 固 定 資 産 台 帳 作 成 は 、 負 担 が 大 き い こ と

し か し 、 総 務 省 等 の 固 定 資 産 台 帳 整 備 推 進 は 、 時 価 デ

ー タ の 把 握 等 も あ り 、 地 方 公 共 団 体 に 相 当 な 負 担 を 強 い

る も の で あ る 。

更 に 、 「 時 価 デ ー タ 」 等 の 正 確 性 を 求 め れ ば 、 一 層 事

務 負 担 が 重 く な り 、 島 根 県 の よ う に 予 算 も 人 員 も 限 ら れ

て い る 県 に と っ て は 、 過 大 な 負 担 と な る 可 能 性 が あ る 。

ⅲ 県 の 現 状 の 管 理 手 法 で も 問 題 が な い こ と

県 は 、 現 在 、 財 産 の 維 持 補 修 の 優 先 順 位 決 定 に 当 た

り 、 実 際 の 現 状 を 適 宜 把 握 し て 、 必 要 性 ・ 相 当 性 を 調 査

し 、 修 繕 計 画 を 立 て て 行 っ て い る 。

一 見 後 追 い 方 の 補 修 管 理 と も 思 え る が 、 島 根 県 に お い

て は 、 災 害 等 に よ り 破 壊 さ れ る 資 産 が 多 い と も 思 わ れ る

こ と か ら 、 合 理 性 が あ る 。
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よ っ て 、 台 帳 等 に 記 載 さ れ た 帳 簿 価 額 か ら 、 保 全 ・ 修

理 ・ 管 理 の 計 画 を 立 て な い と し て も 、 県 に 障 害 は な い と

言 え る 。

ⅳ 東 京 都 と の 相 違 点

東 京 都 は 、 固 定 資 産 台 帳 の 作 成 、 時 価 評 価 等 の 点 に お

い て 、 公 会 計 改 革 の フ ロ ン ト ラ ン ナ ー で あ る 。

し か し 、 東 京 都 で は 、 土 地 価 格 が 高 く 、 設 備 等 も 集 中

し て 存 在 す る 。

一 方 、 島 根 県 で は 、 土 地 価 格 が 低 く 、 産 業 ・ 人 口 規 模

的 に 東 京 の 何 十 分 の 一 で あ る が 、 生 活 イ ン フ ラ は 、 東 京

都 と 同 規 模 の 広 が り が あ る 。 例 え ば 、 東 京 都 道 は 、 総 延

長 23 4 5キ ロ メ ー ト ル で あ る の に 対 し 、 島 根 県 道 は 、 25 1 9

キ ロ メ ー ト ル で あ る 。

ⅴ ま と め

以 上 よ り 、 総 務 省 推 奨 の 改 革 へ の 理 解 と 協 働 は 必 要 と

は 思 わ れ る が 、 島 根 県 の 特 殊 性 を 考 え 、 東 京 都 と 同 じ 手

法 を と る べ き で は な く 、 独 自 の 応 用 を 考 え る べ き で あ

る 。

特 に 、 県 は 、 東 京 都 の 何 分 の １ の 予 算 、 人 員 で 、 同 量

の 道 路 等 の 固 定 資 産 台 帳 を 作 ら な け れ ば な ら な い の で あ

る か ら 、 必 要 以 上 の 厳 密 化 は 避 け る べ き で あ る 。

し た が っ て 、 県 に 対 し て は 、 総 務 省 の 主 張 は 十 分 理 解

配 慮 し な が ら 、 デ ー タ 細 目 ・ 正 確 性 の 必 要 度 、 そ れ を 揃

え る の に 必 要 な 費 用 等 を 、 バ ラ ン ス 的 に 考 慮 し 、 不 要 な

台 帳 管 理 ・ 過 大 な 出 費 等 が 無 い よ う 、 慎 重 な 検 討 を 要 請

し た い 。

【 ２ 】 ア セ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト ・ セ ン タ ー の 創 設

〈 意 見 〉

① ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト セ ン タ ー の 創 設

総 務 省 が 、 前 述 の と お り 、 地 方 公 共 団 体 に お い て も 、 （ 政 策 企 画 局 、 総 務 部 、 農 林 水

網 羅 的 な 固 定 資 産 台 帳 の 整 備 の 方 向 性 を 打 ち 出 し て い 産 部 、 土 木 部 ）

る 。 将 来 的 な 課 題 と し て 、 他 県 の

そ こ で 、 固 定 資 産 台 帳 の 整 備 に 加 え て 、 そ れ が 組 織 行 取 組 み 等 も 含 め 、 勉 強 し て み た

動 へ 適 切 に 反 映 さ れ 、 事 務 事 業 の 優 先 順 位 を 決 め 、 事 務 い 。

事 業 を 廃 止 ・ 削 減 の 判 断 を 行 な え る よ う 、 将 来 的 に 、 行

政 成 果 ・ 行 政 コ ス ト を 適 切 に 計 算 ・ 評 価 す る ア セ ッ ト マ

ネ ジ メ ン ト セ ン タ ー を 設 置 す べ き と 考 え る 。

② 公 共 部 門 で の 管 理 会 計 の 導 入

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト セ ン タ ー で は 、 単 な る 施 設 の 維 （ 政 策 企 画 局 、 総 務 部 、 農 林 水

持 管 理 だ け で は な く 、 管 理 会 計 の 手 法 を 取 り 入 れ て 、 施 産 部 、 土 木 部 ）

策 毎 の 管 理 、 部 門 別 の 管 理 を 行 う 。 同 上

【 考 え う る ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト セ ン タ ー の 具 体 的 活 な お 、 資 産 保 有 コ ス ト な ど の
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動 】 行 政 コ ス ト の 把 握 に つ い て は 、

ⅰ 行 政 コ ス ト 単 位 の 設 定 総 務 省 で 公 会 計 制 度 の 整 備 に つ

現 在 、 施 策 毎 に 行 政 評 価 が な さ れ て い る こ と か ら 、 そ い て 具 体 的 な 内 容 を 検 討 中 で あ

れ を 小 単 位 と す べ き で あ る 。 り 、 今 後 こ の 結 果 を 踏 ま え 、 適

ⅱ 行 政 成 果 の 把 握 － 財 務 情 報 化 切 に 対 応 し た い 。

地 方 自 治 体 の 提 供 す る サ ー ビ ス は そ の 性 質 上 、 成 果 を

財 務 数 値 で 測 定 す る こ と が で き な い 場 合 が 多 い 。

そ の た め 、 イ ン フ ラ 分 野 共 通 の 横 断 的 指 標 が 存 在 せ

ず 、 道 路 や 港 湾 、 空 港 、 上 下 水 道 と い っ た 分 野 が 違 え

ば 、 比 較 が 困 難 と な る 。

そ の た め 、 環 境 会 計 と 同 様 、 計 測 可 能 な 行 政 成 果 を 指

標 化 し 、 統 一 的 な 比 較 可 能 性 を 与 え る 必 要 が あ る 。

す な わ ち 、 地 域 内 総 生 産 額 ・ 税 収 額 の 増 減 、 施 設 の 利

用 人 数 ・ 利 用 範 囲 の 拡 大 等 を 、 行 政 成 果 指 標 と し て 、 比

較 可 能 な 指 標 化 （ 金 額 換 算 ） を 行 い 、 そ れ と 行 政 コ ス ト

（ イ ン フ ラ 資 産 の 保 有 ・ 維 持 管 理 コ ス ト ） を 比 較 す れ

ば 、 県 民 に 理 解 し 易 い 形 で 、 ど の 施 策 が 有 効 で あ っ た か

が 評 価 で き る と い う こ と で あ る 。

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト セ ン タ ー は 、 所 管 部 と 協 議 の

上 、 非 財 政 情 報 を 、 財 務 情 報 と し て 評 価 す る 基 準 を 作 成

す る 。

ⅲ 行 政 コ ス ト の 把 握 － コ ス ト の 網 羅 ・ 賦 課

行 政 成 果 の 指 標 化 と 同 時 に 、 行 政 コ ス ト の 正 確 な 把 握

は 必 須 で あ る 。

ま ず 、 個 別 の イ ン フ ラ 資 産 に 対 応 し た 減 価 償 却 費 を 計

上 す る の は 当 然 で あ ろ う 。

こ れ は 、 財 務 会 計 ・ 管 理 会 計 共 通 の 費 用 で あ り 、 分 か

り や す く 、 ま た 、 総 務 省 が 推 奨 す る 固 定 資 産 台 帳 の 整 備

に よ り 、 必 然 的 に 計 算 が で き よ う 。

そ れ に 加 え て 、 巨 大 イ ン フ ラ の 中 に は 、 減 価 償 却 費 を

通 じ て 費 用 化 さ れ な い 土 地 等 の 資 産 が た く さ ん あ る 。 そ

れ ら に つ い て は 、 今 回 の 監 査 の 手 法 （ し か し 、 よ り 正 確

な 計 算 に よ る べ き ） と 同 様 、 資 金 コ ス ト 調 達 コ ス ト を 基

礎 に 、 資 産 保 有 コ ス ト を 計 算 す べ き と 考 え る 。

更 に 、 内 部 事 務 処 理 に か か る 経 費 等 の 共 通 経 費 に つ い

て も 、 コ ス ト 削 減 の イ ン セ ン テ ィ ブ を 持 た せ る と 同 時

に 、 巨 大 イ ン フ ラ 維 持 管 理 に 必 要 な 費 用 と し て 、 そ れ を

利 用 す る 部 門 、 部 署 、 施 設 に 適 切 に 配 分 す る 必 要 が あ

る 。

ⅳ 情 報 の 集 中 と 評 価

行 政 成 果 と 行 政 コ ス ト 情 報 を セ ン タ ー に 集 中 す る こ と

で 、 財 務 情 報 と イ ン フ ラ 資 産 情 報 を 共 有 し 、 公 共 団 体 の
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イ ン フ ラ 経 営 の 意 思 決 定 ・ 組 織 行 動 の 支 援 を 行 う 。

財 務 部 門 が 把 握 す る 直 接 経 費 に 加 え て 、 資 産 保 有 コ ス

ト や 共 通 経 費 を 計 算 し て 所 管 部 に 賦 課 す る こ と で 、 所 管

部 に 、 行 政 コ ス ト を 正 確 に 計 算 さ せ る 。

セ ン タ ー は 、 行 政 成 果 を そ の 枠 組 み に し た が っ て 指 標

化 し 、 財 務 情 報 と し て 計 算 す る 。
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